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平成20年知立市議会３月定例会企画文教委員会 
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  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（８名） 

     永五 真人      杉原 透恭      林  郁夫      佐藤  修 

     髙笠原晴美      石川 信生      風間 勝治      馬場 節男 

  ４．欠席委員 

     な   し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   本多 正幸      副 市 長   田中  勇 

     企 画 部 長   清水 雅美      秘 書 課 長   蟹江 芳和 

     企 画 課 長   今五  尚      市 民 協 働 課 長   成田 春夫 

     総 務 部 長   近藤 鈴俊      総 務 課 長   竹本 有基 

     防 災 対 策 室 長   足立 光司      税 務 課 長   山口  修 

     会 計 課 長   伊藤  茂      監査委員事務局長   山口 育夫 

     教 育 長   石原 克己      教 育 部 長   鈴木 民男 

     教 育 庶 務 課 長   加藤 育雄      学 校 教 育 課 長   川合 基弘 

     生 涯 学 習 課 長   岩瀬 晴彦      ス ポ ー ツ 課 長   杉山 月男 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   柴田 秀夫      議 事 係 長   池田 立志 

     担 当 係 長   水藤 真人 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                    事  件  名                審査結果 

     議案第２号 知立市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一  原案可決 

           部を改正する条例 

     議案第３号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例          〃 

     議案第４号 知立市職員旅費条例の一部を改正する条例               〃 

     議案第５号 知立市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例       〃 

     議案第６号 知立市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例           〃 

     議案第７号 知立市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例       〃 

     議案第８号 知立市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    〃 

     議案第９号 知立市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条    〃 

           例の一部を改正する条例 

     議案第10号 知立市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例         〃 

     議案第22号 指定金融機関の変更について                     〃 

     議案第23号 平成19年度知立市一般会計補正予算（第４号）             〃 

     議案第30号 平成20年度知立市一般会計予算                    〃 

     議案第33号 平成20年度知立市土地取得特別会計予算                〃  
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――――――――――――――― 

午前10時00開会 

○髙笠原委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから企画

文教委員会を開会します。 

 本委員会に付託された案件は13件、すなわち議

案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、

議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９

号、議案第10号、議案第22号、議案第23号、議案

第30号、議案第33号です。これらの案件を逐次議

題とします。 

 議案第２号 知立市議会の議員の報酬、費用弁

償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○杉原委員 

 皆さん、おはようございます。それでは早速、

第２号議案の方からお話をさせていただきたいと

存じます。 

 今回の知立市議会議員の議員報酬、費用弁償及

び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついてお聞きをしたいと存じます。 

 まず初めに、報酬審議会に関する意義目的と平

成19年度、平成17年度、平成15年度に際に行われ

ましたこの際の報酬審議会の附帯意見を御披瀝を

いただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○秘書課長 

 知立市特別職報酬等審議会につきましては、議

会の議員の報酬並びに市長、副市長、収入役の給

料、これに関する条例を議会に提案しようとする

ときは、あらかじめ審議会の意見を聞くというこ

とでございます。 

 今回、平成19年度人事院勧告で給料表の改正と

期末手当の関係がございましたので、今回も意見

を求めさせていただきました。 

 それから、内容は議案のとおりの議員を上げて

三役は据え置きと言う内容でございました。 

 あと、附帯意見につきましては、報酬審議会に

つきましては議員の報酬と三役の給料の額につい

て決めるところでございますので、今、平成15年

からと言われましたのは、平成15年から附帯意見

というものがついたということで思いますけれど

も、附帯意見について、長いですけれども読まさ

せていただいてよろしいですか。 

 平成15年度、平成16年の２月３日に答申をいた

だいた附帯意見でございます。これ、前にはちょ

っとしっかり見てないんですけども、附帯意見は

なかったと思います。 

 附帯意見、議会の中で多くの委員から、市議会

議員についての定数についての発言がありました。

今回、報酬額は据え置くことと答申するものの、

議員定数については他市との比較にこだわること

なく、これからの知立市にとってふさわしい定数

を誠意検討していただくようつけ加えさせていた

だきます。 

 あと、後段の部分は、据え置きで頑張っていた

だきたいというようなことです。 

 それから、平成17年度、これは平成18年２月７

日、ここで附帯意見がついております。 

 議会の中で委員から、市議会議員の定数につい

ての発言がありました。今回、報酬額は据え置く

ことと答申するものの、議員定数については、こ

れからの知立市にとってふさわしい定数を誠意検

討していただくようつけ加えさせていただきます。 

 それから、今回の平成19年度の報酬審議会の附

帯意見、平成20年２月12日に答申いただいた件で

すが、会の中で委員から、議会議員の定数につい

ての発言がありました。県下各市においては議員

定数が削減され、また、見直しが検討されている

中、当市においても定数削減を誠意検討していた

だくよう重ねてつけ加えさせていただきますとい

うことでございます。 

 あと、下段は頑張ってくださいということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○杉原委員 

 今回の審議会に関しましては、報酬のみという

形で御審議ということの中で、平成15年から平成

17年、平成19年、３回にわたって附帯意見が今、
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秘書課長がおっしゃられたような形で出ておられ

ます。 

 しかし、報酬審議会というのは、我々の報酬を

決めるのみということではなく、やっぱりこの附

帯意見というのは非常に大切にしなくちゃいけな

いと私自身考えております。 

 今回、市会議員の報酬を上げるといったことに

関しましては、もちろん我々にとっては大変喜ば

しいことですが、市民の血税を繰り上げていただ

くという形になります。附帯意見の中で、３回と

も出ておりましたが、市議会議員の定数削減に関

してお話が順次出ておりました。今回、平成19年

に行われました審議会に関しましては議員定数の

削減を求め、なおかつ今までは我々の議員報酬は

ずっと据え置きでしたけども、議員報酬を上げる

といったような意味合いもあると。ですから、ぜ

ひとも議員定数削減に関しては、我々議員一人一

人が真摯に受けとめてですね、これを行っていか

なくちゃいけないのかなということで、私も附帯

意見に関しては感じております。 

 そこで、私も実を申しますと、平成15年にこの

報酬審の委員会の一人のメンバーとして参加をさ

せていただいておりました。当時、私も平成15年

の際にも議員に関しては一人一人が専門職になっ

てきておりますので、ぜひとも議員の給与に関し

ては引き上げていただきたいという答弁をさせて

いただきました。そして、それに伴い、平成の大

合併もございましたし、これから市町村合併もま

だまだ道州制もあるかと思いますので、議員定数

に関しても削減を促した御意見をさせていただき

ました。 

 そこでですね、私自身、市長に御答弁をいただ

きたいと思いますけれども、こういった報酬審に

関しましては、もちろんお金のこと、三役ないし

我々議員の報酬に関することが主軸になって話し

ていただくということになっておりますけど、や

っぱりこの附帯意見に関しては、大変重要かと思

います。そのことを受け、市長の御所見、御感想

をいただければありがたいと思うんですが。お願

いいたします。 

○本多市長 

 報酬審の皆さん方に私が諮問をさせていただい

たのはですね、現況の人勧の状況、あるいは平成

10年度以降の見直しがされていない。それから、

今日のあり方の中で、特別職と議員の報酬につい

ての御意見をいただきたいと、こういう諮問をさ

せていただいて答申をいただいたわけであります

けども、答申の中身は、今、課長が申し上げたと

おりだというふうに思っております。 

 報酬審で決められたことでございますので、私

は、この答申を重く受けとめておるわけでありま

すけれども、今、杉原委員おっしゃるように、附

帯意見この３回ばかりずっと出ておりますけれど

も、今回初めて議員の定数について鋭意検討とい

う言葉が３回にわたってありましたけども、今回

は議員削減について検討と、ここがちょっと違う

のかなというふうに思っておりまして、しかし、

私自身は、そのことに触れた諮問をしているわけ

ではございませんし、また、私が言うのもちょっ

と失礼かもしれませんけれども、報酬審議会とい

うものは、こういうことを御決定いただくところ

ではないというふうに私は思っておりますが、委

員の皆さん方の全体、総合的な報酬やそういうこ

との対しての考え方の中で、バランスだとか、そ

れは定数も含めてですけれども、そういうものが

それぞれの委員の中から出されたんであろうとい

うふうに思っておりますけれども、ただ、やっぱ

りこのことにつきましては、やはりこれは議会が

議員の皆様方でもって決めていただくことである

と私は思っておりますので、私自身は、この附帯

意見について、これをどう受けとめて、どうする

んだってことは特にございません。委員の皆さん

方がこのことについては議論いただくことであろ

うというふうに思っております。 

○杉原委員 

 市長のおっしゃるとおりですね、市長にこの御

見解、御所見を問うということに関しては、大変

難しい今お話になってるかと思います。 

 もちろん私どももですね、市議会議員が今後、

議会運営員会、各会派の代表者会議をもって議会
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にこれからこの部分、報酬審議会から出てたこの

ところを踏まえて、これは市民の声だと私自身思

っておりますので、ぜひとも今後そういった形で

各会派、そして議会運営委員会、そして議会に上

がってくることを私自身は強く願っておる次第で

あります。 

 今回ですね、市町村合併、皆さん御案内のとお

り、3,232市町村がありましたところが、実質、

今現段階で1,795市町村になりました。ことしの

末11月１日においては、あと10市町村が減るとい

うことで1,785市町村になるという形も総務省の

見解、要は、ホームページの中でもうたわれてお

ります。まだまだ私どものこの市町村においては、

先ほど申し上げましたけど、道州制の問題もござ

いまして、まだまだこの市町村合併は進んでくる

のかなと思います。 

 それを受けて、私ども市議会議員といたしまし

ても、例えば、この地域におきましては、市が今

現在783あるそうですけれども、その中でも全国

事例を見ても財政力指数においては、この碧海５

市においては100番以内、知立市だと四十数番だ

ったと思うんですけども、前回の調査によります

と、そういった形で、非常に財政力がいいもので

すから、なかなかこの市町村合併が進まないとい

った状況がございます。イコールこの市議会議員

の定数に関しましても進んでいかないといったこ

とがうかがえるのかなと思います。もしそうなっ

てくれば、例えば市町村合併がそのあと仮定した

といたしましても、この知立市においては、５人

も市会議員が出れないのではないかというふうに

私自身は強く感じている次第であります。 

 話尐々ずれましたけども、ぜひともこの今の報

酬審議会の附帯意見を含めて、今後この市議会議

員の定数削減に関しては、我々市議会議員が真摯

に受けとめて今後取り組んでいかないといけない

と私自身感じてます。 

 以上をもちまして、報酬審議会、この第２号議

案に関しましては私の意見として閉じさせていた

だきたいと思います。 

○林委員 

 それでは、質問させていただきます。 

 この条例案に関しては、本会議の中で、高橋議

員、そして水野議員に対する答弁で、市長は、今

回の報酬審議会の諮問に対しては、全くの白紙で

諮問され、そしてこうした方針が出たと、そのよ

うな回答をされたというふうに記憶しているんで

すけれども、それでよろしいですか。 

○本多市長 

 白紙という言葉で本会議で申し上げさせていた

だきました。先ほど杉原委員の御質問にも答弁を

させていただきましたけれども、最終的には今日

の現況を踏まえた中での適切な御判断、御意見を

いただきたいうという言葉は、もちろん諮問の中

には入っております。 

○林委員 

 適切な額をということで諮問されていらっしゃ

います。 

 私、諮問の11月21日、市長から特別職報酬等審

議会様ということで諮問が出されました。先ほど

杉原委員もおっしゃられてましたが、直近では平

成17年、そして平成15年に諮問、そして答申とい

う形で事務が進んでおります。今回の諮問の趣旨

を見てますと、おおむね平成17年、そして平成15

年と全く内容、おおむねというか、全く同じ内容

です。人事院勧告がつらつらと書かれてまして、

最後に、このような情勢を考慮し、議会議員及び

市三役の報酬給料のあり方の支給について御審議

いただき、御意見いただきますようお願いいたし

ますと結んでおります。 

 一つだけですね、今回のみ特別に挿入されてい

る記述がございます。議会議員及び市長を初めと

する市三役の報酬、給料につきましては、議会議

員の場合は平成10年４月１日以降、また、市三役

につきましては、平成15年４月１日行った引き下

げ以降据え置かれている現状です。こうした諮問

内容が入ってるんですけれども、このフレーズが

入りますと、例えば、私が報酬審議会の委員とし

たならば、それじゃあ、そろそろ市の三役の方々

も市会議員の方々も、よその市と調整しながら上

げてあげてもいいのかなというふうに私は思うん
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ですけれども、これは市長、どういうふうにお考

えですか。 

○本多市長 

 今おっしゃられたことは、現状を私は正確に報

告をさせていただいて諮問したという受けとめ方

をしていただけるものと思っております。 

 今、林委員おっしゃるようなですね、そう思わ

れる方も中にはお見えになるもしれませんけれど

も、先ほどの議員削減鋭意というのと議員定数を

鋭意というのと尐し似たようなニュアンスがある

かなと思いますけれども、その辺は、やっぱり有

識者であります皆さん方でありますので、適切な

そういう私が今言った言葉がですね、林委員おっ

しゃられるように、そちらに誘導されることなく

適切に御判断いただけるものということで諮問を

させていただきましたので、御理解をいただきた

いと思います。 

○林委員 

 勘違いをしていただきたくないというのは、私

は、誘導諮問をしたということで、けちをつけて

いるということではない。市長が今、客観的に言

っただけだよというそれならそれで結構なんです

けれども、私は、やはりこれは市長は違うよとお

っしゃられるかもしれんですけれども、市長は、

やはり議員もっと働いてほしい、先ほど杉原委員

おっしゃられたように、専門職になってるから、

もっと給料上げてあげて働いていただきたい、そ

んな思いの中で諮問されたのかなという思いがい

たしたわけでございまして、それならばそれでし

っかりと市民、そして市議会の方に、今回報酬審

議会の答申を受けて、こうして市民のお金の税金

を使いながら市議会の皆様方の報酬を上げさせて

いただきますのでという形で出てきていただけれ

ば私ども議員として腹に落ちですね、そして市民

の方に向かっていける、そんな思いの中、市長の

はっきりした思いが聞きたかったわけでございま

すが、今、市長が、あくまでも白紙だよと、そし

て報酬審議会の皆様方の客観的な事実の中で決め

られたと、それならそれでそういうふうに抑えて

おきます。 

 そして、要するに私言いたいことは、市長の心、

６万8,000人の方々を預かる責任者としてどこに

あるのかというのは、やはり市民の方は知りたい。

純粋に市長は今どんな思いで市政をやってらっし

ゃるのか、どんな心でやってらっしゃるのかとい

うのを市民協働をうたっている知立市でございま

すので、そうしたことをはっきりと知りたいとい

うところにあるということを押さえさせていただ

きたいと思っております。 

 今回も私、議案出されたとき、議案説明会で発

表された際に、私やはり議員ですので、地域の住

民の方々たびたび訪問してます。そしたら、何か

のついでがあるときは、必ずこの感想を聞いてる

んですね。皆さん新聞でお読みになってらっしゃ

る方多いので、もう決まったんじゃないのという

話だとか、あと、どうだという話を聞く中で、雰

囲気として７割ぐらいの方が反対ですね。７割ぐ

らいの方が、やはりお金持ってらっしゃるかなと

思われる方は、いいんじゃないのという方もいら

っしゃるんですけども、非常に苦労されている、

苦労されているといったら失礼なんですけども、

大変な生活されていらっしゃる方は、えっという

方が多い。雰囲気的に７割。私を目の前にしてま

すので、ほんとはもっと多くの方が反対なのかな

という気がしております。 

 皆さんですね、先ほど杉原委員おっしゃられた

ように、やはり関心が定数削減にあるんですね。

私、今回のこの条例案出たときに、報酬審議会の

委員の方々にも回りました。全員には回れなかっ

たんですけども、中には、定数削減条例案も一緒

に出てくるんじゃないのというふうに言ってらっ

しゃる方もおられました。やはり今、杉原委員お

っしゃられたように、給料、報酬引き上げが、定

数削減とともに出てくれば市民の理解というのが、

より高まったのかなというふうに思いがいたして

おります。 

 以上で質問を閉じます。 

○馬場委員 

 それでは、今回の議員報酬に関しまして、答申

書の中身見てますと、本市の特別職の報酬等につ
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いては、過去にはおおむね２年に一度見直しが実

施されていましたけども、平成10年以降は社会情

勢が厳しくなり、改定は見送られてきました。 

 そして、今回は改定に対する市民感情も十分考

慮しつつ、近隣各市の議員三役の報酬等の額及び

最近の動向、財政状況、一般職の給与の状況と３

回にわたって慎重な審議を重ねたというところが

重要なわけでありますけども、そうした上で、当

審議会が近隣各市のバランス、そしてまた、物価

の最近の上昇、総合的に勘案をして、市議会議員

については報酬審議会全員一致で引き上げが必要

であるという結論に達したということであります

が、本会議でもお話がございましたけども、近隣

各市とのバランスという点では、今回１万9,000

円ですか、41万円になるわけですけども、その辺

の大体水準としては、今現在は何位ぐらいで、ど

の程度になるのか、もう一度お聞かせいただきた

いと思います。 

○秘書課長 

 現在の議員報酬でいきますと40万1,000円です

ので、34市中29位、それでこれが41万円になりま

すと、北名古屋市、これが41万円で26位ですけれ

ども、同額ということでございます。 

 それから、低い方から言っちゃっておりますけ

れども、副議長、現在42万1,000円で知立市は30

位でございます。これが43万1,000円になります

と、北名古屋市が43万円ですので28位になります。 

 それから、議長、現在48万9,000円で31位でご

ざいますが、50万1,000円ですので29位という形

になります。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 34市のある中で、今お話があったとおり、そん

なにね、そんなにというより低いというかね、そ

ういう位置にあるのかなというふうに思いますね。

的確にこの審議会が、その辺の近隣各市のバラン

スを考えた上で、そんなに高くもないという状況

で答申があったのかなということが思います。 

 そこで、最近のですね、先ほど議員は専門職と

いうお話がございましたけども、今、情報収集と

か、それから市民相談とか、法律相談もあります

けども、非常に相談事業も多くて、そのために飛

んで行っては市民の方と対話をしながらいろんな、

当たり前のことですけども、活動として以前より

もほんとに多くなってきたなということを非常に

感じております。 

 それだけに私ども商売をかたわらやっていらっ

しゃる方もいるかと思いますが、そういう人は、

ある程度収入があるでしょうけども、専門職でや

っておられる方というのは、なかなかこれが41万

円になってとしても高い方ではないんじゃないか

というふうに私は思うわけでありますけども、そ

うしたことにつきましては、市長、率直な意見、

これは答申書はこういう形ですけども、市長から

見てですね、市長は議員の経験もあるものですか

ら、商売もやってみえるものですからあれですけ

ども、専門職でやっとるという人の意見も聞いた

こともあるかと思いますので、その辺で高いのか

安いのか、ちょうどいいのか、どうなのかなとい

う御意見としては、ちょっとコメントがあればお

聞かせいただきたい。 

○本多市長 

 さかのぼってお話をしなきゃならなくなってき

ますので、簡卖にお話をさせていただきますと、

私も昭和57年に議員に初当選してから、とにかく

10年ぐらいの間に一気に駆け上がってまいりまし

た、報酬が。たしか14万円ぐらいからこの40万円

ぐらいまでぱぱっときてしまってですね、経済と

いうのか、社会の動向がそういうことであったと

いう中で上がってきたと思うんですけども、それ

はほんとにありがたい話だというふうに思ってお

りました。 

 今、馬場委員おっしゃるように、私も仕事持っ

てましたけれども、日に日に自分の仕事が手を離

していかなきゃならない、それぐらいいろんな活

動がふえてきたなということを毎年感じてきたわ

けでありまして、当時は本音を言えば、もう尐し

上げてくれるといいがなと思ったこともあったわ

けでありまして、今現状は、私は議員報酬をいた

だく身ではありませんけれども、この諮問とはま
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た別にいたしまして、ほんとに今おっしゃられる

ように、専門職化してきて、確かに御自身の御家

庭とか、家内企業でも何でもそうですけども、会

社へ行っておればですね、会社員でこの立場にあ

るということはなかなかまずないと思うんですね。

それは無理だと思いますけれども、うちで仕事を

持っておみえになる方でも結局その仕事がおそろ

かになっていくと。結局それだけの分がマイナス

になっていくということでありますので、そうい

う点からいきますと、議員の報酬は、これ生活給

ではありませんので難しいんですけれども、歳費

ならいいんですが報酬ですので、この辺には今後

の、いわゆる先ほどの道州制の話もありましたけ

ども、そういうふうになってきますと、これは歳

費にもちろんなってくると思いますけども、現状

の中で、どこまで議員たちの仕事にこたえていけ

れる報酬になってくるのかということがあります

ので、私は、そういう意味からいくと、決して高

くないというのが率直な気持ちであります。 

○馬場委員 

 それで、もう一つ、附帯意見で議員定数の話も

ございましたけども、議員定数の話は議員定数の

話で議論していかなくてはならないんじゃないか

と。近隣市もやっぱり削減をしておるわけですか

ら、附帯意見としておっしゃられたからには、こ

れを無視するということもできませんのでね、や

っぱりこれは議会の方も定数削減についてはきち

っとやっていかないかん。 

 それから、もう一つは、政務調査費も今一人議

員18万円あるわけですけども、これも今ほとんど

返すところが、うちも半分以上返しておるわけで

すけども、お返ししておるというようなこともあ

りますので、その辺もちょっとこれから議会の方

でも議論していかなくちゃいかんかなというふう

に思います。やっぱり市民の方たちは、大変な思

いの中で税金を払っているわけでございますので、

そうしたことも踏まえると、そうした定数削減、

または政務調査費についてもしっかり議論をして

いかなくてはならないし、また、それ以上に私の

議員活動をもっともっと活発にやっていかなくて

はならないというふうに思っております。 

 それで、もう一つお聞かせいただきたいのは、

10年前上がったときはどうだったのかなというこ

とですが、その10年前のことがわかりましたら教

えていただきたいと思います。 

 以上であります。 

○秘書課長 

 10年前と言いますと、平成11年の２月15日に答

申がありました。これは、期末手当が職員が上が

りましたのでということで、その回答だと思われ

ますけれども、これについては加算するようにと、

同じようにですね、人勧どおりにやってくれとい

うことです。 

 したがいまして、ほんとの昔は２年に一度やっ

ておったんですけども、期末手当につきましても

一忚報酬の年額の中に入りますので、出たら上げ

ろということで報酬審を開いて人勧どおりという

これが平成11年２月15日にいただいた特別職の期

末手当のあり方についてという答申をいただいて

おります。 

 それから、平成13年の11月30日、ここでやはり

議員及び市長等の期末手当の支給割合について答

申がきております。これにつきましては、ちょっ

とどういう諮問をしたのかわかりませんけれども、

平成13年度の人事院勧告、ここで引き下げ、一般

職の期末手当が3.6カ月から0.05カ月引き下げら

れると人勧が出ました。こうしたことから、一般

職と同様に率で下げようという答申が出ておりま

す。 

 それから、平成14年の11月26日、ここにつきま

して答申書がございますけれども、ここで講習と

期末手当諮問をしております。ここで、平成15年

度については支給改正の回数の改正ということで、

今まで３月にありましたあの期末があのときなく

なったみたいですね。６月と12月に0.25上げて、

３月をゼロにしようよという、これはプラスマイ

ナスゼロだと思いますけども、平成14年度の改正

が平成15年度にひっかかっていったということで、

平成15年度の３月の期末をなくして、それと６月

と12月に振り分けよという人勧と同じ答申ですね。 
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○佐藤委員 

 それでは、尐しお聞かせをください。 

 まず、今回のこの答申ということでありますけ

れども、繰り返しで大変恐縮ですけれども、まず、

諮問の背景、先ほども、るるありました。長いこ

と上げてないことや、その他を含めて、もう一つ

このところをお聞かせください。 

○秘書課長 

 諮問につきましては、平成19年度人事院勧告、

これが官民格差0.35％を埋めるために初任給を中

心に若年層にその分、給料月額を引き上げたと。

それから、扶養手当の引き上げもございました。

それから、期末勤勉手当の引き上げ0.05カ月分あ

りました。 

 このような内容で諮問したわけでございます。

それで回答がありましたのは、今言われますよう

に、市議会議員につきましては、近隣市の議員の

報酬額、今の順位ですね、そこら辺を考慮して委

員全員で引き上げが必要であるという結果になり

ました。 

 それから、三役につきましては、今回の人勧が

若年層だったというようなこともありまして、大

規模事業も継続しておるということで、とりあえ

ず三役は据え置いたらという内容のものでござい

ました。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 人勧を受けて若年層を中心に引き上げられたと、

そういう背景のもとで、今回議員を含めた特別職

引き上げと、どうするかについて諮問をされて、

答申は全会一致ではありますけれども、議員活動

にふさわしいものであると。類似都市と比べて知

立市は低いよと、さらには活動に対する経済的対

象と、この主要な三つを挙げて、議員については

必要だと。しかしながら、特別職については、人

勧の若年層を対象にしていることや厳しい情勢の

中で、みずから率先して市民、職員に端的に言え

ば範を垂れてやっていくと、こういうことから引

き上げについてはしないという答申だったという

ふうに受けとめているんです。 

 しかしながら、私は、今、しゃばでは春闘が闘

われていると。トヨタなど大手を含めて1,000円

と、それ以下と。中小に至っては、ほんとに厳し

い状況と、こういう中身なんですね。 

 そうした一般市民との暮らしや状況を考えたと

きに、確かに知立市の市会議員の報酬は長期にわ

たって据え置かれてきたという背景はあったにし

ても市民目線から見たときに、これが納得できる

のかということが第一のポイントだというふうに

思うんです。この点、本会議の質疑の中では、市

長は、これは上げることを通じて職員にやる気を

起こさせて、結果そういう言葉を言ったかどうか

わかりませんけれども、市政の効率的な、またそ

うした仕事ぶりが発揮できるということを言われ

たかなというふうに思いますけれども、しかしな

がら、やっぱり公務員といえども、公務労働とは

いえども、世間一般とかけ離れているわけじゃな

くて、そうした市民の暮らしを支える仕事をして

いるということを見たときに理解が得られるかと、

ここは問題だと思うんですけど、この点の認識、

もう一度お聞きしたいと。 

 その点では、特別職について据え置いたという

点では、そういう目線を意識したと。しかしなが

ら、市会議員に対してはいろいろ言うけれども、

そういう目線を意識しない答申ではないかなとい

うふうに私は受けとめているんですけど、いかが

ですか。 

○本多市長 

 我々特別職と議員との使い分けのような話にな

うわけですけども、何を意識をされて我々が据え

置きになったのか、どういうことをかんがみて議

員の報酬がこういう形でアップになったのかとい

うその真意は、ここに書かれたところから想定と

いうか、想像させていただかなければなりません

けれども、今委員おっしゃるように、今の社会情

勢や市民の皆さん方の目線という点からいきます

と、やはり我々特別職もそうでありますけども、

議会の議員の皆さん方が、幾らであるにせよ報酬

アップすることそのものが、ほんとに妥当だとな

かなか思っていただけない私は社会情勢であろう
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ということは認識はさせていただきますけれども、

報酬審の皆さん方は、そういうこともかんがみな

がらこういう結論をお出しをいただいたわけであ

りますので、これはしっかりと受けとめなければ

ならないとうふうに思っております。 

 私どもの特別職の方は、私が口を挟んで報酬審

に申し上げることは何ももちろんありませんので、

適切に報酬審が出した結論だというふうに思って

おります。 

○佐藤委員 

 今ね、市民目線からいうと、こうした引き上げ

についてはなかなか理解得られない。妥当だとは

思っていただけないと。今、率直に市長が述べら

れたとおりだと思うんですよね。そこと報酬審と

の意識の乖離がこの答申となってあらわれたなと

いうふうに私は思うんです。そうした点では、こ

うした答申を受けたからといって、必ずしも引き

上げを提案しなくてもいいということもあるかと

思うんですけれども、もちろん提案してるわけで

すから、そうしたことを検討する、考えたという

余地はなかったかと思いますけれども、必ずしも

引き上げを提案しなくてもよかったのではないか

なと、こう思うんですけど、この点はどうでしょ

う。 

○本多市長 

 先ほども尐しお触れをさせていただきましたけ

れども、とりわけ議員の皆さん方が議員活動をや

ることによって、いわゆる自分の仕事をお持ちで

あれば、そうでなくても時間的にも含めて犠牲に

なっているというところの中で、その経済的な支

援と申しますか、そういう面でこの答申に書かれ

たとおり経済的な代償という言葉を遣われており

ますけれども、そういう考え方なのかなというこ

とを私は思っております。 

 それと、今お話がありました報酬審の皆さん方

もいろんな立場の方おられますけれども、そうい

う方々が、やっぱり私どもから見れば、それもま

た市民の代表の皆さん方によってお決めをいただ

くそういう場であるというふうに思っております

ので、なかなかどの方が市民の代表だと、市民も

すべて市民でありますし、議員も皆さん方も市民

の代表でありますし、私もそういう立場でありま

すし、また報酬審の皆さん方も報酬審議会という

立場の中での市民の代表だというふうな考え方の

中で、私は尊重すべきだなということを申し上げ

たわけでございます。 

○佐藤委員  

 だとするならば、やはり事前に、先ほど林委員

が言われましたけれども、市民が新聞報道で知っ

たということでびっくりをされると。反対の方が

多いよということを先ほど発言をされたわけです

けれども、そうした点では、もちろんこれは慎重

に取り扱わなければいけないわけですけれども、

尐なくとも何らかの形での報酬審とは違った形で

の意見聴取をするような機会があってもしかるべ

きかなと。これは慎重に取り扱わなければいけま

せんけれども、そんなことを思うわけです。 

 そうしたことについては、今回こういう提案で

いくということでありますけれども、今後やはり

そうしたことを考えなければいけないじゃないか

というふうに思うんです。 

 きょうですね、ここに税制改正に伴う影響額と

いうものが出されました。これは平成16年度から

の今日の税制改革による影響額ということであり

ますけれども、ここでは所得税の見直しだとかも

入ってますけれども、尐なくとも多大な市民への

負担増がきてるときに、ほんとにそうかというこ

とも含めたら、そうしたことも検討されてもよか

ったのではないかなというふうに思います。それ

は申し述べておきます。 

 それと、先ほど来ですね、附帯意見についての

委員の皆さんからの発言が相次ぎました。先ほど

の議論の中で、市長はあくまでも議員の皆さん、

三役のこの報酬について答申をされたと、給料の

あり方並びに期末手当の支給割合についての答申

をされたということで、本多市長も見識を示され

て、それに対するコメントを控えられたというふ

うに私は思っているんです。 

 しかしながら、もう一度お聞きしますけれども、

この報酬審というのは何をやるところですか。こ
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このところをお聞かせください。 

○秘書課長 

 報酬審は、市長が諮問するということになって

おります。その内容は、議会の議員の報酬の額並

びに市長、副市長及び収入役の給料の額に関する

条例を議会に提出するときは、あらかじめ審議会

の意見を聞くということでございまして、審議会

の開催のルールにいたしましては、人事院勧告で

一般職の方に給料表と期末手当、ここら辺の増減

が出た場合は必ず聞くような状況になっておりま

す。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、この報酬審議会というのは、あく

までもこの報酬、給与に関することについての諮

問を受けて答申をするというのが原則だというこ

とですよね。 

 それで、先ほど来、皆さんが、この附帯意見に

ついてさまざまな意見表明をされました。市民の

中に、議員定数についてはさまざまな意見がある

ことは承知しているとおりであります。 

 しかしながら、これについて、求めてもいない

ことについて意見を出されたからといって、その

意見と答申とう附帯意見という形で出されること

が妥当なのかと、諮問の内容以外のことがここに

書かれているわけでよね。もちろん議員定数とこ

の報酬というものがね、全くこれ別個の問題です。

定数削減したら報酬上げるというレベルの議論を

してるわけじゃないですよ。私は、報酬と定数削

減を同列の議論で扱う問題かということについて、

大変答えにくいところではありますけれども、諮

問して答申を出されたわけですので、そこについ

ての見解をお示し願いたいと。 

○秘書課長 

 先ほど、平成15年度から附帯意見がついたとい

うことで、やはり委員会を開いて委員長が、委員

の方々も知ってみえますけれども、ここは報酬の

額をするんですよと、決定していくんですよとい

うようなことは知っておりますけれども、附帯意

見だけつけたいという委員長の答申でございます

ので、私ども答申の内容じゃなくて附帯意見なら

ということで平成15年度見ていきますと出ており

ますので、それならしようがないなということで

やられていただいております。あくまでも答申内

容の附帯の意見だというふうに理解しております。 

○佐藤委員 

 報酬と議員定数は全く議論のレベルが違うとい

うことをね、そこははっきりさせないかんです。

そのことは大変答えにくいことかもしれません。

先ほども申したとおり、議員定数についてはさま

ざまな御意見があることはね、それは承知してい

ます。 

 しかしながら、議員定数に関しての権限は議会

の方にあるわけですと。当局がこの諮問を受けて

附帯意見があったからね、これでどうのこうのと

いうことを議会に働きかけることはできないと思

いますけれども、その点どうですか。 

 だからこそ市長も、そのことについてのコメン

トを控えたわけですよ。だとするならば、この附

帯意見が報酬審の意見として妥当かどうかという

ことで判断をすることが必要じゃないですか。 

 私は、そういう意見を抑えるということじゃな

いんです。そういう意見があれば、別ルートでも

いろんな意見を表明する機会もあるわけですので、

だとするならば、この答申にあえてこれを容認す

るということが妥当なのか。議会の越権じゃない

ですか、当局の方の。どうですか。 

○秘書課長 

 今の議会の越権かどうのこうのは今ちょっと私、

難しくてわかりませんけれども、とりあえず報酬

審議会の委員が、私どもも報酬のことだけですよ

とは言っております。ですけれども、やはり前回

やられた方も見えるし、前々回委員やられた方も

見えるかもわかりませんけども、そのようなこと

で、附帯意見でということでつけさせていただい

ておりますので、一遍よく調べさせてもらってで

すね。 

 ただ、私としては、委員長の皆さん委員からあ

げられた意見を言いたいということで書かれてお

りますので、今の越権とかそういうことになりま
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すと、一遍研究させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 厳しい言葉で言いましたけれども、議論する土

壌のレベルがそれぞれやっぱり筋道立ててやらな

いと、これはおかしな話になるじゃないですかと

いうことを私は申し上げているんです。 

 課長は、今はそれは委員長への附帯意見だから

ということで載せてるけれども、それは当局が諮

問してるわけですから、当局の責任でもってきち

っと線引きをするということが妥当じゃないです

か。だからこの議会の中で、これが載ってるから

といって市長に、市長は答えようもないことがこ

こに載るわけですよ。そうじゃないですか。市長

が答えようもないことが載って、それでよしとす

るということは正しくないじゃないですか。どう

でしょうか。 

 私、報酬審を先ほども前提として申し上げてる

けども、議員定数についてはさまざまな意見があ

るからね、それはいろんな御意見持たれることは

十分承知しています。しかしながら、その意見表

明は答申の場を借りなくても開かれた場でね、い

ろいろ意見表明できるわけですよ。そう考えると、

そこは答申した側の責任でもって違いますよとい

うことで、ここの議会と執行部側の線引きのとこ

ろを御理解いただくということが必要ではないで

すか。私はそう思いますけれども、市長、この点

どうでしょうか。 

○本多市長 

 私の諮問内容とは全く違った一つの答申だとい

うふうに私は理解しております。 

 これ３回続けて類似的な答申内容があるわけで

すけれども、今後は諮問の際にも、今課長がお話

をさせていただきましたように、委員の皆さん方

にはこういうことをお決めいただきたいというこ

とをもう尐し明快にお話をしてやっていくべきだ

なということは今、思っております。 

 ただ、委員の皆さん方の中には、議員の定数に

ついて、私が執行部として一切法的に触れるべき

ところではないというものではないという御意見

も非公式にはわかっておみえになる方もお見えに

なりますので、そこのところが私に対してこの議

員定数を一遍考えたらどうだという意味に私がと

ってくれないかというような方も過去の委員にお

一人ぐらいはお見えになりましたので、それはそ

れで考え方は受けとめさせていただきますという

ことではありましたけれども、そういうところが

ある中でのこういう附帯意見ということだと思い

ますので、今後につきましては、報酬審の中身に

ついては特別職と議員の皆さん方の報酬を決定い

ただくということで明快にしていきたいというよ

うに思っております。 

○総務部長 

 報酬審の答申とは別でございますけども、ひと

つ誤解のないように訂正というか、認識だけはさ

せていただきたいと思いますが、定数の削減につ

きましては、市長の越権行為ということはござい

ませんくて、議会の会期規則並びに委員会条例、

傍聴規則、事務局庶務規則は、これは議会の専任

事項でございますけれども、定数削減の条例の関

係につきましては、長及び議会の両方に提案権が

ございますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 

 今、総務部長の方から、長及び議会それぞれそ

の権限があるということで、私が片方だけという

点での認識は改めさせていただきます。 

 しかしながら、今、市長が言われたように、答

申そのものに沿うということは基本だろうという

点だけは、市長が先ほども今後はということで言

われましたので、その線でやっていただきたいと

いうふうに思います。 

○風間副委員長 

 議案２号のこの報酬審議会の答申の件ですね、

今、余談の方の議論が活発になっておりましたの

で、ついつい振られてしまいました。 

 それで、私もちょっと尐々現状を頭を悩まして

いるというような状況はあるわけなんですね。 

 それで、何がかといいますと、一つは住民の皆

様方の考え方、これが私の活動不足に由来してい

るのかもしれないんですが、なかなか把握し切れ
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ていないなという部分が一つなんです。 

 それで、やはり我々は市民の皆様方の代表とい

う職責をいただいて、それでその崇高な使命を全

うっさせていただいておるという流れの中でのポ

ストでありますから、やはり市民の皆様方の意向

に沿うというのが大前提の話になるわけですね。 

 それで、そこの意思と大きく乖離したすべての

意見に合致する活動というのは、これは間接民主

制の中ではなかなか難しい話ではあるんですが、

多くの市民の皆様方の最大限の納得の中での活動

というのが大前提だと思うんですね。 

 そういう場合に、今回のこの引き上げの答申、

この件が果たしてどういう形で理解されていくの

か、あるいは今回のこの件に関しての議会との乖

離が広がっていくのか、こういう部分をしっかり

と考えていかなければならないんだろうというふ

うに思うんです。 

 それで、一つのポイントとしましては、それは

個々個々の議員がそれぞれの審査の皆さんとか、

市民の皆さんとか接する中で、リアルな真摯な御

意見をちょうだいするというのが一番直接的な一

つの考え方の中心になるかと思うんですね。 

 しかし、それは正直な話、６万市民の皆さん方

すべてからそういう判断をいただくというのはな

かなか難しいわけですね。そういう場合に一つの

根拠として制度論という中で、やはりこういう審

議会、協議会制度というのが現存しているわけで

すね。ただ、この審議会、協議会制度が果たして

ほんとに機能しているかどうかというのは、また

別の議論でいろいろ御指摘があるのは私も承知し

た中で、制度としてあるここは一つ重きを置いて

検証していかなければならないと思うんです。 

 それで、一つ私がお聞きしておきたいのが、こ

の今回の報酬審のこの答申を得るに当たりまして、

全会一致で賛成されたという御回答を先ほどから

聞いているんですが、それはそれで全会一致なの

だろうということなんですが、その中でもね、出

席するとその雰囲気というのがわかるじゃないで

すか。ほんとにやむなしなのか、リアルなそうい

う雰囲気を、僕らも傍聴すればよかったんでしょ

うが、なかなかそういう我が身のことの内容のよ

うなところにね、議員がしゃしゃり出てというの

は、やっぱりそれはいささか失礼な話にもなるし、

審議会委員の皆様方に対しましてね、やはりその

辺のリアルなちょっと状況だけをお聞かせして、

そのほかにどんな意見、細かい意見でもいいもん

ですからね、参考までに御披瀝いただけるならば

尐々お聞かせいただければありがたいなというふ

うに思うんですが。 

○秘書課長 

 ３回やった中で、私たちも正規の資料を出しま

すので、そのような資料を見ていくと、先ほど来

から話がありました議員は県下の中で低い方だな

ということもわかると。それから、平成19年度４

月以降にどんな市が上げたんだというような情報

も渡しますので、ここでいうと平成19年４月以降、

上げた市議会が亓、六個あったですね。それから、

三役については２市のみというようなこともあり

まして、やはりそういう委員会出て資料見ながら

県下はどうなっておるんだというふうなことを資

料等で話し合いますと、やはり議員の方々は、全

会一致で値上げだという話でございました。 

 ですので、資料なくしてですね、うちの地元の

議員がこういうどうのこうのというようなことで

値上げについてちょっと首をかしげる方もみえた

ですけれども、県下状況、近隣の状況、今の状況

を資料的に出しましたところ、最終的には議員は

全会一致ということでございました。 

 その反面、今言いましたように、三役につきま

しては議員よりちょっと上の位置にありました。

それから、今言いました平成19年４月１日以降の

改正の状況等話ましても、近隣で２市しかありま

せんでした。そのようなことからいきますと、三

役も上げてはどうかというような話もございまし

たが、最終的には据え置くという意見が多くなり

まして、委員長がこういうふうにまとめられたと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩とします。 
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午前11時00分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時09分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○風間副委員長 

 雰囲気的にもね、ああそうなのかということで、

それは資料的な部分から見ればそうなるんですよ。

これ持っていき方なんですよ。だから、そういう

審議会の運営のやり方ね、これも先ほど来より市

長が恣意的に云々の話が出ておるわけでしょう、

そういう示唆をするような発言が。それは当局の

持っていき方によってはそういうふうになると。

どうでも味つけできちゃうわけなんですよ、審議

会協議会制度なんていうのはね、根本と合わば。

だからもう尐し改善の余地があるじゃないかとい

うこれは国のそういう制度論からの問題点の指摘

はあるわけなんですね。されとて、その審議会と

いうのは重要なね、今の現制度の中ではそれ以外

のやり方はないという中で、それはそれで尊重し

ていくと。 

 だから、より公平・公正で、先ほど来より市長

が言われているようなね、全くの白紙にこの案件

をどうするんだというこの議論、そういう持って

行き方、そして真摯な議論、その上での結論、こ

れが重きを置けるわけですよね。それは当然皆さ

ん共有する部分だと思うんですが、ただ私がそこ

でお伺いしておきたかったのが、先ほど来、本会

議からも出ていますけど、今非常に厳しい経済情

勢の中という部分と、それから、もう一つは、知

立市が抱える今の行財政運営、この状況下の中で

どうだという話でね、その辺で皆さんこういう話

が諮問したときに真摯にもろ手を挙げてというふ

うじゃないということはこの辺の文面を読めばわ

かるんですけど、そういう中での細かな意見とし

てなかったのかどうなのか、その辺をもう一つ、

再度確認させていただければというふうに思いま

すけども。 

○秘書課長 

 うちの委員の方が一人、ある新聞社の県内の順

位等の資料を持っていただいて、それも見たわけ

ですけども、一忚財政力指数とか、そこら辺も資

料として全員に渡ったかどうかわかりませんけれ

ども、そこら辺も参考に入ってると思っておりま

す。 

○風間副委員長 

 大体そういうことだよということはわかります

ので、あえてその辺の状況の確認はもうこれぐら

いにしておき、それ以上の話は出てこないかなと

いう思いはするんですが、私自身のところには、

正直言ってこの件の案件に関して、リアルの直接

的にこのお話を伺ってないものですから、よけい

ちょっと心配になって、回りまわってやはりこん

な時期に引き上げたいというような話はね、遠巻

きな流れの中で情報としてはお聞かせいただいて

おるんですよね。 

 他市との比較論でいえば、確かにうちは低いは

当たり前でありまして、それをもうちょっと上げ

てくれれば我々も基礎的きちっとしたもう尐し充

実した活動もできるなという思いはしてるんです

ね。これは各会派でも共有の部分はあると思うん

ですね。 

 しかし、こういう状況下でそういう引き上げた

いいのかどうなのか。その市民世論と合致した流

れの中で、そういった理解を得られる方向性が得

られるのかどうなのか、ここは非常にまだ僕自身

難しい部分があるんですが、しかし、制度論とし

て確認をさせていただきたいのは、やはり今、日

本の国は間接民主制度ですよね、基本です。特に

地方政治は市長と議会という二元代表制になって

おりましてね、両方が公選で選任をさせて、そし

て間接的にそのまちまちをどうしていくんだとい

う議論をしているという形になっています。 

 しかし、間接制でいったって白紙委任をしてい

るわけではないものですから、すべてにおいて何

でもやりたいほうだい議会や市長はやってもいい

かということになると、それに歯どめをかけない

かんわけですよね。そのかけるのがこの審議会協

議会制度があるわけでして、そういう流れの中で、

今回全会一致でこの審議会委員の皆さんがこうい
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う答申を出されたと、いろいろな諸条件の中で、

引き上げもやむなしという答申をされたというこ

とは非常に重い部分があるなという思いは私して

います。 

 そして、もう一つは、その答申を受けて行政の

長たる片方の二元代表制の市長が、市長がまたそ

こで総合的に判断をされて、そしてこういう提案

をした、ここの重さというのは非常なものがある

なという部分で、そこは私、重く受けとめておか

なければならないんだろうなと。 

 よく議会と行政は、市長と議会は車の両輪の例

を例えられるわけでして、緊張と協力の上により

よいそこの市政の前進がつかさどることができる

と言われるわけなんですが、その前提で、今回碧

单市でも否決の報道がされているですが、否決の

前提はないんですね。確かに修正はあるんですけ

ど、現状議会で否決をするというのは、非常に市

民不在につながるという指摘があるわけですね。

否決する前に、なぜもうちょっと協議をして、そ

ういう形にならないようなきちっとした提案でで

きなかったのか、議会も、なぜそこでもうちょっ

と事前に指摘をしてですね、より協調性のある体

制を組めなかったのか、こういう指摘もあるわけ

ですね。だから、そうならないためにも、いろい

ろな調整やら議論というのは大前提でなければな

らないというふうに思うんですね。 

 そういう部分では、今回こういう形で事前から

市長も各派代表者の方にもいろいろ刷り合わせが

きておったのも事実でありますし、そういう流れ

の中で、こういう提案をされてきたということは

非常に重きがあるなという部分ですね、私はこれ

はこれとして真摯に受けとめをさせていただいて、

そして、より一層こういう形になれば、当然のこ

とながら、より市民の皆様方の我々議員を見る目、

議会に期待する側面、こういうものは強くなって

くるわけですから、ここの報酬審の最後の総括の

中にもありますように、市民の代表としてしっか

りと自覚し、そして重要性を十分より一層自覚し

て、一層努力していただきたい、こういうことが

あるわけですので、ここの部分ではしっかりとこ

の辺に沿った今後のより一層の市民の皆さんのた

めの活動、まちづくりに対して進んでいかなけれ

ばならないというふうに思うんです。 

 それと、先ほど来よりそこに関連して、この附

帯意見にあります定数削減、この考え方について

の議論もあったわけです。これ以前から私も申し

上げておるんですが、審議会におけるこういう附

帯意見、これは平成15年度から載せられるように

なったという御紹介ありましたが、これ、正直言

って審議会協議会制度からいえば、完全に越権行

為なんですね、これはね。これはほんとに戒めて

いただかなければならないような案件だと思うん

ですよ。 

 しかし、その気持ちはわかるんですよね。本来

なら我々議会の方がね、こういう意見が来る前に

しっかりと検討委員会を設置してね、知立市の定

数はこれでいいのかどうなのか、こういう議論を

してね、市民の皆さん、これ御心配からゆえに意

見だというふうに私は受けとめとるんですよ。確

かに、こういう中で入ってくるというのはね、い

ささか尐々不満に思う部分も私としては持ってる

んですね。そして、こういう重要なものがこうい

うところに入ってくるというのは、この重要性が

尐々薄まってしまうなという、そういう部分もあ

ると思うんですね。だから、これはこれでしっか

りとした意見表明を議会に向かってしていただけ

ればいいですし、また、その意見表明が来る前に

我々は自己的に改革の意味を持っているんですね。

各会派で、どうするんだと。今、市民世論はこう

じゃないかと、こういうことをやっていかなけれ

ばならないんですが、いささか尐々対忚はおくれ

ているなというのが私の感想として今、思ってい

るところです。 

 だから、これは今後、議会運営委員会の方でも

正式に提案がありましたし、それはどうするかと

いうのは正式に議会としてきっちりとこの辺の是

非をね、定数をどうしていくかというのは検討し

ていかなければならないと思うんですが。 

 それで、さっき総務部長から、若干お話をいた

だいたのをちょっと僕も確認をさせていただきた
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いんですけどね、確かに提案権ですよね、議員定

数削減の。これは長と議員にあるということの御

説明がありましたですが、それはそのとおりなん

ですね。 

 ただ、定数を削減するこの検討ですね、これは

市長の方は基本的には住民の直接請求によってき

た場合にそれはどうするかという形で議案として

提案して出していくという権限ですね。我々は基

本的には、確かに請願、陳情からきてそういう形

にもなるし、自主的にもあるということで、その

原則論としては、議会の定数を市長が自主的にや

れるという権限ね、検討していく権限、これは議

会に直結しておると思うんですが、その辺の確認

をちょっとさせてください。 

○総務部長 

 委員の見識のとおりだと私も理解しております。 

○風間副委員長 

 そうしますと、やはり市長にこの件を振るとい

うのはね、やっぱり酷なんですよ。先ほどから振

ってるような示唆をされている委員も見えるんで

すが、これは酷な話でありましてね、これはやは

り我々の責任を持ってこれはきちっとやると。 

 くどいようですが、この附帯意見がありました

からやるというものではない。ただし、載っちゃ

って正式に出てきた以上は、これは当然受けとめ

て、そういう発言も議会運営委員会で提案された

林委員も見えるわけだし、それはそれとしながら

も、やはり正式に今後はこういう部分は議論して

いくという形の流れだけはここで確認いただけれ

ばありがたいなというふうに思うんです。 

 そうなことで、今回のこの引き上げというのは、

非常に今の経済情勢や知立市の今の現状あります

財政的運営の中で、非常に厳しいものがあります

が、先ほど来より申し上げておりますように、制

度論の中で審議会が全会一致で決まって、そして

それを総合的に判断した中で行政の長たる市長が

提案したというここの重みを受けとめた以上は、

私もこの辺は真摯に受けとめさせていただいて、

最後の採決という形に臨みたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○髙笠原委員長 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第２号について挙手により採決します。 

 議案第２号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第２号 知立

市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 議案第３号 知立市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 議案第３号で、管理職手当の定率制から定額制

に改めると、こういう提案でありまして、本会議

の中で、その額、またそれを率に直したときにど

うかというものもモデル的な職員の中で明らかに

なったと。本会議での議論の到達は、市長は今回

提案、先ほど私ちょっと間違えましたけれども、

幹部職員の給料、手当ですね、定額化にすること

で職員のやる気をより一層促すということで御理

解をいただきたいと、こういう中身でした。 

 それで、本会議の中では、今回の定率制から定

額制へのシフトについて議論が行われましたけれ

ども、再度国の方が、そうした形でやるという流

れの中で、その趣旨と国のやっている内容、それ

を知立市としてそのまま受けとめて提案してるか

どうかと、ここのところはどうでしょうか。 

○秘書課長 

 人事院勧告がありましたので、これを定額化し
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ていくということでございます。 

 それで、準じているかということでございます

が、国の25％までいくのは私ども関係ありません

ので、私どものところだけにしますと、中央機関

の管理職に適用されるものは３種から５種までだ

ということでございます。 

 それで、私どもも国の課長がどんなふうにもら

ってるかよくわかりませんけども、ここに書いて

あることは、中央機関における超過勤務手当の支

給実績等考慮してということがありましたので、

国家公務員はそういう私どもの管理職手当をもら

っとるものも超過勤務手当をもらっていたんだな

というのがうかがえますけれども、ここで、３種

については現行16％の17.5％にしなさいよと。そ

れから、４種については現行12％を15％にしなさ

い。それから、現行10％の５種については12.5％

というようにここら辺が大幅に伸びておりますの

で、ここら辺が今の管理職手当と超過勤務手当を

もらわれとったのかなというふうに思われます。 

 したがいまして、この３種、４種、５種、ここ

を私どももやっていきたいなということで、最終

的には部長８級は３種、課長７級は４種、課長補

佐６級は５種というようなことでございます。 

 それから、この管理職手当の上げると幅が大き

いんじゃないかというようなことでいろいろ議論

されて聞いておりますけども、この近隣市ですね、

碧单市、刈谷市、安城市、また広域連合も一緒で

すけれども、ここら辺が現行がもう部長職だと

18％、私どもの部長が15％ですけれども、課長職

につきましては15、16、14と、私どもは12と。そ

れから、課長補佐につきましては、12、13、10が

ございますが、うちでは10というようなことで、

高浜市を除いてほかの市は、私どもの給料表の級

が違うでいかんですけれども、課長、部長につき

ましては、次長級のクラスになっておりますし、

課長、それから補佐については、今、近隣市と同

じような状況になるというふうに見込んでおりま

す。管理職ということで定額制という趣旨からも

このように近隣市並みにしていきたいなというこ

とでございます。よろしくお願いします。 

○佐藤委員 

 この中身で上げるものについて、３、４、５種

というような形で言われました。それが国がそこ

のところを上げなさいと言っているんですか。ど

うなんですか。もう一点そこのところを。 

○秘書課長 

 これは国の方が１種が25％、これは算定割合と

いうことですけども、１種については25％、２種

については20％、３種については、これは現行の

国でいう特別調整額ですね、これはうちの管理職

手当のことでございますけども、３種については

16％をこれは10％上げて17.5、それから、12％の

ところは25％上げて15％、それから、５種10％に

ついても25％上げて12.5というような算出割合は

このパーセントでやれというふうになっておりま

す。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 本当に課長の持ってる資料は私、持ってないの

で、何とも言いがたいわけですけれども、しかし

ながら、国が俸給の特別徴収額の定額化に伴う経

過措置ということで、平成19年３月31日、現行の

水準、それを平成19年の４月１日100分の75にし、

そして、平成20年４月１日で100分の50、平成21

年４月１日100分の25、さらにそういう形で特別

徴収額が定額化とともに引き下げていくというの

が国の基本的な考えだと、これはこの間も議論を

されてきたところです。 

 そして、知立市の管理職手当は、近隣他市に比

べて率も15、12級というような形で低いこともそ

のとおりであります。そういう点では、引き上げ

という改定はあるんだろうというふうに思うんで

す。 

 しかしながら、先ほどの議員の報酬の引き上げ

と同時に、第一は、市民の理解を得られるかと。

12月議会でこのことを言わさせてもらいましたけ

れども、そのときに課長は、市民の理解を得られ

るようにやっていくと、こういうことを言ったん

ですよね。得られるような中身が今日の提案だと

いうわけですけれども、もう一度、国の定率制か
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ら定額制に変えていくね、先ほど今、段階的にや

ってるわけですけども、そういう形で経過措置を

設けながらやっていくという中身について、これ

は先ほどの何種、何種という形で上げていくんだ

よということを言われましたけども、そことの考

え方は、どう整理をつけたらいいんでしょうか。 

○秘書課長 

 経過措置につきましては、４年間で100分の25

までというようなことで人事院勧告に載っており

ますけども、うちには該当しません。計算しても

該当がないです。それだけ本俸がよくなったとい

うか、この人事院勧告のこの経過措置に該当する

ものは一人も試算しますとおりません。 

○佐藤委員 

 ちょっと話がよくわからなくて、試算をすると

この経過措置に該当するものがいませんと。これ

は当然だと思うんですよ。というのは、全体みん

な引き上がっていくんだから、これは国のやつは

そもそも定率制にしてこれを引き下げていくとい

う流れの中で、いわゆる激変緩和と言いますか、

急激に下がらないように経過措置を設けるという

中身なんです。 

 今提案されている中身は、これは国と違って、

国はこう下がっていくんですよ。市はこう上げて

いくんですよ。そして、その根拠を課長がね、先

ほど１種については何だとかかんだとかというこ

とを言われて、国がそういうふうに指摘をしてる

から上げるんだと言ってますけれども、ほんとに

そうですか。 

○秘書課長 

 今、部長が、今の率が部長で15、課長で12、10

ということで低いもんですから、これをやっても

経過措置で低くなる人はいなくなると。もともと

低いところから上げますので、そういうことでご

ざいます。 

○佐藤委員 

 本会議の議論の中で、管理職手当についての内

容について、秘書課長いろいろおっしゃったけれ

ども、俸給の定額化の方法というのは、各職務の

給与の人員分布の中位に相当する号俸の俸給月額

に支給区分別の支給率を乗じて得た額ということ

なんですよ。もちろんこの中では、知立市の提案

は中位に合わせておけばね、でこぼこするんです

よ。従来よりも下がる人と上がる人と。高浜市は、

まさにこれを提案してるわけですよね。だけど、

高浜市が提案している中身が国の言ってる中身な

んですよ。中位の相当する号俸の俸給月額という

ことを基準にしてやってるんです。 

 知立市が、特別他市に比べて低いかどうかとい

うことを問題にして定率から定額化にするという

ことを言っているわけではないんですよ。だから、

中位でやるとね、当然下がる人もいる。もちろん

上がる人もいるんですよ、それぞれ。だけど下が

る人に対しては経過措置を設けなさいと、激変緩

和を設けなさいというのが国の指針じゃないです

か。そこのところをちょっと考え方として、技術

的なやり方としてどうなのかという点で間違って

ますか、私の言っていること。 

○秘書課長 

 現行部長職15％で平均を出しますと７万806円

でございます。それから、７級の課長、12％で平

均が５万3,351円でございます。それから、６級

の課長補佐は10％で平均が４万2,036円でござい

ます。これに先ほどの３種、４種、５種、加算率

10％、これは数字として７万7,886円、６万6,688

円、５万2,545円と部長、課長、補佐というこの

加算を掛けますとこうです。それで国の支給率の

17.5％、15％、12.5％を掛けますと部長が８万

2,607円、それから、課長が６万6,688円、補佐が

５万2,545円となります。これで国の見ますと、

今言った３、４、５とぴったりの今の８万2,607

円が８万2,200円、これ適用額ですね。それから、

課長の６万6,688円が６万6,400円と、それから、

補佐の５万2,545円が国の適用額の５万1,900円、

これに似てるということで、この表でやらさせて

もらってます。 

 ですので、最終的には平均額を出して、どんな

ものだという数字を掛けた数字がですね、またち

ゃんと同じような金額出てきたということでござ

います。 
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○佐藤委員 

 今ね、提案されてる中身は、そのとおりだとい

うふうに思いますけれども、私が聞いてるのは、

定額化の方法ということで中位に相当する人とい

うことを言ってるんですよ。ですから、今やって

る場合は、今いろいろ計算言われましたけれども、

結果として中位ではないじゃないですかと。結果

として中位を基準にして定額化をしたんじゃない

ですかと。中位を基準にすれば、高浜市がいいと

か悪いとかそういうことじゃなくて、そうした形

で上がる人もおるけど、たしか５人ぐらいが下が

る人がおるということを言われましたけどもね、

高浜市は。そうした形に中位でとればなるんじゃ

ないですか。 

○秘書課長 

 高浜市の関係は、今、課長職が何人かおるとい

うような話をお聞きしたんですけども、私ども課

長職12％のところを高浜市は14％いただいておる

というふうなことで、中位でやるとそういうよう

な方が見えるかなと。私どもと１％しか変わりま

せんので、年の多い課長が14％もらっておればそ

んなもんかなと。そこの数字ははっきり向こうも

言いませんけども、感触としては14から今いくと

15％ですので、何遍も言いますけど、今まで14％

もらった方は中位で14％やると若干出るのかなと

いうような感触です。 

 それから今、言いました中位というのは、先ほ

ど言いましたように、現行制度の最高と最低が出

ておりますので、この平均額で部長については

15％のところが７万806円と言いましたように、

これが一忚平均の管理職手当で基礎ははじいてお

ります。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、先ほど部長で７万8,000円と、課

長で基礎的な数字で６万6,000円余、それから、

課長補佐で５万2,000円何がしと、これが中位だ

ということですか。そこはどうでしょうか。 

○秘書課長 

 現行の中位は、その前に言った部長が７万806

円が現行制度の平均だと。平均しておりますので

平均額です。それから、今の現行の課長が12％で

平均額が５万3,351円、課長補佐10％の平均、こ

れが４万2,036円、これが算出根拠でございます。

それに今言いましたように、３種、４種、５種の

率を掛けていくと適用額が今の平均額を掛けてい

きますと部長は８万2,607円、これは国の適用額

は８万2,200円で407円ばかり下がっております。 

 それから、現行の課長職の12％の平均値５万

3,351円を４種の国の支給率15％に合わせますと

６万6,688円、これは４種が６万6,400円ですので

288円ばかり尐なくなってまいります。 

 それから、課長補佐の現行10％の平均額が４万

2,036円でございます。これに先ほどの５種12.5

にしますと５万2,545円という数字が出ますけれ

ども、国の５種の適用額は５万1,900円ですので

645円の減になっておるというのが実情でござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、課長の言われるのは、平均を基礎

にして国が示した定額化というか、定率を掛けた

ものをベースにして出しましたよというのが今回

の提案だと、その流れはわかりました。 

 じゃあ、これは平均でというところと、ここで

いう中位に相当する号俸と、これはなかなかそう

した形で求めるということは計算がややこしい話

でですね、大変な話になると思うんだけれども、

周囲と平均というここのところでは乖離があるん

じゃないかと思うんですけど、これはどうでしょ

うか。 

○秘書課長 

 今言ったように、最終的な差額が減額しており

ますけども、私も今のちょっとぱっと言えんもん

で言ってますけれども、部長職の今の管理職だと

一番最下位と最高位で900円ですか、一番の差が

ね。それから、課長の一番上が５万4,000円の人

もおりますけど、５万2,000円の人もおりますけ

ども、2,000円も変わってないと。ですので、中

位というよりも平均のそんなに変わらないですね。

飛び抜けてうちの高い課長のうちで、すごい課長



 - 19 - 

   

と低い課長というのはそんなにありませんので、

私どもは平均値でやらさせていただきました。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 中位と知立市の違いは、課長いわく平均を取っ

たそれぐらいの違いだと。なおかつ、自主的にそ

れぞれの職における最高支給額と最低支給額の差

は極めて幅が狭いものだと。だから、結果として

平均を取っても妥当だというのが課長の弁だとい

うふうに思うんです。 

 そこで、もう一度だけ確認させてもらいたいん

ですけども、先ほどそれぞれ結果として定額制に

至る過程の中で、率からこの定額化ということで

すけれども、そのやり方の方法として17.5、15、

そして12という数字を言われましたけれども、こ

れは国の方から、もう一度先ほども国の方の内容

だということを言われましたけども、ほんとにこ

れが国の方の内容なのかどうか、その辺、もう一

遍だけ御説明ください。 

○秘書課長 

 ですので、先ほどちょっと私も佐藤委員のあれ

がよくわからないわけですけども、特別徴収額の

３種、４種、５種については、これは中央機関の

管理職に適用されるということで、ここには管理

職手当超過勤務手当の支給実態等を考慮してあげ

るんだよということになっておりますので、先ほ

ども言いましたように、国の方は、私ども補佐以

上は管理職手当のみで時間外を出しておりません

けども、こういうような実態があるということで

率が上げられたのかなと考えておりますけども。 

○佐藤委員 

 そうすると、今それぞれのものに忚じて超過勤

務手当といいますか、所定内労働時間以外にも居

残って管理職は仕事をすると、残業手当がつかな

いと。それは本会議でも実態どうだというと、つ

かんでませんということでありますけれども、そ

うすると、この17.5、15、12という率については、

管理職以外の時間外手当に相当するものをここに

反映させるという考え方で、これが提示されたと。

そうすると、知立市の場合、超勤実態がわからな

いのに、それぞれ17.5とかそういう形でできるの

かという問題が出てくるんですよね。多分国の方

は、超過勤務の実態に合わせて率を示したわけだ

から、それにふさわしいものとして17.5とするな

らば、ほかの率もあるんだよね。これは超勤実態

にふさわしい率ということですけども、知立市が

これを選ばれたといいますか、選択をされたとい

うこの内容は、管理職の皆さんの超勤実態に見合

う中身じゃなきゃいかんわけだ。だけどもそれは

調べてないと言われてるので、これがほんとに適

用するのが妥当かという疑問が出てくるわけです

よ。その辺、これだけの率ではないんじゃないで

すか。ほかにもあるんじゃないですか、国が示し

ているのは。 

○秘書課長 

 まず、わかりやすいのから、国が示しておる数

字は、先ほど言いましたように、１種が25％、こ

こは括弧書きがないもので、これは時間外ないと

思います。それから、１種については20％、それ

から、３種につきましては16％の原稿を17.5と、

それから、４種につきましては、括弧の12％、現

行を15％だよと。それから５種、括弧の10％、現

行を12.5という人事院勧告が出ております。 

 ですので、私ども地域に密着したものはともか

く、やはり人事院勧告で私ども人事委員会持って

おりませんので、人事院勧告に従って管理職とい

えども従っていくということでやらさせていただ

きました。 

○佐藤委員 

 そうすると、国の方は１種、２種、３種、４種、

５種という形でその割合を示してると。ちょっと

わからないのは、３種のところで現行の定率が

16％を17％にしなさいと、12％を15％、これ以外

の刻みはないのかということを僕は聞いておるわ

けですよ。超勤に見合うということを考えたとき

に。 

○秘書課長 

 一忚私どもの情報というか、人事院勧告の資料

の中にはこれだけだったと思いますけども。 

 以上でございます。 
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○佐藤委員 

 そうすると、これだけだということで、これを

ずばり当てはめたということで提案したというこ

とです。 

 そして、もう一つ、私疑問に思っているのは、

この知立市の案ね、これ大分以前にもらった資料

でありますけども、１月28日の参考資料というと

ころで出てますけれども、ここで現在提案よりも

それぞれ金額が１万円から１万1,000円ぐらい高

いですね。部長級で９万4,000円、課長級で７万

7,400円、課長補佐で６万2,300円という形で一案

を出されたわけですよね。 

 12月議会の中で、これはちょっとえらいじゃな

いのという議論の中で、引き下げますと。当初は

2,000万円ということを言っておったわけですよ

ね。それを1,100万円ぐらいに引き下げますとい

う答弁があってなんだけれども、こういう二つの

案が出てくるということを見たときに、低い案は

今の計算式の中では提案してる中身しかないんだ

けれども、この第１案の場合はどういう形を取ら

れたんですか、これは、割合は。 

○秘書課長 

 これは、近隣の碧单市、刈谷市、安城市、西尾

市、これが８級は、ほかの市は次長というらしい

ですけども、８級の次長だと９万4,000円だよと、

これが第１案ですね。これが各市大体９万4,000

円と。広域連合についてもそれに倣うんだろうと

いう予測はされます。それから、課長職につきま

しても、７の３、これが７万7,400円という案で

ございますが、これも近隣市はこれでいくという

ことでございます。それから、課長補佐について

も６級の４ということで６万2,300円、こういう

話です。 

 したがいまして、今現在、高い率の管理職手当

をもらっている方は、これ以上に上げんと下がっ

ちゃうというのが本音ですよね。 

○佐藤委員 

 そうすると、当初はこの引き上げの議論の中で、

近隣市に合わせたことも考えておったということ

ですよね。ですけども、厳密に見ると、今言った

ような秘書課長が言われたように、国から中位、

知立市は平均だけども、そしてその割合について、

１の方はいないけれども、20それから17.5、15、

12.5という形で示されて、今回提案だけど、そう

すると、当初はそんな国からの指示を厳密に考え

て提案するという点では、極めてあいまいだった

のかなという感じもしますけども、その辺の感触

はいかがですか。 

○秘書課長 

 あいまいというよりも、やはり今言ったように、

先ほどの国の関係で12％の25％を上げると15％だ

よということでございますので、ここが15％の方

は25の数字を掛けて算出してると思います。 

 それから、私どもも12月の議会でどうだと言わ

れたときに、ほんとの事務担当者の５市、６市と

いうような関連がありまして、もうそこら辺で話

をして、そういう資料ができておるわけですね。

ですので、連合もありますので、ここら辺、定額

制になったんだから、管理するものは大体一緒だ

と、給料の年功で率で出すんじゃなくて、課長、

部長、補佐というように名前は違いますけども、

やっぱり管理職としてのいろいろな仕事が出てき

ておりますので、ここら辺は同じような内容だと

いうようなことで、５市、６市そろって同じ均衡

が保てるといいなというような話でですね、数字

的にはひとり歩きしておりました。 

 議会でも言われて、内部でもそれを決裁してい

くうちに、いろいろ話がございまして、各市より

一つランク下げた数字でぴったりですので、これ

で御理解を願いたいということでございます。 

○佐藤委員 

 結果として十分わかったわけじゃないですけど

も、国の示す方向の中で、厳密にやったら１案は

近隣市の状況を見て、ちょっとふえちゃったと。

だけど国の方の指し示すところを見たら、１案よ

りも２案は下がって、それが国の指示とおおよそ

ぴったりくという認識を今、課長が表明されたと

いうことだと思うんです。 

 それで、先ほどの議論の蒸し返しになりますけ

れども、今回のやつは、いわゆる超過勤務を個々
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の中に反映させるという考え方が率として出てき

たわけですけども、しかしながら、知立市として

管理職の勤務実態をつかんでないという中で、国

は何を根拠にそれぞれの率を超過勤務の支給実態

ということで率を示してきて、それを当てはめた

わけだけども、国は超過勤務の時間だとかそうい

うことをどのぐらいに見ておらっしゃるのかなと。 

 知立市は、国が示したからといって、これを機

械的に当てはめてパーセントをそれぞれ上げて適

用したけれども、実態としての超過勤務はどうな

のかということが明らかにならないままに先行し

てこれを上げるという点では問題が残るじゃない

ですか。やはりあくまでも時間外をカバーすると

いう中身であるならば、そこのところの実態を尐

なくとも把握してるという中で提案されるのが筋

だというふうに思うんですけども、どうでしょう

か。 

 それを考えたときに、今回の３月議会の提案で

はありますけれど、ちょっと国はそういっておら

っしゃるけども、このパーセントがほんとに知立

市の幹部職員の超勤に当たってるのかどうかとい

うことをもうちょっと検証されて提案されてもよ

かったかなということを私は思うんですけども、

この点どうでしょうか。 

 企画部長ね、今いろいろ議論がありましたけど

も、この点ではどう思われますか。 

○髙笠原委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

午前11時57分休憩 

――――――――――――――― 

午後０時59分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画部長 

 管理職の時間外勤務等の実態把握はどうかとい

うお尋ねであったかと思いますけども、管理職と

いうのは、その職責に基づくみずからの判断で必

要なそういう勤務をしていただいているというこ

とでございますので、その辺の実態というのは、

私どもの方、把握をしておりません。 

○秘書課長 

 今まで佐藤委員とちょっと意思の疎通が悪かっ

た点がよくわかりましたので、私どもですね、中

央機関の管理者に適用される３種から５種までの

手当額については、中央機関における超過勤務手

当の支給実績等を考慮しというようなこの言葉で

ございました。 

 それで、私ども情報としては、上部機関で課長

補佐でも時間がもらっとるところがあるよという

ような話で今までの流れできておりますけども、

やはり国を調べますと、３から５は超過勤務手当

支給しないと、こううたっておりますので、この

字句をきちんとそういう方向で見ますと、中央機

関における超過勤務手当の支給実績等を考慮しと

いうことは、管理職以外の時間外をやってる時間

を考慮しというふうで、それじゃあわかるだろう

という意味だと思いますので、平成18年度の決算

で時間外勤務につきましては、7,966万5,814円と

いう決算額が出ております。これを支給者299人

で割ると年額26万6,440円、一人当たりですね、

それから月額２万2,203円、一人当たりというこ

れが超過勤務手当の支給実績ということを考えま

すと、佐藤委員の言われました件ですね、部長相

当額の今の改正前と改正後につきましては136万

7,280円、これを10人ですので割りますと13万

6,700円ぐらいだというふうに出てきます。 

 したがいまして、今言いました支給者の299人

で割った26万6,000円よりも半分ぐらいだなと。

それから、課長職相当職につきましては28人で影

響額が438万4,416円でございますので、これを28

人で割りますと15万6,586円の管理職の増額にな

ります。これにつきましても、先ほど言いました

時間外一人平均26万6,000円より下がっておりま

す。課長補佐相当職につきましても、そのように

やっていきますと11万8,280円というような数字

が出てきておりますので、この支給者290人で見

ると引き上げ額が半分ぐらいかなと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 
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 そうすると、このそれぞれの17.5以下ですね、

それは知立市の職員の時間外実績に忚じてみたと

きに、部長で13万6,000円余、課長で15万6,000円

余というふうな形でなってると。そして、残業や

ってる職員の皆さんの平均が26万円とおおよそ半

額に前後の金額だから妥当だというのが課長の主

張だなというふうに思います。 

 それで、もう一つ、本会議でも議論になったん

ですけれども、この国の手当というものは労働基

準法の適用外という人ということが言われておっ

て、労働基準法の適用を受けない41条２に該当す

る職員と、これを地方公務員法の52条の３の管理

職等と一致するかどうかというようなことがあっ

たときに一致しないという議論がありましたけれ

ども、国は人勧を受けて定額化にし、そして、こ

ういう形でやりなさいよという指示を出したわけ

だけども、その辺の国の支給される定額化にされ

る人たちと地方公務員法で管理職といわれる人た

ちは、同じような人格を備えてはいないというこ

との点についてどんな見解を持っているか、ここ

だけお知らせください。 

○秘書課長 

 私どものいわゆる管理職等の等に入る方だと思

いますけれども、秘書課でいきますと全員が等に

なっております。それから、庶務とか教育委員会

とかいろいろなところで等になっておりますが、

これが地方公務員法の52条の４に基づいて範囲を

決めさせていただいております。ですので、この

管理職手当と管理職等とは私どもも違ってきてお

ります。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 今回ね、こういう形で提案がありますけれども、

昨年の12月議会に市民の合意が得られるようにや

っていきたいということで今回提案がありました

けれども、議員の報酬同様、もちろん近隣他市に

比べて日々仕事に精励されている幹部職員の皆さ

んの手当が低いという実態は、そのとおりだとい

うことであります。 

 しかしながら、なかなかこのしゃばを見ると、

人勧を見ると、一部の大企業を中心に引き上げが

あるようでありますけれども、多くはそうした実

態にないということを見たときに、ほんとにこれ

でいいのかなという気も私はするところでありま

す。 

 この点で、市民の理解が得られるようにしてい

きたいと市長もそのような旨の本会議答弁があり

ましたけども、ここの点、もう一遍だけ答弁して

ください。 

○本多市長 

 この議案３号につきましては、今やりとりの中

で部長も課長も答弁をさせていただきましたけれ

ども、さまざまな角度から、もちろん隣接の関係

だとかいろんなものも考慮しながら結果的にこの

定率を定額にさせていただいて、パーセンテージ

も比較的抑えてというこの中でももちろん議論を

させていただきました。 

 そういうことを出させていただいておるのはこ

の条例でありますけれども、世論云々という話の

ことを思いますと、確かに先ほどの議員の報酬も

そうでありましょうけれども、やっぱり上がると

いうこと、特にさっきの議員報酬につきましては、

どうも一般的には市民の皆さん方の見方が、特に

私も議員やっていてよくわかるんですけれども、

名誉職的な発想がまだまだ残っておって、そうい

う中で、そういう思いが出てくるのかなという気

持ちはずっと思っておりました。 

 しかし、公務員は、やはりさっき課長か部長か

申し上げましたと思うんですが、管理職の皆さん

方はほんとに職員がふやせない中で、ほんとに職

員の管理をしっかりやっていただいておる、そう

いう重い責務があるわけでありますので、そうい

う点で、卖なる時間外のあてがいということでは

なくて、一部ではもちろんあると思いますけれど

も、そういう観点だけではなくて、やはり重責重

いそういうことの中で、今回提案をさせていただ

いておるわけでありますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○佐藤委員  

 市長からそういう答弁いただきましたけども、
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最後に一点だけ、ここの点は、先ほど時間外に配

慮したといいますか、考慮したということであり

ますけれども、職員の平均よりも半額、もしくは

大幅に低いという実態はあるわけですけども、た

だ、実際に皆さんが残業をやってるのかなという

点を見たときには、やはりこの検証がですね、残

業という言葉ではないですけども、所定外の労働

をやっていく、やる必要があるときはやるわけで

すけれども、実態とそれが合うかどうかというこ

とは検証を必要じゃないかなと、この点だけ企画

部長に答弁いただきたいと。 

○企画部長 

 管理職というものは、先ほども申し上げました

ようなその地位、責任、そういったものをきちっ

と自覚をして、やはりその職場の管理、それから、

その職場で働く職員がきちっと仕事ができるよう

なそういった環境づくり等についても十分配慮し

ながら、そういう職場内の秩序、業務の遂行、そ

ういったものを第一に考えて率先してやっていた

だきたい、そんなことを我々も私も含めて、改め

て自覚をしたいというふうに思っております。 

○髙笠原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第３号について挙手により採決します。 

 議案第３号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第３号 知立

市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決すべきものと決定しま

した。 

 議案第４号 知立市職員旅費条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○永五委員 

 それでは、４号議案についてちょっと質問させ

てもらいます。 

 これはもう本会議でもやりとりがあったわけで

すけど、その中で、ほんとにわからないものです

から確認をさせていただきます。ちょっとほかの

委員にはくどいようになるかもしれませんけど、

お願いいたします。 

 この旅行雑費が県内750円、県外1,500円は支払

われるということでありますが、これにかかった

ほんとの旅費ですね、旅費も支払いされるのです

よね。この750円と別に、例えば名古屋の駅周辺

で何か研修とかあったら490円掛ける２の980円と

別にこの750円は支給されるという、そういうふ

うでよろしいですか。確認をお願いします。 

○秘書課長 

 今回、日当というものを廃止しました。それで、

雑費は何かといいますと、領収証をもらって交通

費なんかの実費を会社からもらうというようなと

ころがあると思いますけども、今、私どもがどこ

どこへ行くというと、その各市町村役場を目的地

とした一定の一覧表がございます。 

 したがいまして、公用車で行く場合は一切雑費

は全然かからないわけですけども、この前も議論

がありました名古屋市議会のもうちょっと遠いと

ころへ行って地下とか、厚生年金会館へ行くんだ

というときなんかは、若干金額が変わるかわから

ないというそういうような形で一忚雑費をつくら

させていただきました。 

 750円、1,500円と高いもので、ちょっと雑費と

は何事かということなんですけども、日当を廃止

して、その雑費も名古屋市でいくと市バスの１区

が200円だそうですので、400円ぐらいの雑費にし

ていきたいなと。したがって、旅費につきまして

は名鉄使われるときは、その名古屋行くときの一

覧の中に、その実費を含め雑費が入った合計の一

覧になっておりますので、実費プラス雑費という
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のが旅費になります。 

 以上でございます。 

○永五委員 

 そういう一覧があって、例えば名古屋市内なら

750円プラス幾ら、それは幾らかちょっとわかり

ませんけどというのがあるわけですね。わかりま

した。ありがとうございます。 

 それでは、例えば自家用車を利用した場合はガ

ソリン代がかかるわけですので、それも同じよう

な何か規定があるのでしょうか。 

○秘書課長 

 自家用車は、一忚禁止はしておりますけれども、

公的には保険を今だと無制限だと思いますけれど

も、対物、対人とかいろんなそういう規約があり

まして、公用車がないときは使ってもいいという

ことになっておりますけども、自家用車は今原則

的には旅行には使ってないと。 

 ただ、使う場合は、交通機関の方へ変更して交

通機関として行ったというような形でありますけ

れども、実際自家用車の出張は、今現在はないと

思います。 

 以上でございます。 

○永五委員 

 自家用車、当然公用車を使用せないかと私も思

いますし、万が一のために自家用車を使うと。そ

の実績は余りないということでよろしいですね。

わかりました。 

 一覧表って見せてもらえますか、後ほどで結構

です。 

 それで、今回のこの改正の中に、公用車または

自家用車を使用して旅行した場合は旅行雑費を支

給しないと。以前の日当制のときは半分は支給さ

れておったですね。これをまるきりなくしちゃっ

たのは、どういう理由からでしょうか。 

○秘書課長 

 日当につきましては、先ほど言いましたように、

公用車乗っても交通機関に乗っても、旅行でキロ

数以上あれば、それに忚じた日当を払っていた。

ですので、極端な話、公用車を使っていって何が

お金がかかるのということが一点ですね。 

 それから、今言いましたような日当につきまし

ては、交通機関でいきますと、今言いました一覧

表ですね、あれは市町村役場を中心に一覧表がで

きておりますので、それ以外の会場ですと、また

プラスしてバスに乗っていかないかんというよう

なことがありますので、それも含めて交通機関に

は日当というものがついておりました。 

 以上でございます。 

○永五委員 

 この旅行に関する先ほど言った一覧表、これは

自家用車もあるというので、これはぜひ一度見せ

ていただきたいと思います。 

 私の今回の件に関しての質問は、以上です。 

○髙笠原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第４号について挙手により採決します。 

 議案第４号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第４号 知立

市職員旅費条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第５号 知立市証人等の実費弁償に関する

条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 



 - 25 - 

   

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第５号について挙手により採決します。 

 議案第５号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第５号 知立

市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第６号 知立市職員特殊勤務手当条例の一

部を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今回この条例で変則勤務手当、それから年末年

始手当が廃止をされるという提案でありますけれ

ども、そこでお聞きしたいんですけれども、この

年末年始手当と、かつて消防の職員のことが議会

の中でも問題になりましたけれども、この条例の

対照表を見ますとね、特に勤務を命ぜられて行う

業務ということで、今まで日額3,000円が支給さ

れておったわけですけども、今回これが廃止をさ

れると。これは対象職場はどういうところになっ

ているのか。 

 そして、上の段の変則勤務手当、正規の勤務時

間を割り振られている職員と、こちらの年末年始

手当は特に勤務を命ぜられて行う業務というふう

にあって、今回の廃止の内容として正規の仕事と

して割り振られておって、なおかつ、年末年始や

られるというか、何かうまく言えませんけれども、

そういう関係なのか、対象の職場はどこかという

ことを実態をお知らせください。 

○秘書課長 

 まず、年末年始手当につきましては、浄水場で

すね、そこは24時間勤務ですので職員がおる。 

 それから、前年度というか、平成18年の実績で

すけれども、これはごみの収集がございまして、

環境課の職員が29日にごみを回収するというよう

なことで出勤しております。平成18年度12月から

１月にかけては環境課と浄水係というものが年末

年始手当に該当になっておりました。 

○佐藤委員 

 浄水場の職員は、水を供給するということで消

防職員が火事や救急、不測の事態に備えるために

そうした形の勤務体系になっているということで、

その議論の中でなったと。 

 しかし、浄水場もそういう意味でいけば、年が

ら年じゅうそうした勤務シフトが敷かれて正規の

勤務時間として割り振られて仕事をやっていると

いうふうに私は思うんですけど、そこを一遍確認

させてください。 

 それで、通常の仕事をやる上で、あえてここに

手当をつける必要はないということが今回の改正

の趣旨だというふうに思いますけど、そこを確認

させていただいて、今、浄水場の職員の方が24時

間勤務して、それはこうした流れの中では理解で

きるところなんだけど、実は、この浄水場のごみ

の収集ということで、25人の環境課の職員が出た

と。25人の環境課の職員というのはどういう職員

かちょっとわかりませんけれども、これが通常の

業務としてそういうことをやってる職員がそうい

うことであるならばここのところに該当するんだ

けれども、そうじゃないとするならば、ちょっと

どうなのかなという疑問がわくんですよね。その

辺どうでしょうか。 

○秘書課長 

 環境課の職員につきましては、私どもが７名で

特勤がついております。ですので、嘱託の方が出

られたとかそういう方で今の二十何名ですか、言

われたのは、ごみの収集は７人です。それで、ご

みの収集は、私もよく内容は知りませんけども、

年末年始ということで29日に一斉に、もう正月が

出ないのでこれが最後だよということで29日に回

収されるんじゃないですかね。 

○佐藤委員 

 この間のこの手当についての議論の流れは、時

間帯は問わずに通常の正規の上の変則勤務という

ところの概念と一緒ですけども、正規の勤務時間

帯としてやってると、この年末年始も勤務として
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やられている場合、それについてこの手当を払う

ということについては、市民感情から見て当然だ

と思うんです。 

 ただ、ここは環境の所管ではありませんけれど

も、ごみの収集のために７人が出たというこの人

たちが、通常的な業務としてこれが割り振られて

やってるということであれば整合性があるんだろ

うと思うけれども、そうじゃない職員ね、この７

人に現有の職員の職員がおるかもしれないし、そ

うじゃない職員がおるかもしれない。だとすると、

通常じゃないといった場合に、それをスライドさ

せて適忚するのは、ちょっと検討の余地があるん

じゃないかという疑問がわくんですよね。その辺

の精査がやられてこうした提案になっているのか

どうか、その辺、一遍説明を願いたいと思います。 

○秘書課長 

 年末年始につきましては、休日勤務手当が出と

るのにまた上乗せということですので、それは特

勤がやりましょうという。 

○佐藤委員 

 そうすると、休日手当が出てる上に屋上を重ね

て出すという点についてはいかんということで、

今回廃止の提案がよくわかりました。 

○髙笠原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第６号について挙手により採決します。 

 議案第６号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第６号 知立

市職員特殊勤務手当条例の一部を改正する条例の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、議案第７号 知立市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 今回、育児休業等に関する条例の一部改正とい

うことで、中身は１から２というところを見ると、

改正内容の（１）、（２）を見ますと、適用の拡

大ということがその内容というふうに受けとめま

した。 

 そして、職員の復帰後における号給の調整とい

うことで、給与に関する問題がここで１、２で改

正内容が提案されているということであります。 

それからまた、３、４、５、６という形で短時間

勤務という内容について提案をされているんです

けれども、特に（１）につきましては、なかなか

わかりにくい表現かなと。私の国語力がないせい

かあれですけれども、わかりやすくこことひとつ

お知らせ願いたいということが一つであります。 

 それと、もう一つは、この対照表を見ますと、

現行と改正案という形で育児休業したいわゆる号

給の調整について載ってるんですけれども、現行

では育児休業した職員が職務に復帰した場合には

当該育児休業した期間の２分の１に相当する期間

を引き続き勤務をみなしたものとして市長が定め

るところより号給を調整することができるという

ふうな表現です。まずこれについて、どういう中

身かということをお知らせください。 

 それと、新たにですね、現行は６条の中でそう

いうふうになってますけれども、新しい法では第

８条ということで、育児休業した職員の職務復帰

後における号給の調整ということでね、給与じゃ

なくて号給の調整という形になっていて、ここで

は他の職員との均衡上、必要があると認められる

ときは、その育児休業の期間を100分の100以下の

換算率によって換算して得た期間を勤務したもの

とみなして、その者の号給を調整するというふう

になってるんですよね。ですから、この辺で現行
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とまた新しいところで、現行では２分の１ですの

で、これが100分の100ということ以下だから、幅

があって全体が上がるのかどうかわかりませんけ

れども、一定の改善がなされるということだけは

わかるんですけど、その違いを含めて、ちょっと

お知らせ願いたいと。 

○秘書課長 

 今の第８条の100分の100ですね、これにつきま

しては、今まで育児休取ると２分の１でした。出

勤を半分したというふうな換算ですが、今回から

100分の100以下ということでこちらで決めるとい

うことでございます。 

 それで、各地近隣市も今聞いておりまして、

100分の100と２分の１というふうに分かれており

まして、私どももこれから調整していこうと思い

ますけれども、今までの考えでいきますと、育児

休が２分の１ですと。しかし、こういうふうに

100分の100以下と出てきたことは、子育て支援の

ためにもこういうような近い数字を持っていかな

きゃいけないのかなということで、今、近隣市と

詰めさせていただいております。 

○佐藤委員 

 そうすると、２分の１よりは前進すると私は思

ってますけど、ここには以下が入ってますので、

以下が入って、なおかつ、換算率というものがあ

りますよね。例えば、期末手当の場合、条例で職

員の方の勤務成績に忚じて基準率というものがあ

りますよね。それでもって期末手当の支給がなさ

れるわけだけども、それと同じように、この換算

率により換算して得た期間ということですけども、

これは条例提案ではありますけれども、こういう

ものというのは、例えば期末手当でも条例規則の

中でうたってあると思うんですけど、そうだとす

るならば、今、課長の方は、近隣市は100分の100

と２分の１に分かれてるということを言って、２

分の１ならはっきりしてるわけだ、現行のままだ

から。 

 ところが、100分の100以下ということで換算率

が入ってくると、ここがどうなるかによって現行

よりもいいのかどうか。とりわけ、その換算率は

何をベースにして換算率とするのか。例えば、一

定期間休業取ったと。再度必要になって再給料を

取得したという場合が今回のケースですよね。こ

の期間が延びたということなものだから、その場

合についての期間をベースにして換算率を求め、

支給するのかどうか、その辺の考え方と、本来的

に言えば、規則の提案がここにあってしかるべき

かなというふうに思うんですけども、その辺の考

え方お聞かせください。 

○秘書課長 

 今の年度をまたいだときの２分の１ですけれど

も、附則の方に、その前のは２分の１であるよと、

そのあとは100分のいくかでやるよというふうに

なっておりますので、この条例が４月１日適用で

すので、４月１日は100分の100でやれよと。それ

までは２分の１だよと、この現行法どおりにやっ

ておることになっております。 

○佐藤委員 

 今、課長の説明は、時間的な育児休業は年度を

またぐということ、条例施行の記述があるもんだ

から、４月１日以前については２分の１でいきま

すよ。だから100分の100以内という言葉がそれを

意味するということですね。そこをもう一遍確認

させていただいて、それで、この換算率というも

のがあるわけだ。私は、どういう形の換算率でや

っていくのかね、そこも聞いたわけですけど、今

答弁がなかったものだから、この100分の100の換

算率、それも以内の中でそういうことというふう

に理解すればいいのかな、そこだけ。 

 そうすると、４月１日以降、この休業に値する

人は100分の100、全部出勤したものとみなしてい

くということだね。ということは、号給の調整と

の関係で見たときには、現行のものが号給を調整

することができるということだけど、調整はどう

いうことでしょうかね。給料にはね返るわけです

のでね。その辺ちょっとお知らせください。私の

無理解を正していただきたい。 

○秘書課長 

 第８条の関係でよろしかったですか。したがい

まして、今言ったとおり、２分の１だと換算率が
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決まってきますので、そこで号給を６分の１規定

というんですか、そういうようなうちにはまるか

はまらんか決めていくということですけれども。

途中から２分の１じゃなくて、100分の100なら１

１年たって良好なら一般職員と同じように昇給し

ますよという規定。 

○佐藤委員 

 給与期間が終えた場合、従来だと２分の１とい

うことがありましたけれども、一般職員と同じよ

うにハンデなしに昇給していくと、こういうこと

だということですね。わかりました。 

 それで、そのほかにも今回、育児短時間勤務と

いう形でこの説明の表の中では、20時間、24時間、

25時間と、こういうふうになっております。ここ

の説明と、あと、（５）の給与に関する条例の規

定の適用の特例を設けるという点をちょっと御説

明ください。 

○秘書課長 

 ３番ですけれども、これは育児休じゃなくて短

時間勤務でございますが、小学校上がるまで、そ

れまでに１週間を20時間といいますと、４時間を

５日で割ったり４時間を５日勤務。それから25時

間、こういうのもその職のまま、秘書課職員のま

ま40時間のところを25時間勤務して、これが勤務

体系だよという考えでございます。 

○佐藤委員 

 この１週間の時間の枠内で勤務時間が勤務する

ということだね、極端な話が。 

 それで、この特例ということで給与に関する条

例の規定の特例ということなもんだから、これに

ついては給与の方の条例を変えることなく、ここ

の中で規定をするのかな。参考の方の資料で対照

表がありますけども、育児短時間勤務職員等につ

いての旧条例の特例ということで、ここにこうい

う形で書いてますけれども、６条の１項、６条の

２項、７条、16条という形がありますけど、この

辺ちょっとずっと説明だけお願いしたいなと思う

んです。 

○秘書課長 

 それでは、新旧対照表の16条、育児短時間勤務

職員等について給与条例の特例と、これで説明さ

せていただきます。 

 第６条１項ということは、これを決定するとい

うのを読みかえるわけですね。決定するものとし、

その者の給料月額がそのまま受ける号給とする、

こう書いてありますけども、下から３行目ですね、

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額、したが

いまして、週40時間を20時間働くという方は２分

の１でございますので、給料は２分の１ですよと

いうふうに読みかえていただきます。 

 それから、そのあとは昇給昇格はフルタイムと

して働いたと同じ扱いだよと。 

 それから、７条１項については、これは私ども

理解に苦しかったんですけども、再任職員の方で

も年を取られた方でも、小学校までいくような校

長もおるもんで、これもいいんだよと。 

 それから、その下の16条云々については、時間

外もやっていただけますよと。ただ、週40時間の

方は40時間を過ぎないと40時間までは100分の100

規定だよと。それを過ぎた場合は、本来の超過勤

務手当になりますよということがうたわれており

ます。 

○佐藤委員 

 そういう形で時間に比例させた形で給与の処遇

をするということであります。 

 そこで、素朴な疑問で大変失礼ですけれども、

さっきの休業の人たちは勤務時間に参入されると

いうことでありますけれども、この短時間勤務の

人たちも給与はこういう形でなるわけだけど、こ

れが勤務年数とかそういうことに影響を及ぼさな

いということは前提だと思うんですよ。そこだけ

一遍確認させてください。 

○秘書課長 

 短時間勤務というのは育児休を取る短時間勤務

のことですよね。 

○佐藤委員 

 先ほど100分の100ということで勤務時間の算定

に入るわけなもので、また給料がそれに反映する

わけなので、当然長期にわたると退職金やそうい

うことに反映してくるわけでね、そこのところは
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期間が算入されるというかね、そういうことで短

時間勤務の場合も当然そういう規定が特別ないと

いうことですので、何らこの勤務年数に影響はし

ないというふうに思うんですけど、そこはちょっ

と確認。 

○秘書課長 

 育児短時間勤務者の振りかえの短時間勤務者で

すね。そのとおりに理解しておりますが。 

 育児短時間勤務がありますので、ちょっと勘違

いしましたけども、退職金については、それを見

るということになっております。やっておる期間

はですね。 

○髙笠原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第７号について挙手により採決します。 

 議案第７号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第７号 知立

市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 次に、議案第８号 知立市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 ここで改正内容がいろいろ書いてあるんですけ

れども、正規の勤務時間以外に勤務を命ずること

ができる場合を公務の運営に著しい支障が生じる

と認められる場合に限定すると。具体的な例示が

できればわかりやすいかと思いますので、その辺

お知らせください。 

 それと、（３）のところにつきまして、育児短

時間勤務職員の年次有給休暇を１の年度につき当

該勤務内容を考慮し20日を超えない範囲でと定め

るというふうになっていますけれども、具体的に

は規則か何かその他でなると思うんですけれども、

これどういうことかなというふうに思うんですけ

ど、どんな形で20日を超えない範囲で与えるのか。

例えば週40時間働くところを10日しか働かんとい

うことの場合に、何らかのこの影響が出てくるの

かどうかということをお知らせください。 

○秘書課長 

 この（１）の割り振りを定める、週40時間と決

まっておりますので、育児短時間勤務の取られる

方はこの時間でいいですよという条例が一つあり

ます。 

 それから（２）、一忚職員でございますので、

著しい支障が認める場合は時間外勤務もできるよ

ということでございますが、著しいという言葉が

入っておりますので、これはほんとに著しいと思

いますので、余りないことだろうなと思っており

ます。 

 それから３番、これにつきましても、職員が１

年20日間で繰り越しで40日ですので、その20日に

ついては、やはり週５日のうちに３日働く方だと

５分の３になりますよと。ただ、短時間で５日間

働かれる方は５分の５ですので、そのまま20時間

ですよというふうに読んでおります。 

○佐藤委員 

 著しいという場合は著しいと言われたが、例え

ば具体的な該当すると想定されることについて、

想定されるからこの言葉が挿入されておるわけな

ので、そこのところはちょっと示してください、

明示してください。 

 それと、週40時間ね、半分ぐらいしか働かんか

らといって有給は半分にならんよと、こういうこ

とだというふうに私、答弁聞きましたけど、それ

でよろしいですか。 

○秘書課長 
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 したがいまして、今私が所属長として考えられ

ることは、大規模災害が起きて仕事をやってくれ

ると私自身だとそれぐらいかなと。 

 それから、大半がインフルエンザになっちゃっ

て、これは動いていかんねん、どうかなと。です

ので、ほんとに現職員がいなくなるようなそうい

うようなときなら時間外命令してもいいかなと思

っております。 

 休暇は20日で、その出勤日で割るということで

すね。私ども一般職ですと５日ですので、５日間

出ていただく方なら５分の５ですので20日です。

ただ、４日しか出てこないということは、20日の

５分の４、16日間ということ。 

○佐藤委員 

 そうすると、５日間出勤すれば100％だよと。

しかしながら、時間のことは別にして、時間を切

った場合はそれに比例して有給を与え寄与するよ

と、こういう範囲内ということはそういうことだ

よということですね。わかりました。 

○髙笠原委員長 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第８号について挙手により採決します。 

 議案第８号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第８号 知立

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 次に、議案第９号 知立市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 市史編纂ということで10年余を見通しながらや

っていくと。そのために市史編纂嘱託員というも

のを新設をするという提案であります。 

 まず、ここで本会議でもいろいろ議論になりま

した。また、この嘱託員の皆さんの賃金について

も議論になったところであります。 

 そこで、市史編纂の嘱託員ということでありま

すけれども、現行資料館の方には嘱託学芸員の方

がおるんだけども、あえて市史編纂嘱託員という

形の名称でやられるということでありますけれど

も、この点について、どのように大幅に違うのか

なということをちょっとお知らせください。 

○生涯学習課長 

 市史編纂嘱託員につきましては、その業務とい

たしましては市史編纂及び観光に関すること、そ

れから、その他文化財事業の補助に関することと

いうことでございます。 

 そして、現在のおります学芸員につきましては、

古文書等を史料の調査に関すること、知立市歴史

民俗資料館事業の補助に関すること、その他知立

市歴史民俗資料館に関することということで、資

料館に関することを現在の学芸員、そして、市史

編纂の方を重点にやっていただく方を市史編纂嘱

託員ということにさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 現在おるこの嘱託学芸員の方は、資料館にかか

わることが中心だということですけども、市史編

纂にはこの方はかかわらないということですか。 

○生涯学習課長 

 市史編纂につきましては、生涯学習課の文化係

りで所掌させていただくわけなんですけれども、

文化係の中に市史編纂嘱託員、そして、資料館の

学芸員２人が文化係の中におるわけですので、業

務上、お互いに行き来があって、お互いの資料の

関係で協力し合うことがございますので、どちら

の仕事も協力していただけるように嘱託員設置要

項の中にもその他文化財事業の補助に関すること、
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それから、資料館の方も市史編纂のこともできる

ように両方ともできるようになっておりますので、

協力することができると思います。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 資料館、メーンはともかくとして、それぞれの

仕事を協力し合って乗り入れもしながらね、やっ

ていくということであります。そのことを考える

ときに、一つは、今度の市史編纂ということがあ

りまして、図書館の展示室ですかね、あのことが

一般質問の質疑の中ですかね、これ議論になりま

した。そして、答弁については、あの展示館は従

来どおり使っていって、この市史編纂のためには

図書館の２階を充てたいという答弁があったかと

思いですけども、図書館の２階には市史編纂のた

めの部屋というのはどこに当たるのか、その辺お

知らせください。 

○生涯学習課長 

 図書館の２階は図書館の事務所になるところで

ございます。場所は忚接セットが現在置いてある

ところでございまして、その忚接セットは10人ぐ

らい座れる大きなところでございます。ほかにす

き間もございますので、その忚接セットを常時使

ってはおりませんので、隅に置いてやれば、ある

程度のスペースは取れるかと思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、市史編纂のための独立した部屋の

中でこの作業をしていくということではないとい

うことですよね。そこをもう一遍確認させてくだ

さい。 

○生涯学習課長 

 まだ正式にはそこにするということは決まって

おりません。展示室も当初考えたわけなんですけ

れども、展示室も私としては選択肢の一つと考え

ております。 

○佐藤委員 

 今回の市史編纂は、資料の算出等も大変心配さ

れるという中で、この事業を行っていくというこ

とであります。とすると、この現行の嘱託員の方

も新しくなる方も、それなりに専門的な知識、見

識がある方がやられるわけですよね。 

 また、この人たちを中心とするとしながらも、

例えば、安城市が終わったのかな、そうした専門

的な方たちは、今度豊田市が始めるということで

豊田市に移られたりというような実態もあるし、

なおかつ、こうした資料収集その他を含めてやる

ときには、こうした学芸員だけではなくて外部の

有識者というか専門家と言いますか、大学教授と

言いますか、そういう人たちも当然出入りがされ

るというふうに思うんですけど、その辺はどうで

しょうか。 

○生涯学習課長 

 編纂委員会につきましては、市長、副市長、教

育長のほかに13名の方を予定しております。以内

ということでございます。 

 そのほか各考古ですとか、古代、近代の部会の

部会長、その方たちが執筆委員になるわけですけ

れども、総勢50名程度になるかと思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、そうした極めて大がかりなという

感じがするんです。常時この方たちが一堂に介し

て集まるということもあるかもしれないし、この

事業の進行ぐあいの中で、尐人数なりいろんな形

で集まるということがあると思うんですよね。そ

うしたときに、２階の忚接セットのところでやる

ことがふさわしいのかということが一つ疑問に思

うんです。 

 それと、もう一つは、この新しく嘱託員となら

れる方は当然ですけれども、現在の嘱託員の方も

相互乗り入れしながらこの事業をやっていくとい

うことですね。そうすると、現行の嘱託学芸員の

方は、資料館をメーンにしながらもこの仕事もこ

なしていくということになったときに、２階の図

書室で、極めて使い勝手の悪い協力体制のもとで

やらないかんということには、大変私は問題があ

ると思うんですけども、この点の認識どうでしょ

うか。 

○生涯学習課長 
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 委員御指摘のとおりでございます。そういうこ

とにそのためにそこの部屋だけを今考えておるわ

けではございません。例えば、学習室の一角をも

っていったりですね、それから、展示室なんです

けれども、この展示室利用されている方に、まず

は御迷惑をかけてはいけないということで、この

展示のやってみえる方、これ市民の自由に展示を

していただく場所ですけれども、そういった場所

がほかに確保できれば、その展示室を使わせてい

ただくことも可能ではないかと。その場合には、

そういう方たちとよく話をいたしまして理解を得

てからやっていくつもりでございます。まだロビ

ーも残っておりますし、いろんなところを検討し

ていくつもりでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 もちろん市民の今まで長きにわたって展示室を

使って活動を発表されてきたという点ではその点

もあるし、なおかつ、この事業を進める人たちの

拠点となるところ、仕事のしやすさ、そういうこ

とを含めると、そこのところをいかにうまく、う

まくという言葉は辺ですけれども、やっていくの

かなと。 

 今、課長の方から、ロビーを使ってもどうかと

いうような話も出ましたけれども、一般質問の中

で、展示室は部長の方は使わないような発言をさ

れましたけれども、いまだにやはりこれは検討課

題になってね、事業をスタートするときまでとい

うことになろうと思うんだけれども、そういう点

では、ロビーを使うことも含めて、私の私的な意

見としては、ロビーは極めてオープンスペースで

ありますので、展示するという点では、多くの人

に見てもらえるという点では大変効果があるとい

うふうに思うんです。ただ、スペースとの関係で

どうかという問題が残りますけれども、ぜひ課長

も、そこのところを検討の課題にするということ

であれば、ぜひ利用されている方、それから、学

芸員の方、実際に携わる方たちの意見を聞いて、

最良のところでやってほしいというふうに思いま

す。 

 そこで、部長が一般質問の中で、展示室は一切

使わない旨の発言があったかなというふうに私は

理解してるんですけど、間違ったら大変失礼です

けども、今、担当の課長の方から、そういうこと

も含めて検討してるというこの発言がありますの

でね、部長は、その辺の現場を預かる人たちの意

見を聞いて、ぜひ引き続きの検討の課題にしてほ

しいなというふうに思いますけど、その辺いかが

ですか。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後２時01分休憩 

――――――――――――――― 

午後２時10分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 大変失礼いたしました。 

 第７号議案の育児休業の関係で、第８条、ここ

で育児休の職員が復帰した場合のみなす期間が２

分の１から100分の100以下という換算率になると

いうところで、100分の100以下でございますので、

まだ近隣市を聞きながら調整していこうと思って

おりますので、100分の100か２分の１かはまだ決

まっておりませんので。 

 ただ、法の趣旨からいって２分の１からこうい

うふうになったから、なかなか満額の方かなとい

うような話はしましたけども、まだこの率につい

ては100分の100か２分の１かはまだ決まっており

ませんので、今度決裁を取っていきたいと思いま

す。 

 ７号議案の訂正ですが、100分の100以下という

ところをですね、先ほど年度を変えるとどうのか

ということで100分の100というふうに聞こえまし

たよと言いましたので、いや、それはまだ決まっ

てませんという訂正ですね。 

 それから、もう一つ、退職金の関係で、育児休

業の方はどんだけ期間をするんだというようなこ

とでございましたが、今、条例改正やっておりま

す短期については３分の１を除算しちゃうという
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ことですね。だから、３分の２を通算すると。そ

れから、育児休業については、これは２分の１で

す。 

 以上でございます。 

○教育長 

 先ほどの市史編纂室についてでありますけども、

本会議で水野議員の一般質問の中で、私の方が答

弁をしております。 

 市史編纂室についてでありますけども、１階の

展示コーナーにつきましては、多くの方に利用さ

れていますので市史編纂室にするということは考

えておりません。現時点では、２階の事務室の一

部を市史編纂として活用していきたいと考えてお

ります。現時点では２階の事務室ですけども、会

議室もございます。そういうところへ、とにかく

１階というのは市民の方たちが、非常に多く活用

される場所ですので、２階で考えていきたいとい

う答弁をさせていただいております。 

○佐藤委員 

 教育長は、本会議でそのように答弁をされまし

た。しかしながら、現場を預かっている課長は、

先ほどの質疑の中で、現行の展示室も含めてね、

現在の市民の皆さんに理解を得られるならね、そ

こも使っていきたいという選択もまだ残ってると

いうような答弁をされたんですよね。 

 ですから、私は、先ほどの質問の中では、その

ような答弁をされたけども、それを絶対不動のも

のとしないで、ほんとに利用されている市民の皆

さんの御意見、それから、事業に携わる職員の皆

さんの御意見を聞いて最良の選択をするのが、ま

だ期間が残ってますので努力することが必要では

ないかということを質問をしたわけです。この点、

ひとつ答えてください。 

 やっぱりどんな事業であっても職員あっての事

業でありますし、また、市民あっての市政であり

ますので、そこを端的にすぱっと切るということ

で十分理解が得られてるかというと、先ほどの答

弁を聞く範囲では、まだそういうふうには至って

ないなというのが私の感触です。ですから、そこ

のところで、ぜひそういうことも含めて最良の方

法を検討していただきたいと、この点、ひとつ教

育長お願いします。 

○教育長 

 佐藤委員言われるとおりでありまして、やはり

市民の意見を聞くというのは当然であります。し

かし、市民優先に考えていきたいなという気持ち

はあります。職員の都合ももちろんありますけど

も、我々が都合がいいのでこういうふうにして市

民の方はちょっと我慢してくれよということは絶

対に取りたくないという、そういう考えを持って

おります。 

 我々の職員の方、しょっちょう行き来するわけ

ではないので、その辺のところがよりいいとこと。

そこに大切な資料も保管していかないといけない。

２階と１階どっちが安全かというと、やっぱり２

階の方が僕は、そういう大切な資料を保存してい

くという意味にも２階の方がいいというふうに私

は考えているわけでありますけども、市民の方が

１階に持ってこいと。私たちは展示はいいと言わ

れればいいけども、現時点で私が市民の方の意見

を察するにはそういうことがあるわけであります。

直接意見を聞いたわけではありませんけども、そ

ういう声は私の方にも聞こえてきております。 

 そうした市民の声を無視してやろうということ

は全くありませんけども、市民の声はそういうこ

とであるだろうということで、佐藤委員の方は、

いや、市民は、あそこで使えると言っとるという

ことを言われれば、そこへ持ってくることもやぶ

さかではないけども、一般的にそういう声がある

のかどうか。図書館に来られる方というのは、あ

そこを通っていかれます。私も何にも図書館に用

事があって会議があるときには通ると、何かやっ

ておるなと思って寄っていきます。そうすると、

そこのほんとにそれぞれの地区でやってるグルー

プの方たちが展示を説明をしてくださいます、生

き生きと。ああいう姿を見ておると、それを取り

上げてしまっていいものかどうかということを感

じておるわけでありますけども、佐藤委員言われ

るように、あそこを使えということであれば、ま

た考えていきたいと思っておりますので、よろし
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くお願いします。 

○佐藤委員 

 教育長ね、誤解をしないでほしいです。先ほど

の議論を聞いてわかるように、私は、展示室をそ

こに使えということを言ってるわけじゃないわけ

ですよ。そういう話が議論としてあったと。なお

かつ、市民がずっと使ってきたものだから、市民

からそれを取り上げると、一方的に、そんなこと

を言ってるわけじゃないですよ。 

 ただ、両方の事業がね、そういうことがあり得

る中で、現場を預かる者は、そういうことを含め

てまた検討したいということを言ってるわけだか

ら、一方的に市民だめですよということじゃなく

て、御理解を得られるものならそういう話を一た

んしてみて、だけども、どうしても納得できない

ということであれば、それは現行展示室を使って

いくというのは当然の話だけれども、そうじゃな

い範囲の中で話も十分しないままにね、それだけ

でもっと検討する余地があるのではないかという

ことを僕言っておるわけ。あそこしろ、ここにし

ろということを言ってるわけじゃない。ただ、私

の考えの一つとして、ロビーも有効な中身ではな

いかというとを言っただけの話でね、展示室取り

上げようといったことではないので、そこは誤解

しないでほしいと思うんですよ。 

 ですから、私は、もちろん市民優先ですので、

そのことを外せと言ってるわけじゃないけれども、

ただ、事業を進めていく上で、現場を預かる者は、

そういうことも含めてまだ検討したいという思い

があるということであれば、ぜひそういうことも

含めて検討する。また、この中で、一致点がない

わけなもんだから、今の話聞いてると、教育長の

言ってることと違うわけだから、そこの中で合意

が形成されるということは最も大切なことじゃな

いですか。そういうことも含めて検討してくださ

いということを私は言ってるわけで、取り上げる

なんてことは一言も言ってないので、その辺は誤

解のないようにお願いします。 

○教育長 

 それは佐藤委員のことは十分にわかりました。

今はあそこではなくて、１階はそういう私、私と

いうのか教育委員会でもう話し合っているわけで、

答弁書を一人で書いておるわけではありませんの

で、もちろん生涯学習課長も入って話をしてつく

っているわけでありますので、その辺のところは、

教育委員会の中で言っておること違うじゃないか

というて言われるわけでありますけども、答弁す

るときに、私は、教育長卖独で答弁書かいておる

わけではありません。部長、課長の意見も聞いて

答弁書つくっているわけであります。そういうこ

とを十分に理解していただいて、そういう思いは

あるということはわかります。だけども、今はそ

の方がいいでしょうということですけども、再度

またいろんな皆さんの意見を聞きながら進めてい

くということにはやぶさかではないと考えており

ます。 

○生涯学習課長 

 ちょっと説明が悪くて申しわけございません。 

 すぐに展示室をということではございません。

市民の方の展示も１年を通してということでもご

ざいませんので、例えば、来年の２月、３月とい

うこともそこで工事するということもできるわけ

でございます。それは、ほんとの検討段階でロビ

ーが使えるというところまで検証したわけではご

ざいませんけれども、ただ、これは別の思いとし

てですね、市史編纂、これは文化係が行います。

その場合に、職員は市史編纂にだれがやるかとい

うと、市史編纂嘱託員が一人中心になってまずは

やるわけです。その者が図書館の２階に１人おる

というのもとてもやりにくいと。係長は資料館に

おって、嘱託員は上におると。そういうことで近

ければいいなということで、何か方策はないかと

いうことを考えたかったということで、ちょっと

一般質問の質疑とは違った意見を申し上げて、大

変申しわけございませんでした。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、所管するところの意思統一の

問題でありまして、その点では、教育長も引き続

き、引き続きとは言いませんですけれども、検討
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の余地のあるような答弁もあったかなというふう

に思うんです。 

 いずれにしても、その点では現行の展示室をそ

のまま使うというのは市民の利益を損なわない一

番最良の方法だけど、いずれにしてもそこのとこ

ろは担当の思いもあるので、その辺を含めて一番

いい方法で実施をしてほしいなということを申し

述べておきます。 

 それで、もう一つですけれども、市史編纂嘱託

員の報酬月額というのが16万5,500円という形で

すよね。これが10年に長期にわたってこういうふ

うですけれども、実際問題として、ほかはちょっ

と調べてないのでわかりませんけれども、安城市

だとか、また豊田市も今度この事業をやってるみ

たいですけれども、他市の状況は、これどういう

状況ですか。 

○生涯学習課長 

 他市の状況ですけれども、いろいろ調べたわけ

ですけれども、なかなかこういった方が該当があ

りませんでしたので、現在の嘱託学芸員と同じ程

度の仕事をしていただくということでこの金額に

させていただきました。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 この金額で忚募される方もおるかもしれないで

すけれども、なかなか厳しい金額であるなという

のが率直な思いです。 

 それと、もう一つは、嘱託ということで１年間

で契約更新と。しかし、この事業は10年だという

ことになりますと、ほんとに引き続き10年間、人

が入れかわり立ちかわりではまずい事業だという

ことでありますので、それを考えたときに、この

金額は妥当かなということを思いますけども、そ

の辺どんな感触をですね、一忚現在の嘱託学芸員

と同じ金額だというものをですね、これでほんと

に人が集まるんだろうかという心配もするんです

けども、この辺どうでしょうか。 

○生涯学習課長 

 実を言いますと、市史編纂嘱託員には現在の学

芸員を当てたいと思っております。 

 といいますのは、初めての市史編纂でございま

すので、とても状況がわからない、初めての方で

は、とても難しいということで、現在の学芸員を

市史編纂委員に当てたいと。ある程度納得してい

ただいておるところでございます。 

 新しく採用しようと思っております学芸員につ

きましては、大変申しわけないと思うんですけれ

ども、その市史編纂嘱託員になる学芸員がある程

度指導していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 この学芸員の方、私は新たに採用される嘱託員

の方が市史編纂に当たるのかなと、そういう理解

をしていました。今、話を聞くと、そうではない

と。今やってる方が、こちらにかわってきて、新

しく入られた方を資料館と言いますかね、指導し

ながらやっていくんだということをおっしゃった

わけですよ。だすとすると、この方は、本会議で

もありましたけど、11年ですか、11年をずっとや

ってきたと。なおかつ、市史編纂の中心になりな

がら新しい人を指導するということをおっしゃる

わけですよ。 

 だとするならば、本会議の議論の中で、いわゆ

るパート労働の問題含めて、非正規を正規にする

と、ここは広く公募をしなきゃいかんというハー

ドルがあるという点では、思い切ってここで対忚

改善をするという選択肢があってしかるべきだな

というふうに思うんですよ。これについては、答

弁の中で、この点の改善をしていく。どうされる

のかはわかりませんけども、そういう答弁があっ

たと思いますけれども、この際、やっぱりここの

ところはきょう今日こういう形でかもしれんけれ

ども、３月議会では、だけど、その後の議会の中

で、早目の補正を取って引き上げをするというこ

とぐらいの検討があってよろしいじゃないですか。

そのことが一点と、もう一つは、この方が、嘱託

にもかかわらず新しい人を指導すると。まだノウ

ハウのない人の給料16万5,000円と市史編纂を担

って指導する立場の人が同じですよ。これどう見

てもおかしいじゃないですか。この辺、もう一度
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答弁願いたいし、課長にも答弁願いたいですけど、

この辺ですね、本当に６月の補正でもいいですし、

条例提案でもいいですし、この引き上げを具体的

に明言するべきじゃないですか。ぜひこの点お願

いしたいというふうに思います。 

○生涯学習課長 

 どうも失礼いたしました。ちょっと私の言い方

が間違っておりました。 

 もちろん指導する部分もございますけれども、

文化係には、もう一人学芸員が正職員でおります

ので、その者がやります。 

 ただ、引き継ぎとかいろいろ今までの内容を知

っておりますので、そういった意味で指導と申し

上げたことでありまして、そんなに負担になるほ

どの指導ではございませんので。失礼しました。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 何かうまくかわされているという感じがしてし

ょうがないですけども、それはいいんです。 

 改めてね、この16万5,500円について、やはり

見直しをしてほしいと。市長、この点ではね、本

会議からはまだしばらくしかたってませんけれど

も、踏み込んだ答弁をお願いしたいなというふう

に思います。 

○本多市長 

 これは教育委員会の所管なんですけれども、こ

ういう嘱託員を特別何か一定の期間にやってもら

うという嘱託員を雇用するというのはよくあるケ

ースであります。全体で言いますと、この市史編

纂嘱託員、確かに期間は10年近くかかりますけれ

ども、ごろごろと雇用していく格好になるんです

ね。それがいいかどうかはこれから研究しなきゃ

ならないというふうに思ってますけれども、生涯

学習課、いわゆる教育委員会の教育部の生涯学習

課として全体でこの市史編纂という仕事が一つふ

えるよという中で、嘱託員が一人ふえると、こう

いう認識で考えていかないと、私はまずいのかな

というふうに思っておりますので、そういうこと

で、仕事が一つふえますので、その部課でそれを

補うために嘱託員をもう一名採用するというのが

今回の議案でございます。 

 そして、今後のことにつきましては、確かに、

10年を超える嘱託員もおられますので、その待遇

については、今ここでどうするということは言え

ませんけれども、私自身は、本会議でも答弁させ

ていただいたように、改善に向けて考えていきた

いというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひですね、具体的なことは改善に向けてやっ

ていきたいということですので、ぜひお願いした

いなというふうに重ねて申し添えておきたいと。 

 それと、もっと言うならば、現在この方が、11

年余やるわけですよ。この前の教育長でしたか、

ちょっと忘れましたけど、答弁の中には、この市

史編纂という継続的なプロジェクトの中では、一

年一年実態としては更新するかもしれんけど、１

年でやめられるという取りかえではこれはまずい

ということで、契約は１年だけど、この10年にわ

たる長期を展望するというような話がありました。

そうすると、この方は20年ですよ。実態としては

嘱託かもしれませんけども、20年勤めても16万

5,500円のままと、これではまずいので、ぜひ市

長のその方向で改善を図ってほしいと、これは申

し添えておきますけれども、所管は教育委員会で

すので、教育長、この点どうでしょうか。 

○教育長 

 職員の給料については、私の方では答弁を控え

させていただきます。 

○風間副委員長 

 議事進行発言としましてね、今、教育委員会の

方で、若干意思の不乖離のような状況が出ました

よね。それで、国会を見ましても内閣不一致から

がたがたになっちゃう例があるんですよ。それで、

各部課長の意思、あるいは政策立案過程におきま

して、そのいろいろな議論の結果、一つの正論を

出すというのがこれ当たり前の話ですよね。 

 ただ、議会に臨むときは、もうそのスタンスで

臨まないといかんわけなんですよね。ですから、

それはね、そういう明らかな状況が今、見えたと

いうのは、いささかいただけない状況だなという
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ふうに思うんです。だから、議会の臨むときは、

正式な対峙の場ですから、現代行政における。き

っちりとその辺は意思統一をして臨んできてほし

いなという思いがしてるんです。それによって、

そこの不整合な部分で我々が指摘する大きな材料

になるでしょう。 

 しかし、それは実際としては違いますとよ。や

っぱり教育委員会としてはこうだったということ

になると、こっちの見識まで問われちゃって、結

果的には市民に迷惑をかける話になるんですよね。

だから、その辺はきっちりしていただかなんとい

かんというね、今後。久々に私、不一致がね、前

任者のとき若干ありましたが、永田市長時代にね、

それから見て初めての経緯でございますから、い

ささかちょっと残念だなと思うんですけど、見解

ありましたら、教育長、まずちょっとお聞かせい

ただきたい、議事進行に対して、私の。 

○教育長 

 議会の答弁等では、課長、部長等の意見を聞き

ながら自分なりの考えで答弁していくわけであり

ますけども、その辺が私はこんなふうに発言され

るとは全く思っておりませんでしたので非常に意

外に思っております。その辺のところの私の方の

教育委員会の課長等の意見もしっかりと確認し合

っていくということは大切でありますけども、い

ろんな複雑な思いをしております。 

○風間副委員長 

 これは本多市政にかかわる重要な部分でもあり

ます。やっぱり十分な議論の上で、こういう提案

という形の行政の一番直近の重要な権限の行為に

当たるわけですからね、その辺では本多市長の意

見を聞いておきたいですね。中立な行政委員会と

してではありますけど、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

○本多市長 

 400名余の職員おられますので、常に意思の疎

通、コミュニケーションをしっかり図ってですね、

ささいなことでもやはり不一致にならないような

そういう体制をきちっと整えていくべきだという

ふうに思っております。 

○髙笠原委員長 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第９号について挙手により採決します。 

 議案第９号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第９号 知立

市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第10号 知立市長の選挙におけるビ

ラの作成の公営に関する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○永五委員 

 それでは、ビラに関してですけど、このビラの

法定枚数ですか、１万6,000枚、本会議の中でも

ありましたけども、大変恐縮ですが、もう一回こ

の１万6,000枚の根拠を教えてください。 

○総務課長 

 ビラの枚数につきましては、今、委員おっしゃ

られましたように、１万6,000枚以内ということ

であります。これがなぜかということであります

が、従来からある通常はがき、選挙運動ではがき

が出されるということになっておるわけですが、

これが8,000枚というふうに規定がされておりま

す。これの２倍として設定されたというふうに聞

いております。 

 以上であります。 

○永五委員 

 その8,000枚が今までどうだったかというのを

ちょっといろいろわからんところですけども、そ



 - 38 - 

   

ういう積算根拠があるということで、候補者にと

ってはちょっと１万6,000円は尐ないのかなと思

っておりますが、納得させてもらいます。 

 それで、そのビラに選管発行の証紙を張るわけ

ですよね。証紙はそろそろ何か進歩できんものか

なと思いますが、厚くなりますしね、紙も。手間

も手間ですし、何か解決策というか、何かいい改

善策を考えていただけないでしょうか。 

○総務課長 

 大変申しわけございませんが、これは公職選挙

法で決まっておることでございますので、選挙管

理委員会としては、その公職選挙法の規定を守る

ということしかございませんので、証紙でお願い

したいと思います。 

○髙笠原委員長 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第10号について挙手により採決します。 

 議案第10号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第10号 知立

市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条

例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第22号 指定金融機関の変更につい

ての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第22号について挙手により採決します。 

 議案第22号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第22号 指定

金融機関の変更についての件は、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第23号 平成19年度知立市一般会計

補正予算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第23号について挙手により採決します。 

 議案第23号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員数です。したがって、議案第23号 平

成19年度知立市一般会計補正予算（第４号）の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第30号 平成20年度知立市一般会計

予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○永五委員 

 それでは、一般会計の予算説明書の85ページの

交通安全対策費の中の説明の交通安全対策工事費、

同じような説明が建設水道委員会の中でもあるん

ですけど、土木費の交通安全対策工事費と、ここ

で言う交通安全対策工事費の違いを教えてくださ
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い。 

○市民協働課長 

 私の方では、ここに書いてあります交通安全対

策工事費ということで、今、委員おっしゃること

は、この300万円ということでよろしいでしょう

か。この300万円につきましては、交通安全共済

２市５町の清算金が前年清算されまして、ことし

から３年間にわたって、その清算金1,500万円相

当額だったと思いますが、そのうちのこの交通安

全工事費ということで、使い道としては、交通安

全設備ということでございますので、道路の白線、

側帯線だとか、横断歩道の消えてしまっているよ

うな見にくいようなものだとか、そういうものと、

それから、交通事故等が非常に起きやすい状況、

住民の方からこういうところではよくこつこつと

ぶつけるような事故がありますよとか、そういう

方の御意見を聞いた中で、交通安全対策というこ

とでイメージハンプだとか、そういうものに使う

予算ということで300万円というのを計上させて

いただいております。 

 これにつきましては、平成19年度の300万円、

それから、平成20年度に300万円、そのあと平成

21年に300万円ということで、３カ年にわたって

この300万円を予算化をさせていただいて、ただ、

住民の方から御意見をいただいて、それで順番に

ということではなくて、私の方では、ある程度地

区を選定をさせていただいて、平成19年度におき

ましては、主に竜北中学校区を対象として実施を

してまいりました。この平成20年度に向けまして

は、知立中学校区を対象にして、平成21年度に向

けましては单中学校区を対象にということで考え

ておるものでございます。 

 それから、もう一つ、修繕料というところで

100万円という数字があがっておりますが、これ

も２市５町というものを利用させていただいた中

で、これについては緊急な道路交通対策というこ

とで、これはほんとに大きな事故が起きてしまっ

たらとか、そういうものについてすぐ対忚するた

めの予算ということで、これにつきましても、同

じように２市５町の清算金ということで、３カ年

にわたって予算化をさせていただくということで

させていただいております。 

 土木の方との関連につきましては、ちょっと土

木課の方については詳しいことをちょっと存じ上

げておりませんので、申しわけございませんが。 

 以上のようでございます。 

○永五委員 

 主に白線とかが消えたのを修繕するという、そ

れで今年度は竜北中学校区、平成20年度は知立中

学校区、平成21年度は单中学校区ということであ

ります。実は今、山町東栄線が側溝の工事をやっ

ておっていただいております。その豊安工業の角

のところですね、あそこ全部とまれと、一たん停

止のはずなんですけど、全部消えてますのでお願

いしますと今言おうと思いましたら、来年度は知

立中学校区が入っているということですので、多

分来年度中にはきれいになるかと思いますので、

ここはすぐお願いします。あそこちょっと危険で

すので。ちょうど塀があって、その塀に交通安全

ののぼりがかかっておるんですけど、あれでかえ

って見にくいものですから、ぜひあそこは至急。

カーブミラーもあるんですけど、あれもよく曲が

ったりしてますので、ほんとに危険箇所ですので、

とまれ標識、下の白線はなるべく早急にお願いし

たいところであります。これはお願いだけでして

おきます。 

 それと、今度は別件ですが、予算の概要の方で

お願いします。 

 51ページの小・中学校耐震補強事業について御

質問をさせていただきます。 

 事業の概要の中で、知立中学校校舎鉄筋コンク

リートづくりも耐震補強工事に入っております。

中学校ではここだけですが、現在、知立中学校は、

きょうもそうなんですけど雤漏りがいたしますが、

この情報というか、報告は当局の方に入ってるで

しょうか。 

○教育庶務課長 

 御質問の知立中学校の耐震補強工事の中には雤

漏りの改修については考えておりません。 

 ただ、御質問者が言われるように、各学校、知
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立中学校だけでなくて屋上防水の問題が今後あり

ます。耐震工事がおかげさまで平成20年度でもっ

てすべての学校施設が終わりますので、屋上防水

等と計画的な年次計画を持ちまして実施計画の中

であげていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○永五委員 

 平成20年度ですか、やっていただきたいと思い

ますけど、多分屋上だと思います。場所が全然違

うところが漏ってますので、かびも生えちゃって

ますので、早急な対忚をこの耐震補強事業じゃな

くてもね、僕はてっきりこの中でやるのかなと思

ってたんですけども違うという今お話でしたので、

ぜひ早急な対忚をお願いします。 

 それと、もう一点ですが、概要の中の70ページ

です。放課後子ども教室推進事業の件であります。 

 これは何回も言わさせてもらってますが、知立

小学校の放課後子ども教室、ランドセルのロッカ

ーがずっとなかったわけですが、その後、進展は

あったでしょうか。 

○学校教育課長 

 委員には何度かその御指摘いただきまして、あ

りがとうございます。 

 放課後子ども教室、ことしほんとに始まったば

かりで、年間を通してどういうものが、一忚計画

はあるんですけども、突発的に必要なものも考え

まして、いろいろな備品等の整備も慎重にやって

きたわけですけども、ここにきて今、概算あと使

えるお金などを計算しましたら、知立小学校の後

ろのロッカーについても設置できるということが

わかりましたので、今その線で計画をしておりま

す。ちょっとほんとに１年間かかってしまいまし

たけども、来年度はそういった形で出発できると

思います。 

○永五委員 

 ほんとに子供に関することですので、ぜひほん

とにありがとうございます。 

 お礼を申し上げまして、私の質問は閉じます。 

○杉原委員 

 それでは、予算概要書の96ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 コミュニティバス運行事業に関してお聞きをし

たいと思います。 

 今回、一般質問でもさせていただきましたけど、

議会運営委員会の紳士協定の中で、１時間という

ことの中で、私自身１時間を守らさせていただい

た中で、時間がなかったものですから、重ねてこ

の場で委員会の中で御質問をさせていただきたい

と思います。 

 まず、この中で、今回、私自身御質問させてい

ただいた中で、中心市街地の活性化と、あとコミ

ュニティバスの利用促進を目的としたミニバスの

充実を求めさせていただきました。 

 今回、御案内のとおり、バスが現在２台のとこ

ろを、４月１日から４台ということで、バスの予

算に関しましても6,100万円ということで今年度

の予算に比べますと3,000万円余ふえるといった

ようなことが今うかがえるといったことが伺われ

ております。これに関して、当局の方から答弁書

をいただいておりますけれども、今後ですね、が

んばる商店街の費用を使った中で、商店街、商工

会の意見を聞きながら進めていきたいということ

なんですけど、具体的にどういったことを今後考

えておられるか、もしその案がありましたらお聞

かせいただきたいんですが。 

○市民協働課長 

 がんばる商店街等の補助金等の活用につきまし

ては、私の方、これからミニバスを充実していく

中で、当然公共施設、それから高齢者等の足の確

保ということもありますけれども、やはりこの社

会情勢の中で、公共交通ということが非常に重要

視される状況になってきていることは認識してお

りますので、その中で、やはりそういう中心市街

地の活性化のために、ある近隣の市ではミニバス

の回数券を商店街に買ってもらって、その回数券

を商店街の中で、ある程度の金額を購入された方

に回数券を商店の方がお配りをして、またお客さ

んに来てもらおうというようなことを考えて実施

しているというところがあることは聞いておりま

す。 
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 議会の方でも出ました近隣、隣の豊田市につき

ましては、実際に今、12月15日から２月24日ぐら

いまでだったと思いますが、試験実施をしてきた

中で、やはりもう尐し試験実施の期間を伸ばして

ということで、１カ月伸ばして３月の半ば過ぎま

でということを聞いております。 

 その中で、その試験の結果を踏まえて、アンケ

ート調査をして、それから一つの組織というんで

すかね、言われましたように、やはり商店街の活

性化ということになりますと、市が卖独でという

ことはなかなか難しい話ですので、商店街の皆様

方だとか、それから、商工会の方だとか、先ほど

も出ましたがんばる商店街でいえば、市の中の観

光関係の担当部署、それから、やはりユニバーサ

ルデザインを配慮したというような担当部署のと

ころも協議の中に入れて一つの打合せ会なりを考

えていかなければいけないというふうに思ってお

りますので、今、私としては、豊田市の状況をち

ょっと実際に試験実施が終わった後に、また一度

御相談をさせていただいて、それでまた研究をし

てまいりたいというふうには思っております。 

 以上でございます。 

○杉原委員 

 御答弁ありがとうございます。ぜひですね、議

会の中でも話ございましたとおりに、豊田市の方

は３月末までに伸ばされたといったことの中で、

実施事例がまだ出てないといったこともございま

す。このミニバス3,000万円余予算がふえるとい

ったこともございますので、ぜひとも中心市街地

の活性化も含めた形で御検討いただいて、市民協

働課の中で考えていただきたい。もちろん我々議

員も考えていかなくちゃいけないと思いますけど

も、そういったことでお願いしたいと思います。 

 また、もう一個、教育長の方にも御質問させて

いただきましたミニバスの定期、子供たちですね、

中学校に関して定期バスにしたらどうかといった

中で、教育長御答弁いただきましたけれども、か

なり循環については難しい部分があるといったこ

とに関しては御理解できます。 

 その中で、もう一個、私自身御質問させていた

だいたのが、私自身のひざ元である上重原町の中

の23号線よりも東側の子たちが、要は自転車通学

ではなくて徒歩通学といったようなお話もさせて

いただきました。実を申しますと、28年前までは

自転車通学がこの地域は認められていたといった

ことがございます。この件に関して、なぜそうい

った部分で今変わってしまったのかなといったと

ころがまずございます。それは調べていかないと

わからない部分もあるかと思いますけれども、も

ちろん子供たちに過保護にさせるつもりはござい

ません。一般質問にもさせていただいたとおりに。

こういったところで、この地域においては、昨年

の議会の中でも申し上げさせていただきましたけ

ど、安城市の警察官内の中では、28小学校の中で

一番危険度が高いといったようなことが今うかが

えます。猿渡小学校区、西小学校区、１番、２番

です。ですので、そんなところも踏まえて、ぜひ

自転車通学といった部分をまた考えていただきた

いなと思いますけど、御答弁を再度いただきたい

と思うんですが。 

○教育長 

 知立中学校の自転車通学の件でありますけども、

28年前はその地区は自転車通学であったというこ

とでありますけども、学校では毎年道路状況も変

わってきます。また、交通量及び防犯の問題も毎

年変わってきますので、毎年定期的に点検をして

おります。そうした経緯の中で、今までも、ここ

が自転車通学だったところが徒歩になったり、徒

歩のところが自転車通学になったりして変わって

きた経緯というのは当然あるわけであります。学

校の徒歩か自転車かというのは教育委員会で設定

するのではなくて、学校が保護者、あるいは地域

の方々関係機関と話し合って学校が決めていくと

いうことでありますので、この地区につきまして

は、学校の方にも前にも尐し話をしてありますの

で、学校の方は検討し、そこのところを自転車通

学にするということであれば、教育委員会には当

然届けが出てきますので、それはそれで認めてい

くというスタンスであります。 

○杉原委員 
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 実を申しますと、教育長の答弁の中でですね、

ＰＴＡの方は今、検討してないと。なおかつ、地

元からの御要望もあがってないといったような御

発言があった思うんですけど、実をいうと、この

委員会を12月介してですね、すぐＰＴＡ会長に申

し上げさせていただきまして、なおかつ、先週の

３月６日の知中の卒業式の際にもＰＴＡ会長、そ

して知中の校長先生にお伺いしたところ、現在検

討されておるといったようなお話がございました。

ぜひともその発言に関しては、一般質問をさせて

いただいた際、学校の方は何も検討してないし、

地域からの御要望もあがってないということに関

しては全く違った発言だと思いますので、ぜひと

もこれは私自身も地域の方々から聞いて一般質問

をさせていただきましたことですので、もしこの

御要望がかなわなければ、今後署名なりしていき

たいといったようなことがございましたので、ぜ

ひともそこら辺は教育長の今後学校側の方ともも

ちろんそういった御答弁をされる際には気をつけ

ていただきたいなと思います。よろしくまたお願

いしたいと思います。これは結構です。今後のこ

とということで、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 続きまして、予算概要書の45ページ、自主防災

マップ作成事業に関してお聞きをしたいと思いま

す。 

 この150万円の事業に関して、今回どこの町内

を企画されておられるか。また前回、今までもや

っておみえになられたと思いますけども、終わっ

ておられるところの箇所に関して、また今後の予

定、そして、配布に関してどのような形で配布を

されているかということに関して、まずお聞かせ

いただきたいと思うんですが。 

○防災対策室長 

 自主防災マップ作成の件でございますが、まず

今年度、平成19年度で作成したところの町内でご

ざいますが、今御質問の町内は６町内でございま

して、一番初めに牛田町を作成をさせていただき

まして、引き続きまして西町、上重原、新林、西

中、谷田という６町を作成させていただきました。 

 これの配布という形での御質問なんですが、ま

ず、牛田町では牛田町の自主防災会の中の職員と

いうか、自主防災会の中に消防団ＯＢの方たちが

15名ほどお見えになって、自主防災会の中で町内

会に加入している方以外全世帯に配ろうじゃない

かということで、牛田町では、先ほど言いました

自主防災会の役員ですね、それら20名ほどになる

んですが、手分けされて全世帯へ直接戸別訪問で

配られたというふうにお聞きしております。 

 現段階で上重原町は今後、今週の日曜日か何か

にお集まりになって、消防団ＯＢで防災の協議会

という組織つくってみえるんですが、その方たち

も加わって全世帯に配るというふうにお聞きはし

ております。各ほかの町内も西町も一忚配布はす

べてまだいっておるかというのは確認はできてお

りませんが、町内会加入だけに限らず、全世帯へ

引っ張っていくということで手分けして配布され

るというふうにお聞きをしております。 

 それから、次の平成20年度以降でどこをつくっ

ていくかという御質問なんですが、本会議で総務

部長も御答弁させていただいたんですが、当初予

算としては３カ所の地区をつくっていきたいとい

うことで、まだ決定しておるわけではございませ

んが、せんだっての町内との市長の懇談会の中に

も一部質問が出たところもございまして、私も今、

担当部局の案としては、例えば今、八橋、来迎寺

とかを一つとした図面、逢妻町と西丘を一つにし

たような図面、あと、山屋敷ですとかそういう地

区で区長と御相談させていただきながら、この防

災マップ作成も非常にやはり町内の自主防災会で

作業的に非常も時間もかかります。直接作業をや

っていただきまして、私どもはアドバイス的とい

うか、印刷をさせていただくような形ですが、中

身的には各町のオリジナルでつくっていただくよ

うな形で、できるだけ自主防災会の意を酌んだよ

うな形でつくらさせていただくものですから、非

常に協議の回数を重ねますと作成になかなか時間

がかかりますので、当初は今３地区ですが、これ

はどれだけ時間がかかるかによりますが、もっと

やりたいというところが出れば、また補正等も考
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えていきたいというふうなことも考えております。 

 以上でございます。 

○杉原委員 

 最終的には、この自主防災マップに関しまして

は、各町内会との連携という形でお話をしていき

ながら決めていかなくちゃいけないといった部分

がございますけれども、予算の関係もございます

が、何年度をめどにこれを全知立市全域を完成さ

せるといった御予定があるのかどうかということ

をまずお聞きしたいのと、今お話ございましたと

おりに、各町内会に自主防災会、自主防災協議会

等が立ち上がっておりますけれども、今31町内の

中に幾つ今そういった形で立ち上がっておられる

かということに関して、この２点まずお聞かせい

ただきたいんですが。 

○防災対策室長 

 防災マップ作成の今後31町内あるのを何年ぐら

いでつくっていくかというような予定なんですが、

事務局としては、一忚つくりましては、ひとりよ

がりかもしれないですが、非常に好評といいます

か、各町内でもとてもいいという意見もいただい

ておりますものですから、できたら全町はいきた

いというふうには思っておりますが、先ほど言い

ましたように、非常に作業的にもやっぱりつくる

のに数カ月一町でかかります。協議等をさせてい

ただいて、図面を落として修正等加えさせていた

だきますと。ですから、平成20年では３地区をプ

ラスアルファで１地区か２地区というような格好

になってくるんじゃないかということで、やはり

作業的には平成21年、ないし作業のおくれによっ

ては平成22年までかかるかということがあるんで

すが、やっぱり地域的に特性といいますか、例え

ば、昭和地区は１丁目から５丁目までと、ほか６

丁目から９丁目までの地区と集合住宅等の形式が

違うものですから、図面のつくり方も非常にどの

ようにつくるかというのは今後の課題もございま

すので、今一概に何年度というので明確には答え

られないんですが、あと二、三年で全地区つくれ

たらということを考えております。 

 防災協議会で一番初めに先ほど言いました牛田

町が消防団ＯＢということでつくっていただきま

して、そのあと、西町が第３分団のＯＢの方で、

あそこの西町の場合は町内会の役員の経験者の方

が加わって、防災協議会という名称ではございま

せんが、自主防災会の中に恒久的メンバーで残る

というような格好で組織化されました。 

 それから、先ほどこの図面をつくらせていただ

いた６町の西町以外の後の４町、上重原、新林、

西中、谷田ですか、この４町も先ほどの消防団Ｏ

Ｂの方たちで防災協議会という格好でＯＢの方が

各町に残ってみえるという格好で、今、若干お聞

きしているのが第１分団で山町の方で消防団の先

輩の方で間瀬さんが主体になってですが、そうい

う組織を今後つくっていきたいというようなこと

でお話をお聞きしておりまして、それもまたほか

の地区でも波及すればということで、今お聞きし

ているのはこれだけの町内でございます。 

 以上でございます。 

○杉原委員 

 今議会の中でも出ておりましたけど、永五委員

からも御質問ございましたとおり、近藤部長も言

っておみえになりましたけど、ＡＥＤに関しては、

今後まだ作成されていないところに関しましては、

ぜひともそこのマップの中に落とし込みをしてい

ただきたいなと思います。 

 また、私も一般質問させていただきましたが、

公園において、上重原が今検討、近藤部長からも

お聞きしましたけど、ベンチをひっくり返すと火

が起こるような形でコンロになるような形とかで

すね、あとはトイレができるようなところといっ

たようなところが今後計画されているところに関

しましても、そういった落とし込みができる地域

に関しては、ぜひともそういった形で防災マップ

の中に記入をしていっていただきたいなと思いま

す。 

 最後の質問になりますけれども、予算概要書の

52ページ、犯罪抑止モデル事業に関しまして、こ

の事業に関しましても、我々の先輩である坂田議

員、また、同僚の山﨑議員が御質問をされました

けども、実質上、平成19年から始まった事業とい
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うことですね。現状平成19年におきましては、議

会の中でも質疑等でも出ておったかもしれません

が、どの地区、ちょっと聞き取れなかったところ

もございましたので、いま一度お聞かせいただき

たいんですが、犯罪多発地区支援とか、ボランテ

ィア団体支援とか、町内会支援に関しての今の実

施状況をお聞かせいただきたいんですが。 

○市民協働課長 

 犯罪の抑止モデル事業につきましては、平成19

年度に新たに平成19年度からまた３カ年というこ

とで予定をさせていただいている事業でございま

す。 

 平成19年に広報等で募集をかけまして、一忚申

請の上がったところ、それを推進協議会に諮りま

して決定をさせていただいて、物資による支援を

させていただいたという状況の中で、まず犯罪多

発地区ということで、これは杉原委員が議会でも

御指摘のように、知立小学校区、それから知立西

小学校区が非常に知立市の中で犯罪が多いところ

でございます。そこの中の区長が一忚代表者とい

うことになりまして、この小学校区２地区が犯罪

多発地区のモデル事業ということで指定をさせて

いただきました。 

 それから、町内会につきましては、10町内会と

いうことで、10町内会の内訳としましては、山町、

山屋敷、新地、上重原、新林、谷田、八ツ田、来

迎寺、西中、单陽区という10町内会でございます。 

 それと、小・中学校につきましては、市内の

小・中学校、小学校７校と中学校３校全校でござ

います。 

 それと、ボランティア団体ということで、知立

守君、西中のすみれ会、婦人会でございます。西

中の老人クラブ連合会、谷田町の防犯隊、八ツ田

小のあんしんみまもり隊ということで、以上のと

ころから防犯事業ということで手が挙がりまして、

協議会で決定させていただいて事業を実施して、

今実績報告書を出していただいているという状況

でございます。 

 以上です。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後３時11分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時19分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○杉原委員 

 市民協働課長、今言われたんですけど、早口で

言われたので、まだ書きとめれなかったものです

から、済みません、後ほどまた資料をいただきた

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 最後の御質問になりますけれども、今回この犯

罪抑止モデル地区という形で事業がこういった形

で進んでおるわけですけれども、先ほども休憩時

間にもちょっと話をさせていただきましたけども、

防災と防犯に関しては、私自身の見解の中では一

緒じゃないのかなと、地域の中でやっていかなく

ちゃいけないことに関しましては。ぜひともです

ね、この防災と防犯に関しての今ちょうど御答弁、

二課長からいただきましたけども、連携をとって

この部分が取り組んでいけるような事業になれば、

知立市にとってもこれ幸いかなと思います。 

 ぜひともこの見解を含めて、両課長にお伺いを

したいということと、防災協議会が立ち上がって

おりますので、その防災協議会、多分お話もされ

ておみえになられると思いますので、その見解を

お聞きして私自身の質問を閉じさせていただきた

いと思います。お願いいたします。 

○防災対策室長 

 上重原の場合は、消防団ＯＢで防災協議会とい

う組織を自主防災会の会長である区長の下に組織

をつくられて活動してみえます。やっぱり今、杉

原委員おっしゃるように、安心・安全のまちづく

りのためには災害地震のことだけ考えているとい

うわけにはいきませんので、牛田でも今、対忚入

っておるんですが、災害時の要援護者、そういう

お年寄りの人たちを地域の中で助け合うと、そう

いうのを今後必要ですし、そういう防犯の面も子

供たちを見守るという意味でも非常にこういう人

たちに活躍というか、そういう場はやっぱり広げ
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ていく必要があるんじゃないかということで、今

先ほどの防災マップにも絡むんですが、上重原の

方から御意見いただいているのは、あのマップに

あそこにお年寄りが住んでるよとか、そういうの

をシールに張って、名前はないんですが、そうい

う自主防災会でそういう図面の活用の仕方もある

んじゃないかということで、非常に防災マップの

活用がまた広がっていくような形を考えてみえる

ものですから、そういう意味で、先ほど言う防犯

の方も一体的にやられるのはいいのかなというこ

とで、できるだけ私どもは力になれるところがあ

りましたらお手伝いをさせていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○市民協働課長 

 私の方につきましては、今、委員御指摘の防犯、

防災についてということで、地域の方からいろい

ろお話を聞く中では、防犯、防災、交通というの

がどうしてもセットになって私のお話を聞くとい

う状況が現実にありますので、その中でも私の方

では防犯と交通については担当しておりますが、

防災については、やはり担当課が違うということ

で、これについては市の中で横の連携を本当に密

にしてこれから市民の方の要望に努めてまいりた

いと思っておりますけれども、やはり今、防災が

最初に自主防災会ということで、自主防災組織と

いうのを立ち上げて、いろんな町内では規約が全

部できている中で、今ちょうどこの防犯について

防犯のモデル地区を足がかりにして、今規約をつ

くってもらっている状況の中です。平成19年につ

きましても、10町内会にモデル事業ということで

実施をしていただいた中身としては規約をつくっ

てくださいというのは当然中身に入っておりまし

て、これは３カ年計画ですので、３カ年のうちに

31町内会全部が実施をしていただけるような形で

私の方は考えておりますので、３カ年のうちには

規約も全部何とかお願いをして、そこから一つの

町内の中で組織づくりができるように努力を私の

方ではしてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 それでは、当初予算でございますが、一通り当

初予算を見させていただきました。限られた時間

ですので、簡潔に質問をしたいと思いますが、今

回、予算が一般会計で216億円ということで、前

年度対比11.3％増ということで、一見みると景気

のいいお話にみえるんですけれども、それは市税

も尐し上がってきておりますから、そういう見方

も、また法人税も上がっておりますので、そうい

う見方もできるわけでありますけども、私は、こ

れからいよいよ大型事業が本格的に連立、そして

また、この区画整理事業、そしてまた、総合公園

といった大型事業がどんどんふえてくるわけであ

りますけども、この公債比率ね、先日副市長とお

話しする場がありましてみておりましたが、今は

公債比率は実質比率でも前年度10％でしたけども、

9.7ということで、名古屋市を除いて34市の中で

は真ん中より尐し上、ほんとにいい位置におるわ

けですけども、しかし、これが大型事業がどんど

ん進んでくる中で、最終的にはこの公債比率がど

れぐらいになるんだろうと。将来に子供たちに負

担を残してもいけませんので、しかし、連立も区

画整理事業も進めていかなくてはならないし、こ

うしたことから、また総合公園もスポーツの振興

ということから考えましても、また、公園の緑化

という観点から考えましても、これは進めていか

なくてはならないということで、その公債比率の

ことが非常に心配になってくる。 

 その公債比率につきましては、ここに平成18年

度から地方債の許可制度から協議制度への移行に

伴い起債制限等を行うための指標として導入され

た比率が18％以上になると地方債許可団となると

起債の制限を受けるということになっておるわけ

ですが、新法も出しておるというようなこともご

ざいましたけども、その辺のことと、そして将来

のこの大型事業が済んだ以降、どのぐらいのこの

公債比率になるんだろうかというふうに思うわけ

でありますけども、その辺のことについての簡潔

にお答えいただきたいというふうに思います。 
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○総務課長 

 まず、起債の協議制というお話でございます。

平成18年度から今までの許可制ということから協

議制に変わっております。今、委員おっしゃられ

ましたように、この公債比率が18％を超えると、

協議制になったものが、また許可制になってしま

うということであります。要は、今ですね、協議

制で許可をもらわなくても起こせる起債が、また

18を超えてしまうと許可をもらってでなければ起

こされないということになりますので、こういう

指標がなるべく上がらないようにということを気

をつけながら財政運営をしていかなきゃいかんと

いうことだと思います。 

 現在の公債比率につきましては、これも委員お

っしゃられましたように、９％ということであり

ますが、大型事業がだんだん進んでまいります。

連立で非常に多くの起債を起こしてくるという時

代がやってくるわけでございますが、今、試算を

しております中では、10％程度ということかなと

いうふうに思っております。 

 もう既に以前に借りた起債が、これでやがて終

わっていくものも出てまいりますので、そういう

ものが減ってくる、そうした中で、また新しい起

債を起こしていくということになりますので、お

おむね公債比率は10％程度ではなかろうかなとい

うふうな試算をしています。 

 以上であります。 

○馬場委員 

 わかりました。尐し安心しました。 

 副市長、12％ぐらいいくんじゃないかというよ

うな話でございましたけども、今、実は高浜市が

非常にいい施策をどんどんやってるねと思ってま

したら、公債比率が高いんですね。半田市が一番

どんじりで、次に高浜市なんですね。どきっとし

ましたけども、そうしたことで、尐し今10％程度

ではないかというお話を伺いまして、よいよいそ

うしたことも市民の皆さんにもお知らせをしなが

らね、市としてはこういうふうな考えでいきます

というようなことでお願いをしたいなというふう

に思います。 

 というのは、その連立で視察をしましたところ

も公債比率が非常に高くて、それにもどんどん進

んでいてやってるところがあるものですから、そ

んなことでいいんだろうかという思いがしました

けども、進めたからにはやり切る以外にないもの

ですから、その辺をお聞きいたしました。尐し安

心しましたけど、コメントがあれば。 

○総務課長 

 今、申し上げましたのは、ちょっと委員から公

債比率というようなお話が出たもんですから、公

債費比率で申し上げたんですが、協議制から許可

制と、そこの比率は18％というふうに申し上げた

んですが、これは実質公債比率が18％を超えます

と協議制から許可制というふうに変わってまいり

ます。先ほど申し上げたのは公債比率でございま

して、実質公債比率、これは今、委員もおっしゃ

られましたが、12％を超えるというふうに見てお

ります。 

○馬場委員 

 わかりました。よりよい財政計画で着々と進め

ていただきたいなというふうに思っております。 

 それで、中身に入りますけども、概要の44ペー

ジ、防災行政無線整備事業というのがあるわけで

ございますけども、同報無線が昭和54年から運用

開始して老朽化に伴って整備改修をやるというこ

とと、東单海地震による緊急地震の速報など緊急

情報が伝達可能となるように開示をすると。また、

知立市消防署の今あるところの通信室から同報無

線の親機を市役所庁舎へ移設して、それから全国

瞬時警報システムＪアラート、この中身をちょっ

とまた教えてもらいたいんですが、この内容どう

いうふうになるのかな。イメージの図は、見ると、

こういうふうになるのかなという漠然とした考え

なんですけど、これは専門的にまた尐し簡潔で結

構ですが、解説してわかりやすいようにお願いし

たいなというふうに思いますが。 

○防災対策室長 

 同報無線の親機操作卓の改修ということで、先

ほど今、馬場委員おっしゃいましたように、現在

の同報無線の設備そのものを基本的に変えるわけ
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ではございません。あくまでも昭和55年設置され

たアナログ式の同報無線、愛のチャイム、朝と夕

方流して、朝は定時のあれで、夕方は愛のチャイ

ムという格好で流させていただいておりますが、

アナログの放送そのものというのがテレビや何か

が2011年まででしかアナログは使えないというこ

とでございますが、電波のデジタル化ということ

が進められておりますが、防災行政用で使ってお

るアナログ無線は当面いつまで使える期限という

のは定められていないものですから、私ども今、

昨年の平成19年11月でまず一たん５年間の免許が

切れるような格好であったんですが、そこでまた

更新をさせていただいて、とりあず今、平成24年

の11月30日まではこのアナログ通信の行政防災の

無線が可能ということで、その後も無線は当面い

つまでということが明確にないということで、県

の方からも全国的にもアナログというのが普及し

ておりまして、当面このアナログを使うことをい

つまで制限するということは、今の東海総合通信

局ですね、電波を管理しておるところも決めては

ないということでございますので。 

 であるなら、昭和54年５月設置した今の非常に

30年たつような機械を非常に危機的に、ここ何カ

月は壊れてはないんですが、非常に平成16年ごろ

から万たび壊れるような形で、ほとんど部品が非

常に調達が不可能というようなところまできてお

りますので、特に壊れるところが親機の操作卓と

いうことで、そのものの更新をしない限りは、日

立の製品でございますが、この日立国際通信サー

ビスという子会社がメンテ１年間ごとに契約で維

持管理をしていただくんですが、その契約管理も

適正に部品が調達できないもので壊れると管理も

満足にできないような状態に近いということで、

そういう意味で、お受けすること事態も余り壊れ

るようですと、非常に問題だということが出てお

りまして、先ほどおっしゃいますように、緊急地

震速報のですね、それから、国民保護の関係も一

部あるんですが、Ｊアラートという住民の方へ瞬

時に知らしめる方法としてこの同報無線は非常に

有効であるということで、これの操作卓の一部の

中に同報無線の自動起動機という、それから制御

卓の中に改造してＪアラートのシステムを入れ込

むようなものをつけると、その緊急地震速報も含

めた住民の方に瞬時に知らせることができるとい

う改造になります。 

 今のままの機械ではそれは余りにも古いもので

すから、これが難しいということで、今回、先ほ

どおっしゃいましたように、消防組織が連合にな

りまして、消防の今の旧の通信室、４階になるん

ですが、そこに機器がありまして、ほんとに地震

でもあったら避難勧告出す場合に、放送するのに

私ども職員は向こうへ行かなきゃいけないような

状況で親機の操作卓、こちらにも一部あるんです

が、もう壊れてしまっておりまして、修繕が効か

ないものですから、それらをあわせましてこちら

へ持って来て、あとは22機の子機がございます。

受けるラッパがあるんですが、それらを当面は使

えるという形で、それらを使えるだけは使ってい

こうじゃないかと。中にはちょっと古いやつもご

ざいますので、次年度、平成21年にも一部子機の

方の修繕も計上をさせていただくような必要があ

るかということで、とりあえず平成20年度の親機

の操作卓は、今言いますように、当面は電波の方

の許可もいただける、なおかつ、有効期限も定め

られてないということで、できましたらこの設備

を災害時を考えますと、いろんな方法で地域防災

無線もアナログの同報無線もということでいろん

な手で市民の方にお知らせするような形には整備

していきたいということで、以上そういうような

形であげさせていただいたものでございます。 

 以上です。 

○馬場委員 

 よくわかりました。4,784万円も使うわけです

ので、親の方がＪアラームを入れ込むんだけども、

親の方がいかれちゃったらね、これはぱーだなと

いう感じがしましたもので、ちょっといろいろお

聞きしたんですが、その子機のね、22機子機があ

って、古いやつは改修していくと。それはいいん

ですが、聞こえない地域が結構あるじゃないです

か。議会からも、ここが聞こえないので何とか改
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修してもらいたいと。逢妻でも丸坪公園のところ

なんて全然聞こえんというようなことがあって、

丸坪が平成12年でしたか、東海豪雤でつかったと

きも全然聞こえずにね、何だったんだという話も

ありまして、そういうところをぜひふやしてほし

いとか、改修してほしいとかいろいろあったんで

すが、それはもう子機は新しくそういうところに

設置することはできないと、こういうことですか

ね。 

○防災対策室長 

 今回の計画でもって考えておりますのは、親の

操作卓の改修で子機の方は古いものは修繕等とい

うことは視野に入れていく必要があるかというこ

とで、この改修の計画を長期にあげさせて議論し

た中にもですね、一部子機が聞こえない、今、馬

場委員おっしゃるような聞こえないところの云々

とか、それから、まちの形態が、マンションがで

きたり衣豊線できたりということで、非常に伝わ

ってくる形態も変わってきとるじゃないかという

ことがありますと、そういう聞こえない対策はど

うするかというのを今後考えていく必要があるか

と思いますが、さきに共産党の委員からも御質問

等から提案があったので防災行政ラジオというの

が子機の届かないようなところはこういうものが

設置が今アナログでは可能なんですが、親機を直

さずにしてそれだけを先行というわけにもいかな

いものですから、今後いろんな方法考えながらで

すね、聞こえない地域ですとか、聞こえ過ぎるよ

うな地域の苦情等も若干あるものですから、それ

らを検討していかなければならないのかなという

ことは考えております。 

 以上です。 

○馬場委員 

 ぜひね、そういうところができるんでしたらお

願いをしたいなと。これは市民からね、ほんとに

この知立市の同報無線はいいという声を聞きまし

てね、刈谷市の方からも聞いとるんですね。ほん

とにこれはよくて、また５時になったらニニロッ

サの夜空のトランペットが鳴ると、ほんとにすば

らしいなと、よう知っとるなという感じもするわ

けですが、ぜひそういうことをできるだけ残して

いただきたいなというふうに思います。 

 もう一点、自主防災活動支援として防災マップ

の話がございましたが、共同で私も逢妻町と西丘、

一緒にそうだという話がありまして、これは正式

に話がありましたかね。両方の区長には申し入れ

するようにということを言っておりましたが、ど

うだったのか。先ほど杉原委員からもありました

が、ほかの地域からはそういう要望というのはな

いんでしょうか。なければもっとＰＲするべきじ

ゃないかというふうに思いますが、その点につい

てのお考えをお聞かせください。 

○防災対策室長 

 自主防災マップの件でございますが、正式とい

う形で平成19年10月ごろですが、西丘町の区長か

らは、ぜひ自分たちの町内もつくりたいという形

で、当該平成19年度中にはちょっと私どもの予算

と作業手順を考えますと無理ですので、平成20年

度以降では考えていきたいというようなことの御

返事はさせていただいて、そのときには西丘町だ

けでつくっても非常に地図が避難場所が知立小学

校が避難所ですとか、逢妻の公民館ですとか、逢

妻保育園になるものですから、西丘町だけという

わけにはいかないじゃないですかということで、

逢妻町と連携をとらさせていただいて、できたら

平成20年度以降ではということの御返事はさせて

いただいている。 

 ほかの地域も先ほどの杉原委員もおっしゃいま

したように、私どものＰＲもあるんですが、非常

によそのまちからつくったところからの伝えも聞

いてやりたいというお声は聞いてはおるものです

から、多分逆に私どもが作業手順の中に全部つく

れるかどうかというぐらいの心配でいけるんでは

ないかと言いますか、非常にやっていきたいとい

うふうなのは思っております。 

 以上です。 

○馬場委員 

 これ、好評ですよ、市民の方にはね。私も牛田

町のやつを見せていただいて、いろいろか話した

ら、もっとこういうふうなのをつけてもらいたい
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とかね、さっき老人のお話がございましたけど、

そんな話もありますので、ぜひね、できるだけ市

民の皆さんの意向を酌んで、避難所がどこにある

のか、それから、五戸水提供の五戸がどこにある

のかというそういうことも含めて、危険箇所も含

めていろいろか情報を提供するためには最大のも

のではないかというふうに思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 もう一点、災害用援護者対策、これが知立市で

非常におくれてますよね。これはモデル地区を検

証をしてという話があったかと思いますが、どう

いうことでしょうか。 

 要するに、要援護者活動は個人情報保護法とい

うのも一つはあって、なかなか難しい点もあるけ

ども、しかし、町内にもお願いをしてね、町内会

には名簿があるんですよ。御理解いただいて、ち

ゃんとあるわけですが、この要援護者の方に対し

て、こういうことでぜひともみんなで災害のとき

にはお助けに来ますのでというようなことで御理

解いただければできてくるのではないかというふ

うに思いますが、この辺のこれからの取り組み、

そして、いつごろまでにこういったものができる

のかというこの辺のことについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

○防災対策室長 

 要援護者支援に非常になかなか難しい取り組み

でございますが、モデル地区を検証しという形で、

何度も言いますが、牛田町が非常に先行して取り

組みをやっていただくような形で台帳づくりまで

平成19年度でできまして、ちょっと長くはなりま

すが、非常に個人情報の話もあるものですから、

このまま作業的に長くかかったことも含めまして、

ちょっとこの場を借りて御報告をさせていただき

ますが、牛田町の中で、災害時の要援護者のそう

いう隣近所で助け合う制度は、私からのお願いも

含めて御説明を平成19年度の初め、当初のころか

らお話をさせていただきまして、第１回の会合を

やはり町の三役ですとか、民生児童委員の方が牛

田町で５名みえますので、民生委員の方、それか

ら、先ほどの防災の協議会、牛田町防災隊といい

ますか、それらのメンバー含めましてお打ち合わ

せをさせていただいて、今後どうやって要援護者

の人たちをリストアップして帳面をつくるかとい

うことから入っていったわけなんですが、非常に

民生委員の方の持ってるデータだけで回るという

のも民生委員が行かれるときは一緒にいとけばい

いんですが、例えば、町の三役だけで回ったとき

には、あんた何をもとにここに来たとかですね、

いろいろ言われたときにお答えするのがすぐには

なかなかないんじゃということで、そういうお打

ち合わせを試行錯誤させていただきながら、それ

だったらいっそのこと一回町内全体で要援護者施

策を取り組みたいという形で、牛田町はこういう

ふうで取り組みたいという形のものを全町民の方

にアンケートを含めた回覧で、こういう制度でや

っていきたいということをお流しをして、それか

ら全体首長集会で牛田町、今68人おみえになるん

ですが、私ども行って御説明をさせていただいて、

要援護者の台帳つくるだけじゃ意味がない。それ

自体を助け合う支援者の方たちのお名前が入って

初めて、いざというときに活用できるんじゃない

かということで、そういう隣近所で支援する方も

当然ながら隣近所の方をという話を説明もさせて

いただいて、議論を重ねたんですが、やはり一番

ポイントは、台帳を個人情報の問題もあるんです

が、支援する方もですね、隣のおばあさんを助け

るのに東京におる息子が、おばあさん死んじゃっ

たのはおまえのせいで死んじゃったというふうな

ことで言われてもそれはたっとれないものですか

ら、その辺は責任までは伴わないんですが、やれ

る範囲の中でというようなことを含めまして、そ

ういう住民の方にも説明を二、三回させていただ

いて、それでやっていこうじゃないかということ

になったものですから、次にアンケートを回して、

そのアンケートを全町民の方に、どのぐらいの人

が要援護者として手を挙げるかということも含め

ました設問をつくりましてアンケートを取らさせ

ていただきました。それが９月から10月にかけて

850世帯ぐらいアンケートを取りまして、回答が

720世帯ということで86％ぐらい回答ということ
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で非常に高いアンケートの回答でいただけました。

このアンケートもまだ尐し問題があるのが、町内

会加入している人という格好で、加入していない

人はアンケートから漏れちゃうという問題がある

ものですから、まだ完璧なものにはならないんで

すが、非常にアンケートの回答率高くて、なおか

つ、自由意見も書いていただくような格好で出し

ましたら、こういう制度を待ってみえるというか、

こういう取り組みを高齢化社会に向けて必要とし

ているというようなことの意見が非常に多くて、

ぜひ進めてほしいということが特に多いというよ

うな形でございました。 

 ただ、その設問の中にも、支援者に回る側も隣

近所を助けますかという設問もさせていただきま

したら、解答では助けますよという格好で回答が

あったものですから、この10月でアンケートをも

って、そのあとにもう積極的に台帳づくりをやっ

ていこうじゃないかということで、台帳づくりも

先ほど言う要援護者、ひとり暮らしの高齢者、余

りふるいにかけずにいろんな人を登録したいとい

うような方をできるだけふるいにかけずに登録を

どうぞというような格好で回りましたら、最終的

な結果では45人の方が登録してみえます。この45

人の内訳を見ますと、家族中が障害を持った方た

ちとか、家の中で歩くのが難儀してるような方と

いうことで、非常に期待しているような方もおる

ということで、中には元気な方だなという人もあ

るんですが、余りふるいにかけずにということで、

45名の方が登録されました。 

 ただ、45名の方の中に、十幾つが支援者が埋ま

っておりません。自分から頼めないというか、隣

近所がつき合いが希薄かというようなことで埋ま

ってない方がございました。再度そのデータがあ

がってきたものですから、もう一回会合を重ねま

して、民生委員と一緒に全世帯登録した45人のと

ころを回りまして、隣近所の方とお話し合いをし

ながら、すべて45人の方は支援者が埋まったよう

な形で登録ができました。一忚これでモデル的に

は牛田が取り組みとしては、ただ、まだまだこれ

も実際にこれを災害いざというときに活用できる

かというデータの管理と更新と市役所の方も保管

はさせていただくんですが、これらを出てくる問

題もあるものですから、これらをほかの地区でも

同じような形も含めまして、地域での問題も含め

まして、取り組みを今後お話をさせていただいて、

ぜひ進めていただけたらということをほかの地域

にも進めていきたいというふうなことでございま

す。 

 以上でございます。 

○馬場委員 

 取り組みよくわかりました。ほんとに一生懸命

になってね、取り組んでいただいておるというこ

とで、ありがたいと思います。 

 逢妻も実はそういうことも進めていこうという

ことで、以前からもう大分になるんですけども、

ふれあいネットあいづまという組織がありまして、

そうしたお年寄りの方に声をかけて、まず出て来

てもらう。それからコミュニケーションをとって、

そして災害のときは助けてねといって向こうから

お話が来るぐらい今コミュニケーションがとれて

おりますし、市長いつもふれあいネット逢妻の方

にも御参加していただいて、ごあいさつをしてい

ただくんですけども、そうした地域もあるもので

すから、これから要援護者というのは、ほんとに

難しいところでありますけども、しかし、これは

大事なことですので、進めていかなくてはならな

いということで、私どもも協力をさせていただき

ますので、どうかしっかりと進めていただきたい

なということを要望しておきます。 

 次に、中央公民館の大規模改修の工事費、概要

の99ページでありますけども、これは昭和53年に

供用開始が始まって約30年経過して今回改修をす

ると。耐震診断については必要がないということ

が本会議で明らかになったわけでありますけども、

この中で、事業の概要としては講堂天五裏のアス

ベスト撤去、照明、音響機器、舞台装置改修、そ

れから事務所の窓口をローカウンターにする、茶

室を会議室に改修する、各部屋の壁、天五を改修

し、あわせて防音対策をするというようなことで、

本会議では自動ドアとかエレベーターとかそうい
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うものができなかったというお話がございました。 

 そこで、図書室の改善というお話もございまし

たけども、これは自動ドアとかエレベーターの設

置については、今年度は見送ったけども来年度は

大丈夫なのかと、見送ってないのかな、検討する

のかな、そこら辺がちょっとよくわからなかった

ので、もう一度お願いしたいと思います。 

○教育部長 

 一般質問で私の方は、平成20年度予算の中には

組み込みできなかったということで、平成21年度

に向けて実施計画の方を採択していただいて、平

成21年度にやっていきたいというお話をさせてい

ただきましたけども、市長の方から、言葉の言い

回しがちょっと正確には言えないところがありま

すけれども、平成20年度でできたらというお話が、

答弁をですね、そういうふうにされておるという

ことでございます。 

○馬場委員 

 わかりました。これもぜひバリアフリーという

こうしたことから、せっかく改修されるわけです

から、そういった市民の皆さんの声がございます

ものでね、それにこたえられるような対策をお願

いをしたいなというふうに市長を見込んで御発言

していただきましたけども、財政的にもバスが寄

附してくれたということもあってね、いろいろあ

りますけども、その辺のことを考慮していただい

てお願いしたいなというふうに思います。 

 それから、図書室の改善につきましては、これ

は今一番奥にあるわけですよ、２階のね。利用率

はどうなんでしょうか。こんな奥になって利用率

が高いのかなという感じがするんですが、結論と

しては、もう尐し利用しやすいように、円卓の会

議室が要るのかどうなのかというね、私も本会議

で質問させていただきましたけども、ここは改善

の余地があるんじゃないかというふうに思いまし

たけども、どうしても要るんだというんならでし

ょうが、どういうふうになるんでしょうか、計画

としては。 

○生涯学習課長 

 図書室につきましては、当初ボランティアセン

ター等いろんな話が出ておりましたけれども、そ

のままさせていただくということで、なるべく皆

さんがよく読まれる本をたくさん入れまして、尐

し入れかえていきたいなと思っております。 

 あと、こちらの円卓の部屋にいくと割と皆さん

に見やすい、入りやすい、よくわかりやすいとい

うことになるんですけれども、ちょっと部屋が狭

いということと、講堂から出てくるお客さんとか

ち合ってしまうということ、あるいはトイレの前

である程度騒音がするかなということで、今のと

ころで改善していきたいなと思います。まず図書

室がそこにあるということをわからない方がたく

さんおりますので、そこに図書室があるというこ

とを表示だけではなく、いろんなことを使って、

まずあるということを示させていただきたいなと、

ＰＲさせていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○馬場委員 

 これ、意思疎通はきちっといってますでしょう

か。そういうお考えでしょうか、部長。 

○教育部長 

 公民館の図書室の関係、本会議の一般質疑で答

弁させていただいております。そういった部分で

は、図書室の改善ということについては、私が答

弁したとおりそのつもりでおりますし、課長もそ

のつもりで改善をしていくと。部屋そのものは位

置を変えるというのはなかなか難しいと思ってま

す。ただ、先ほど言いましたように、できるだけ

わかりやすいように、利用しやすいようにという

ことは思っておりますので、そういうことを含め

てですね、改善をしていきたいというふうに考え

ております。 

○馬場委員 

 わかりました。 

 あと一つ、生涯学習の推進基本計画というのが

あるんですね。平成12年３月に出されております

けども、この中に、生涯学習のネットワークづく

りということで生涯学習総合相談窓口、生涯学習

ボランティアセンター、生涯学習アドバイザー、

生涯学習人材バンク、ボランティア人材バンクと
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いうようなお話がありまして、生涯学習ボランテ

ィアセンターが知立市の社会福祉協議会のボラン

ティアセンターと密接な連携を図り、学習活動の

中で福祉ボランティアが必要となった場合には十

分な対忚が可能となるような体制を整えますとい

うことで、平成12年３月、今向こうのボランティ

アセンターでやっていただいておると思いますけ

ども、この計画が出て10年たったわけでありまけ

ども、この相談窓口、ボランティアセンター、ア

ドバイザー、人材バンク、ボランティア人材バン

ク、これはよく進んでおるところもあれば、まだ

もう尐しというところもあるわけですが、この点

については、今後見直しがされるのかどうなのか、

今のままでいかれるのかどうなのかということで

ありますが、お願いします。 

○生涯学習課長 

 今回、公民館大改修を行いまして、まず一番大

事なところは、やはりエレベーターと自動扉でし

たけれども、それは先ほど部長が申し上げたとお

りでございます。 

 あと、次の目玉になるところは、事務所の改造

でございます。事務所が今現在、小さな窓口でお

客様を立たせて、また何かあったら待たせてその

ままやっておるわけですけれども、そこから出入

りをできるようにさせていただきまして、入って

いただいて広いフロアのところで対面式のローカ

ウンターでいろんな相談を受けると、また、御指

導させていただくと、そういったことで、その中

からいろんなものを考えていきたいなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○馬場委員 

 ローカウンターは、事務所とその隣の壁を壊し

て低くして対忚していくというお話ですが、そこ

で相談窓口もできるのかな。そうしたことで、ど

ういう形になるのかなというのが見えてこないん

だけど、あれが今、一人立って精いっぱいだわね。

２人並んだらいっぱいでという状況ですが、どう

いう形になるのかなと。あそこだけの話なのか、

ずっと奥の方に入るそこをカウンターするのかな

と、それがちょっと心配なんだけど、広くしてい

ただきたいなというのが希望ですが、どうですか。 

○生涯学習課長 

 今の事務所のまた奥に、ちょっと相談室みたい

なもともと館長室であったところがございます。

そことの壁が簡卖に取り外しできますので、それ

を広くいたしまして、職員はずっと下がりまして、

ローカウンターかなり長いものにいたしまして、

そこで受付もできますし、相談もできますし、そ

れから、またそのローカウンターのお客様が入っ

てきた手前のフロアにはテーブルを置きまして、

簡卖な相談もそこでできるというようにしたいと

思っております。 

 以上です。 

○馬場委員 

 わかりました。 

 もう一つね、生涯学習の地区推進員で各町内に

平成13年度に生涯学習推進員ということで、この

５年間をめどに地区推進員をつくって、そして、

この身近なとこで生涯学習を学ぼうということで、

かなりこの施策も進んでまいりまして、その後、

せっかくやったので、５年で終わるんじゃなくて、

もう尐し伸ばしてもらいたいという私も希望を出

しまして、何とか今７年目を迎えているわけであ

りますけども、要するに、この生涯学習のどうい

うことをやろうかということで町内が非常に悩ん

でおるというようなお話もございまして、見直し

も含めてやらないかんのかなということに思うわ

けでありますけども、この辺については、生涯学

習課としてはどのように考えているでしょうか。 

○生涯学習課長 

 ７年目ということでありまして、同じことで各

町内会、非常に次は何をやろうかということで悩

んでみえるかと思うんですけれども、また、こと

しは各町内会しっかり回りまして、写真を撮って

まいりまして、それとその内容をよくまとめまし

て、こういうことをやっておりますよと、あのま

ちはこういうことをやっておりますといって目で

見ていただく部分と言葉でお話しする部分とやり

まして、ひとまず続けてまいりたいと思います。 
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 ただ、それだけではなくて、あとはその中から

何か大きな結びつきができたて大きなグループが

できれば一番いいかなと思います。そこまでもっ

ていくのが私たちの使命だと思っております。 

 以上です。 

○馬場委員 

 生涯学習のメニューはほんとに幅広く行ってお

りまして、メニューを見させていただいても、ほ

んとにＰＲも含めて情報も含めてね、４月１日ご

ろでもね、毎年のこういうことをやりますよとい

うことで広報ちりゅうの方できちっと流していた

だいて、幅広くやられておりますので、もっとも

っとほんとに生きがいづくりというかね、その地

域の方が、どこでもだれもがどこからでも学習で

きるような体制は今後とも続けていただきたいし、

それがまた生きがいにもなりますし、また、元気

よくなる秘訣ではないかというふうに思いますの

で、その点についても願いたいと思います。 

 最後に、中央公民館の名称の話が出ました。中

央公民館をそのまま残したらいいんじゃないか、

あるいはこの生涯学習センターの名称を変えてい

ただきたいという要望もございました。私は、こ

れ聞いておりまして、市政会の議員が平成18年３

月、そしてまた、平成19年９月に御提案があって、

しかも平成19年９月議会では市長が答弁をして、

その中には最終的に生涯学習センター、当市とし

てはそういう方向でいくのがいいのではないかと、

いいなというふうに思っておりますので、中央公

民館という名称については全くこだわりなく学習

センターの方で私は思っておりますので、よろし

くお願いいたしますというふうで明確にこれは答

弁を市長がされておるというようなことでね、こ

れは名称はどういう名称でもいいんですが、例え

ば、生涯学習ふれあいセンターとかね、もっとや

わらかくとかね、そういうようなことで、せっか

く生涯学習センターとしてということで市長が答

弁をされているこの重みをやっぱりきちっと受け

てですね、そしてそういう形にしていただきたい

なと。きちっと答弁しとるわけですから、お願い

したいなというふうに思うんですが、これについ

てはいかがでしょうか。 

○教育長 

 公民館が大改装されて新たにスタートするとい

うことであります。今まで中央公民館という言葉

を使ってきたわけでありますけども、公民館法の

改正もありまして、公民館の呼称については必要

に忚じて利用者である地域住民に親しまれるよう

な呼称をつけることについても考えられることと

いうように平成15年度になっております。中央公

民館ができたのはそれ以前でありますので、当然

公民館という名称を使っているわけですけども、

この改装を機会に名称を考えていくことも大切で

あるし、同じ中央公民館という名称を使うことも

必要であるけども、市長の発言もありました。 

 昨日、定例教育委員会がありましたので、議会

でもそういう問題が出ておりますけども、多くの

人の意見を聞くわけですけども、とりあえず教育

委員の意見を聞きました。この公民館法の改正で

地域住民に親しまれるような呼称にしたらどうだ

という意見もありました。公民館っていうのもレ

トロ的で田舎くさいというお話もあるけども、そ

れも捨てがたいなという意見もありました。それ

から今、ふれあいという言葉が出ましたけども、

ふれあい学習センターというのも、そうしますと、

ふれあいというのは非常に幅広い言葉で意味があ

って、障害児教育やってみえる方は、ふれあいと

いうと障害者のふれあい、お年寄りとの老人福祉

やってみえる方は、お年寄りとのふれあいという

ので、ふれあいセンターというのは障害児センタ

ーのことをそういっているところ、人にはいろい

ろの思いがあって誤解を招くので、やはり大切な

ことは、この市民に親しまれることならば今回の

改装を機会に、できるだけ多くの人の意見を聞い

てやることが大切ではないかと。 

 それとあわせて、中央公民館が改装されたとい

うことを知らしめることも必要だし、中央公民館

はこんな活動をするところですよという生涯学習

のことを啓発していくためにも必要だという意見

もありました。 

 それから、いわゆる生涯学習といっても、どう
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も年配の方が多いけども、将来の生涯学習の担い

手は子供じゃないかと。子供にもアンケートを取

ることも必要ではないかといういろんな意見があ

りました。いずれにいたしましても、幅広く声を

聞いて、市民に親しまれる名前にした方がいいの

ではないかという意見がありまして、今のままで

もいいし、変えてもいいし、とにかくそういうこ

とをやって方がいいじゃないかという意見があり

ましたし、今言われましたように、市長がそのよ

うに答弁されております。それは十分に尊重して

いこうと思っておりますけども、市民の皆さんの

意見も聞いていきたいなということを思って、教

育委員会が決めるべきものではないと私たちは思

っておりますので、教育委員会ではこのような名

前が、このような声がありましたよということと

市長部局との話し合いをしていくことが必要じゃ

ないかと、そんな話し合いを昨日させていただき

ました。 

○馬場委員 

 同感です。やっぱりね、市民の皆さんの子供た

ちも含めて、生涯学習は生まれてからお年寄りま

で幅広くやることですので、いろんな御意見をお

聞きして、よりいいものにしていただきたいなと

いうふうに思いますので、教育長、ひとつよろし

くお願いします。市長答弁もございますのでね、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 最後にもう一つね、予算書の243ページに地域

スポーツクラブ準備委員会報償金というのがある

んですけど、ことしこれ、どのような進捗状況を

ちょっと教えていただいて質問を閉じます。 

○スポーツ課長 

 総合型地域スポーツクラブの創設、育成という

ことで昨年から準備を始めて、昨年というよりも

随分前から話があがっておるわけですが、予算的

には委員の報償金という形であげさせていただい

ております。 

 去年、実は单小学校区をモデル事業として勧め

たいというお話をさせていただきました。各町内

会区長の方に、その推進の母体となっていただく

委員の選出をお願いしたいということで、谷田町、

新林町、西中町それぞれの区長にお話をさせてい

ただいて、目星をある程度つけていただいた町内

もありましたし、どうもうちの町内はそういう人

がいないなということでいろんなお話をお聞きし

ましたので、その地域から選出されている体育指

導委員、あるいはその地域でスポーツ活動をやっ

てみえる方にもいろいろお話をさせていただいて、

できれば各町内から２人か３人そういう推進の母

体になっていただける方を選出していただけない

だろうかということで何度もお願いをしておりま

したですけども、なかなかそれがまとまらなかっ

たということで、平成19年度については、ちょっ

と委員会というか、そういう準備会が開けなかっ

たということでございます。 

 これは前回の議会の中でもお話しましたけども、

できれば平成21年４月がいいんですが、平成21年

度中には発足したいという御回答をさせていただ

いたと思いますが、それに向けて、当然平成20年

度についても、その準備会をやっていくというこ

とで、今度区長も当然おかわりになりますので、

またこの新区長に再度働きかけをして、もう当初

から準備を進めていきたいなと、そんなふうに考

えております。 

○馬場委員 

 これについてはね、刈谷市が非常に進んでおり

まして、一遍そんな刈谷市も勧めているリーダー

にお招きして、いろいろ御意見をいただいて、立

ち上げの段階でどういう苦労があったのか、また、

どういうような形でやられたのか、そして財政の

ことにつきましても、資金につきましても、いろ

いろかお聞きして、幅広く調査していただいて、

よりいいものをつくっていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○林委員 

 それでは、質問させていただきます。 

 予算の概要の16ページです、一般会計予算性質

別一覧表です。先ほど馬場委員もおっしゃられて

おりました。馬場委員は、先ほど公債費負担比率

という視点で申されておりました。私は、これか
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ら大型事業がいろいろ入ってくるという中で、も

う一つの指標と言いますかですね、大きな指標と

いたしまして、財政の硬直化を示す大事な再生指

標として経常収支比率というのがやはり気になる

なという視点で質問をさせていただきます。 

 知立市は、現在、平成18年度決算で、たしか

85％だったというふうに記憶しておりますが、そ

のあたりお聞かせいただきたいと思います。 

○総務課長 

 経常収支比率でございますが、平成18年度決算

で申しますと82.2ということになっております。 

○林委員 

 財政省の中のこの経常収支比率では、国が指導

する経常経費の抑制に留意すべき分岐点というの

が80％というふうに書いておりまして、この計上

収支比率ですね、先ほどの公債費率と違いまして、

これはほんとに現実的な問題としてこの16ページ

見ていただくとわかりますけど、人件費、そして

物件費、また公債費、福祉をたくさんやれば扶助

費がどんどんと伸びていく、これが現実問題です。 

 先ほどの公債費比率の場合は、元利償還は減っ

ていく、新しい新発債を起こさん限り減っていく

という性質なんですけども、これは大型事業をや

れば当然ふえていく。減る方向よりもふえていく

方向ですね。なおかつ、市民の視点に立った福祉、

教育をやればやるほどふえていくということで、

私、財政指標を注目するときには、やはりこの経

常収支比率というのを常に注目していかないと、

例えば、東海地震とか東单海地震が発生したとき

には、一発で沈没してしまうというようなおそれ

が多分にあります。 

 財政担当課長御案内のように、東海地震じゃな

くて中越地震ですね、あのときに非常に被害を受

けた地方自治体、今非常に苦しんでるんですね。

あの復興のために非常に起債を起こし、そして建

設事業をやった中で元利償還も非常に膨らんだと。

そうした中で、福祉がやはり立ちおくれていくと

いう現実があるわけでございまして、常にこの経

常収支比率は注目をしていかなきゃいけないとい

うふうに思っております。 

 そうした中で、大型事業やればふえていく。知

立市は、刈谷市、安城市、豊田市が御案内のよう

に財政力指数がベストテンに入っているというこ

とで、非常に市民の方は行政水準を高く高くとい

うふうにもってくるわけでございまして、知立市

に置かれた立場というのは、非常に経常収支が膨

らんでいくという構造になっているということは

しっかりと認識していかないと、しっかりとある

意味ブレーキをかけるということをやらないと、

どんどん経常収支が膨らんでいくということをし

っかりと御認識をいただきたいと思いますが、そ

うした考えでよろしいかどか確認お願いします。 

○総務課長 

 今、委員おっしゃいますとおり、経常収支比率

が上がってまいりますと、非常に財政の硬直化を

起こすということで注意をしておるところでござ

います。現在の経常収支比率、先ほど平成18年度

で82.2というふうに申し上げましたが、平成14年

がピークと言いますかね、89％というような数字

があったときがあります。それに比べますと、

徐々に最近下がってきておるというのが現状かな

というふうに見ております。 

 しかし、今、委員おっしゃられましたように、

いわゆる経常経費をたくさん使っていくという事

業がふえてまいりますと、この比率が上がってま

いります。公債費、あるいは扶助費というような

ものも上がる要因でありますので、ここら辺も注

意をしていく必要があると思うます。 

 ただ、この経常経費が上がれば上がるほど基本

的には上がっていきますが、分母になりますいわ

ゆる税収を中心とした標準財政規模、こうしたも

のも関係がありますので、ここら辺の税収の伸び、

こうしたものを見ながらいろんな施策をしていく

ことが大事かなというふうに思います。 

 以上であります。 

○林委員 

 そうですね、分母をしっかりと上げていくとい

う作業をしていくということも当然ながら大切な

ことでございます。 

 経常収支比率高くなってきますと、財政の担当
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されてらっしゃる方は、やはり予算編成時におい

て非常にシビアな査定をせざるを得ない。例えば、

本会議でも話題になりました介護老人福祉、寝た

きり老人福祉手当ですね、あれ、たしか介護保険

制度始まる前は300万円の予算だったと思うんで

すね。そのお金を、やはり刈谷市、安城市はつい

てるんですけども、知立市はつけれない。300万

円つけれないということは、やはりそこで財政担

当の方々は健全財政というのを標榜しないかんと

いうことで切らざるを得ない、そういうような佐

用が当然働くわけでございまして、また同様に、

外国人、例えば、東小学校何とかしないかん。し

っかりと東小学校40％も外国人がふえている。何

とか教育環境をしっかりやらないかんという議論

がある中で、やはり経常比率上がっちゃうなと、

やはりそういうような頭がそういう考えがめぐっ

てくるわけでございまして、そうしたものをしっ

かりとやりながら大型事業をやっていくと、そう

した視点をやっていかないと、ほんとに福祉を欲

している、また、教育を欲している方々に目が届

かなくなっていく。そんなことをしっかりと財政

担当の方々、また、企画担当の方々も御認識をい

ただきたいと思います。 

 ちなみに、文化会館パティオ、私おかげさまで

活用させていただいております。非常にいい施設

です。しかしながら、非常に経常経費これで膨ら

ましているんですね。どのぐらいかかっているか

御案内ですか、パティオですけど、１年間で。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後４時21分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時29分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習課長 

 文化会館の経常経費でございますけれども、平

成20年度は文化会館指定管理料ということで、一

本で２億4,692万6,000円でございます。 

 以上です。 

○総務課長 

 そのほかに起債の償還金といたしまして、公債

費でございますが、文化会館の元利償還金で平成

20年度当初予算にあげさせていただいておるもの

の一部でございますが、３億8,330万円ほどあげ

させていただいております。 

○林委員 

 そうですね、文化会館非常にいい施設というこ

とで、私、利用していると市民の方は、もっとこ

うしてほしい、ああしてほしいとか言われるんで

すね。そうした中で、これ１年間どれだけかかっ

ているというふうに私が聞きまして、私が、これ

合わせて今６億円ぐらいかかってるんだよ、１年

間に６億円ぐらい経費かかってるんですよという

と、みんな唖然とされてですね、それ以上何も言

わなくなるというぐらい皆さん知らないんですね。

この経常経費にどれだけかかっちゃうかというこ

とを知らない。６億円というのは知立市にとって

は、御案内のように常備消防で６億円ですね。僕、

６億円あれば、例えば、さっきの東小学校の教育

問題も非常にクリアになってきますし、先ほどの

介護老人寝たきり手当でもうはうはじゃないです

けど非常に手厚くできる。そこで、どこまでが福

祉給付をやるかというのはやはり問題なんですけ

ども、大型事業やるときには必ずこの経常経費が

どれだけかかるかというのを常に見越してやって

いかないと、後で何だという話になっていっちゃ

って、市民の方から不満がたらたらといいますか、

ほかに事業が回らなくなっちゃったなみたいな形

になりますので、ぜひともそのあたり気をつけて

やっていただきたいと思っております。 

 続きまして、予算書の91ページお願いいたしま

す。協働のまちづくり推進講師報償金、これにつ

いてちょっと教えてください。 

○市民協働課長 

 協働のまちづくりの講師の報償金につきまして

は、この平成19年からまちづくり委員会というの

が市民協働課の方で担当させていただいておりま

して、まちづくり委員会の中で講師の報償金とい

うことを考えておりましたけれども、今回につき
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ましては、協働のまちづくりのための職員向けの

ＮＰＯの方の講師によりまして職員の研修会を開

催をいたしました。 

 次年度につきましても、やはりＮＰＯ、それか

らボランティア関係について職員の意識がやはり

まだ、研修をした後にアンケート調査を実施しま

したけれども、やはり意識がまだ尐ないというア

ンケート結果も出ておりますので、そういうこと

を踏まえて、対象者を検討して、また平成20年度

についても実施をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○林委員 

 まちづくり委員会の関係の予算ということです。 

 知立市は、今、輝くまちみんなの知立という総

合計画で、キーポイントは御案内のように、市民

と市行政との協働です。市長も、やろまいという

ことで、やろまい市長室を開設をしていただいて

おります。やはり市民との協働というのがこの総

合計画を成功させるか否かというところがポイン

トになってるわけでございまして、そうした中で、

知立市は鳴り物入りで平成17年度、他市に先駆け

て市民まちづくり条例がつくられました。 

 そしたら、その中で、いろいろな市民のまちづ

くりへの参加のしかけ、手段というのも設けてお

ります。パブリックコメントだとか、情報共有、

そして市長の説明責任、その中で、やはり大きな

ポイントになる、また大きく育てていかなければ

いけないなと思うのが、私は、今、課長がおっし

ゃられたまちづくり委員会だというふうに認識し

ているわけでございます。まちづくり委員会の

方々には、非常に私、期待をしておりますし、そ

して現実に非常に大きな活躍をされておらっしゃ

るというふうに思いますが、課長はどういう御認

識かお聞かせください。 

○市民協働課長 

 現在まちづくり委員会につきましては、平成19

年度ですけれども、去年公募をさせていただきま

して、13名の委員の方が現在活動をしていただい

ております。途中でオブザーバーの方ということ

で、途中から参加した方も三、四名現実にはござ

います。その中でも、これで３月に自主研究組織

のテーマであります提言ということで提言書を今

作成をしていただいているところでございます。 

 まちづくり委員会の委員それぞれの活動状況を

見てみますと、ほんとに今現在実施しているのが

月に２回、水曜日の夜７時から９時まで、それか

ら、土曜日の夜７時から９時までということで、

月に２回に分けて実際に活動をしていただいてお

ります。その中で、自主的に現在部会に分かれて

いるわけですが、３部会に分かれておりまして、

その部会の中で、また自主的にそれぞれの活動を

別にしているという状況もございます。まちづく

り委員の方には、いろいろ市に対してのいろんな

要望等それから尐しでも市の行政に向けての助言

をいただきながら、私の方もいろんな話の中では

市の体制づくりについて勉強させていただくこと

もありますので、今現在ちょうど私の方１年目で、

実を言いますと、１年でまだほんとにはっきりし

た方向性をどういうふうにしていこうかというの

は、正直言って今、迷っている状況の中ではござ

いますけれども、やはり自主研究組織ということ

でございますので、このまちづくり委員の方たち

が、これからいろんな活動を通じて地域で、また、

その地域の中のリーダーとしていろんな後継者の

育成を図っていただきたいというのは、私として

はそんな気持ちでおりますけれども、今やはりこ

のまちづくり委員会が平成17年にできまして、平

成17年からの公募の人数を見てみますと、20名い

かないぐらいの今までの過去の例がありますので、

市民の方に対する私の方のこういう会でのＰＲ等

も十分にさせていただいて、市民の方に理解をし

ていただくことが非常に重要だなというふうには

思っております。 

 以上でございます。 

○林委員 

 今ですね、つらつらと説明していただきまして、

ありがとうございます。 

 やはり課長の方も、自主研究グループとして地

域のリーダーとして活躍していただきたい。だけ

ど、なかなか公募しても集まらない、そんなジレ
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ンマがあると思います。 

 これはですね、御案内のように、知立駅前広場

のムクドリ対策とかですね、その他いろいろ机上

の勉強だけじゃなくて実際に行動する、活動する、

そんな形で、やはり市民協働のほんとにモデルと

なっていくところかなと、非常に大きな期待をし

ておりますし、先ほど申し上げました近隣にもな

いまちづくり基本条例の柱であり、肝である、他

市も、非常にこれ注目しておるわけですね。この

ムクドリ対策のときも注目されてまいりました。

そうした中で、非常に今後も育てていかなければ

いけない大事な団体であり、自主研究グループで

あると認識しておりますが、市長、その辺の御見

解お聞かせいただけばと思います。 

○本多市長 

 まだ年数的には非常に浅いんですけどもほんと

に幅広くやっていただいて、また、ほんとに一つ

のことをしっかり掘り下げて、最後の決と申しま

すか、そこまできちっとやっていただけるそうい

う皆さん方の集まりだと思って、ほんとにありが

たく思っております。 

 ただ、先ほど課長も答弁させていただきました

けれども、メンバーにつきましては、人数がそれ

が妥当なのかどうかちょっとわかりませんけれど

も、まだ３年目になりますけれども、これからも

こういう組織がきちっとしておって、その条例が

生かされていくというふうに思っておりますので、

引き続き市民の多くの皆さん方に参加をいただい

て、いろんな発想をですね、自主研究組織であり

ますので、いろんな発想を出していただけること

を期待をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○林委員 

 市長からもですね、非常にまちづくり委員会は

市民協働のまちづくりやる上において、非常に大

事な大切な組織であり、また研究会であるという、

委員会であるというふうに御認識いただいており

ます。 

 そうした前提に立ちまして、81ページ御案内い

ただきたいと思います。 

 今回、新たに81ページの総合計画市民まちづく

り委員報償金、これが95万2,000円あがっており

ます。これについて若干の説明をお願いいたしま

す。 

○企画課長 

 総合計画市民まちづくり委員の関係だと思いま

すけど、これにつきましては、第５次総合計画後

期基本計画に掲げる施策体系に基づき、施策を実

現する上で市民の役割と市民として何をすべきか、

できるかを検討する、そういうような会議でござ

います。 

 以上でございます。 

○林委員 

 これがまちづくり委員報償金、先ほど議論をさ

せていただきましたまちづくり委員会、非常に私、

わかりにくい部分がありまして、そのあたりを聞

かせていただきたいという趣旨で今、企画課長答

弁していただいたんですけど、先ほど私がここで

議論させていただいたまちづくり委員会と、そし

て、今この総合計画市民まちづくり委員とどこが

違うのか。また、あちらの方は無料、無料という

たら何ですけど、手弁当でやってらっしゃるわけ

ですね。こちらの方は有料、有料というたら何で

すけど、お礼を出されるわけですね。どんな違い

があるのか。課が分かれるわけですね。先ほどは

市民協働課が所管されて、こちらは企画課ですの

で、企画部長の方から、どういう違いなのか御答

弁聞かせていただきたいと思います。 

○企画部長 

 このまちづくり委員会と今回当初予算でお願い

しております総合計画のまちづくり委員報償金と

いうことですが、たまたま名称がまちづくり委員

というようなことで、非常にまぎらわしい部分が

ございますが、これはまず初めに、まちづくり委

員会の方でございますけども、これはまちづくり

基本条例の規定に基づいて市民の自主研究組織と

してそういうものを設置していくんだという規定

に基づいて設置をさせていただき、委員を公募さ

せていただいているものでございます。いわば、

ある意味で言いますと、そういったまちづくり基
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本条例の具体的な活動をしていただくそういう一

つの協働のまちづくりの一つの形を具体的に今や

っとっていただくと皆さんかなと。先ほど市民協

働課長も申し上げましたけども、いろんな具体的

な市民として何ができるのか、そういったことも

含めて、行政へのいろんな提言、そんなものを自

主的に研究してですね、いろいろ市に対して御提

言をいただくというような形でございます。 

 今般お願いしてます総合計画策定におきますと

ころのまちづくり、これ、広報では市民プロジェ

クト委員募集というようなことで募集をさせてい

ただいておりますけども、これは先ほど企画課長

も言いましたけども、後期の基本計画を策定する

一つの市民参加のしかけと言いますか、基本計画

をまとめる際の市民参画の一つであるということ

で、具体的には、今それぞれ事業課が後期の基本

計画のためのいろんな施策、事業を今一つの決め

られたシートにまとめている作業をしております。 

 今回のこの委員、市民プロジェクトの皆さんに

は、こういったそれぞれの施策を市民の立場でど

んな市民参加、市民としてできることがあるのか、

そういったことをそれぞれ御意見をいただき議論

をしていただいて、それぞれの施策におけます市

民の行動指針と言いますか、そういったことを定

めていきたい。それを今度の後期の基本計画には

そういう中身を盛り込んで、名実とともに第５次

の総合計画の市民協働というものを前期に加えて、

さらにその辺を鮮明にしたわかりやすい計画をつ

くっていきたい。そういったことで、その作業と

して、一般質問のときにもありましたが、非常に

限定された期間でございますので、これで大丈夫

かというお話もありますけども、何とかその後の

総合計画審議会でのいろんなまた御議論もお願い

するというそういうスケジュールもございますの

で、何とか今、私どもが考えておりますスケジュ

ールの中でまとめていただければありがたいな。

そのためには、もちろん市の職員もその中に参加

もさせていただきますし、コンサルタント、総合

計画の関係をお願いしてますそういった専門家に

もそこの中に入っていただいてスムーズに進めて

いきたいなと、そんなふうに思っております。 

○林委員 

 市民協働、そして総合計画を所管される部長答

弁聞かせていただきました。 

 私、ほんとに市民参加というものを真剣に考え

ていただくと、そういうほんとに形になってくる

のかなという非常に疑問を感じるんですね。これ、

今回の総合計画のまちづくり委員会は、たしか公

募も含むと、そして有料、そして、たしか３カ月

ですね、あて職の方はどなたも入られないですね。

あて職の方は、例えば体育協会とか商工会とかＪ

Ｃの方々は、その上の組織、そちらの審議会の方

で有識者ということで専門的な御意見いただける。

それは有料でもそうした位置づけなのかなという

認識あります。 

 私、有料、無料という話にはそうこだわらない

んですけれども、ただ、ほんとに市民参加という

のを真剣に考えるのであれば、例えば３カ月と今、

部長懸念されたように、ぱっと公募をされてです

ね、３カ月で何ができるんだという話で、先ほど

13名の市民協働課が所管されるまちづくり委員会

の方々、月に２回ですね、勉強会をほんとに毎回

毎回開かれて、難しいな、難しいなという話の中

で、こつこつとやられて、もう２年やってらっし

ゃる方もいらっしゃいますし、現実に活動されて

いる。こういうのも行政になると難しいなという

ことで今こつこつとやられて市長に提言されてい

るんですね。この方々、有料で集まってくだいっ

て、３カ月ですよ。３カ月で実際何を期待される

かというのは非常に私、疑問なんですけども、そ

の辺、部長どうお考えですか。 

○企画部長 

 今、報償金の問題も出ましたけども、先ほど申

し上げましたように、まちづくり委員会は、あく

までも市民の自主研究組織ということで、そうい

ったことにお気持ちのある方がお集まりいただい

て、ほんとに真剣に勉強していただいているとい

うことでございます。 

 このこともまちづくり基本条例の策定の段階、

準備の段階でも、今思えばその辺の議論もいたし
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ました。そういった条例で設置していくそういう

委員会ですので、何がしかのそういう報酬なり、

そういったことを必要じゃないかというような議

論も内部ではいたしましたけども、やはり基本的

な考え方は、今の形ですね、それでやっていくと

いうのがベストだろうということ。それにもかか

わらず、高い志を持って御参加いただく、そうい

った皆さんが議論していただく、そういったとこ

ろに価値があるんだというふうに考えているわけ

でございます。 

 一方の今回お願いします総合計画の市民プロジ

ェクトにつきましては、あくまでも後期基本計画

を作成するための市民参加としてその計画づくり

について具体的に御意見をいただく、参画をして

いただくということでございまして、そこで示さ

れたいろんな市民参画の形、市民協働というもの

が実際に動き出す部分では、それはまちづくり委

員会と同じように、やはり市民の熱いボランティ

アのお気持ち、そういったものに支えながらやっ

ていかざるをならない部分というのが相当出てく

るんじゃないかな、そういうふうには考えており

ますけども、いずれにしても、今回のこの市民プ

ロジェクトにつきましては、そういった基本計画

策定のための限られた期間でのいろんな御意見を

いただくそういう場面だということでございます。 

 なぜこれがそういった部分で生かされるのかと

いう御趣旨でございますけども、私どもの方とい

たしましては、そういった行政側がいろいろ今、

各施策、事業等についての原案づくりを今してま

すけども、やはりそこには行政側だけでその市民

協働というようなことを言っておっても、これは

なかなか具体化できない部分であろうというふう

に思っておりますので、それぞれの施策について

ですね、市民の立場からどの辺のどういう形で、

どういうようなことが市民としてかかわり合いを

もっていただくのか、それが結果として協働とい

うことになっていくわけですけども、どういうこ

とをすればいいかというその辺の具体的なところ

を御意見をいただくということでありますので、

そういうものに基づいてですね、それらの施策が

協働という基本的な考え方の中で、今後、展開さ

れていくというふうに考えております。 

○林委員 

 なかなか難しい話であれなんですけども、清水

部長の考え方の中で、こちらの方を有償にされて、

有償、無償というこだわっちゃあれなんですけど

も、こちらの方を有償にされて向こうが無償とい

うのは、どこで線引きされるんですか。審議会の

場合は、先ほど申し上げましたように、商工会代

表ということで、専門知識が必要だよという理由

づけにはなるんですけども、今回のこの３カ月と

いう期間限定で一般公募されて、全く同じような

形でやられ、どうしてこちらを有償にされて向こ

うが無償なのかというのをお聞かせいただきたい

と思うんですけども。 

○企画部長 

 一緒というふうに今もおっしゃいますけども、

その違いは、先ほど御説明させていただいたと思

いますけども、あくまでもまちづくり委員会は、

そういった条例に基づいて置かせていただいて、

その構成員は公募する。で、そこでは自主的な研

究活動をしていただくということで進めていくも

のであります。原則は無報酬。もちろんそこで活

動に必要ないろんな消耗品類等のものがあれば、

それは市の方も一定の支援をさせていただくとい

うことは考えなくてはいけないことだと思います、 

 一方、今回お願いしてますこの市民プロジェク

トですね、こちらの方は、市の方がそういった作

業を市民の方に参画して、言い方がちょっとあれ

ですけども、お手伝いしていただくというような

ですね、そういったあえてその無償か、無償でな

いという部分で線を引くとするならば、そういっ

た思いもあるということでございます。 

○林委員 

 余り言ってても堂々というか、私はわからなか

ったんですけども、ただ、私ですね、なぜこうい

うふうに言わせていただくかといいますと、先ほ

ど来、まちづくり基本条例の柱は、このまちづく

り委員会、一つの柱はまちづくり委員会、まちづ

くり委員会の方々は、今の答弁、たしかここにま
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ちづくり委員会の方々がおられたら非常に白ける

んですね。まちづくり委員会の方々というのは何

をモチベーションにしてるかというと、やはりや

る気ですね、しっかり期待されてるんだなという

一つのものがあるんですね。 

 そうした中で、今あちらの方は自主研究グルー

プでやって、聞き方によっては勝手にやってるん

だよみたいな聞き方にとれるんですね。こちらの

方は、ちょっと金出してまでやってもらってるん

だよというふうに私はとっちゃって、やっぱり先

ほども言ったように、まちづくり委員会は育てて

いかないかんですね。ただでさえさっき、募集す

るんだけどもなかなか来ない、そうした中で、13

人しか来ない。先ほど課長おっしゃられたように、

その方々を中心になって広げていくという作業を

今からしていくそんなときに、自主研究グループ

だからという話でね、そういう話がばっと流れて

きますと、何だんという話に絶対なっていくんで

すね。そうすると、市長が標榜されてます、みん

なでやろまいというてかけ声かけてるんだけど、

何かアリバイづくりで市民参加やってるのかなみ

たいなですね、昔に戻っていっちゃうんですね。

何かその辺が魂が入っていかないということが非

常に残念な思いを感じております。そういうふう

な感じで意見なんですけども。 

 あと、この総合計画は柱ですね、これから2014

年の長期にわたる柱をつくっていく作業で、たし

かこれ、コンサルを入れてるんですね。このまち

づくり委員会、提案されたのはどなたなんですか。

コンサルか担当課か担当部長か市長か、だれかが

このまちづくり委員会を入れまいというのは、だ

れが提案されてるんですかね。 

○企画課長 

 この委員会でございますが、前の計画を立てる

ときに、計画の中に、市民の意向を反映させるた

めの計画づくりということで、どういうような形

で行われたかというと、前回のまちづくり委員会

は、市民の視点から今後のまちづくりについて提

案をいただき、具体的なテーマ等も参加者の中で

協議する手法をとりました。 

 亓つのグループから提言をいただきまして、構

想及び基本計画に加味させていただいたというよ

うな形で経過がなっております。今年度もうちの

方で企画の方と、それからそのような形で計画の

中に市民の意向を反映させるためにはどうしたら

いいかと。 

 前のときについては、自由なテーマで協議をし

ていただきましたけど、今回につきましては、協

働というようなテーマを重要視しておりますので、

ある程度うちの方が絞った６年間の事業計画を市

民の皆様に施策体系の中で示させていただきまし

て、それに基づいて市民としてどのような形が活

動ができるのか、そういうようなことを考えてい

ただくというような形で思っております。この委

員につきましては、企画の方で初めから市民の参

加というような形で計画をしておりました。 

 以上でございます。 

○林委員 

 コンサルじゃなくて企画課長が入れようという

形でやられたということですか。企画課長がです

ね、市民協働課が所管されているまちづくり委員

会を入れようかみたいなそういうプロセスにはな

らなかったんですかね、 

○企画課長 

 その件につきましては、今まで部長が答弁した

とおり、まちづくり委員会というのは基本条例に

基づいて設置した自主研究グループでございまし

て、要項の設置の中の初め当初のときについて企

画の方が携わっておりまして、50人というもっと

規模の大きな市民の方の参加していただきたいと

いうふうに思っておりまして、そこは部長が先ほ

ど答弁したように、報酬を払った前のときについ

て、ほんとにそれでいいのかと、そのようなこと

を真剣にうちの方も議論しまして、報酬等を払わ

ない方が自主研究グループとしてこれから活動や

しやすいじゃないかと。報酬を払ってるという形

になってくると、一般のほかの市民から見ますと、

報酬をもらってやってるんだというような形にな

ると思いますので、そこはつくるときに、うちの

方で、そのときに市民のメンバーも加わっていた
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だいたと思いますけど、そこは十分に議論をして、

報酬とかそういったものについては払わないとい

うような形で自主研究組織ということで対忚しよ

うというような形になっておりました。 

 以上でございます。 

○林委員 

 わかりました。まちづくり基本条例の中にまち

づくり委員会が活躍されているということで、終

わったらだれもなくなっちゃったみたいなことに

ならんようにですね、注意をお願いしたい。 

 また、パブリックコメントもなかなか現在忚募

が尐ないということも聞いておりますので、市民

参加ということを市長も標榜されてますので、し

っかりとやっていただきたいということを申し添

えておきます。 

 続きまして、最後ですが、予算の概要100ペー

ジでございますが、茶室建設ですね、若干お尋ね

したいと思います。 

 事業費4,867万2,000円です。予算の概要を見て

みますと、利用者層及び利用形態の拡大を図ると

あります。これは利用者層拡大ということは、や

はり利用料金とか利用時間のことが関係すると思

うんですね。現在の中央公民館の茶室がですね、

調べますと午前９時から12時で360円という非常

に安い価格で利用できます。あと、13時から17時

で610円、夜間が740円、一日借りても1,490円と

かなり安価に設定されて、気楽に利用されるよう

になってるんですけども、今ここに予算の概要書

いてありますように、利用者層の拡大ということ

では、どんな妙案というか、どんなことを今考え

てらっしゃるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○生涯学習課長 

 利用者層及び利用形態の拡大というのは、この

お茶室を使うということだけではなくて、いろん

なリハーサル室ですとか、かきつばたホール、花

しょうぶホール、いろんなところがあるわけです

けれども、そこでショーとかいろんなものをやる

わけなんですけども、お茶室があれば、またそこ

で一服お茶を立てていくことができると。今まで

は文化会館は劇場、あるいはワークショップ、リ

ハーサル室といったようなところですけども、一

つこういった和室的な建物ができることによりま

して、また層が広がって、またお茶のこの建物だ

けではなくて、いろんなほかの施設と組み合わせ

た利用ができるのではないかなと思っております。 

 以上でございます。 

○林委員 

 利用料金が一番利用者にとっては気になるとこ

ろだと思いますけども、料金は今のところ何かお

考えがあるのか、それともまだ考えてないのか。 

 あと、これは指定管理者の方で運営されている

んですかね、そのあたりお聞かせください。 

○生涯学習課長 

 利用料金はまだ考えておりません。条例で出し

てまいりますので、その時期が来るまでにいろい

ろ研究してまいりたいと思います。 

 これ、指定管理者で管理してまいります。その

ために、このお茶室も事務所の方で集中管理がで

きるように設計をしてまいるつもりでございます。 

 以上です。 

○林委員 

 指定管理者になるということでですね、利用料

金が非常に上がっちゃうわけですね。やはり御留

意をお願いしたいなというふうに思っております。 

 あと、このパティオに茶室をつくる件は、中央

公民館の茶室を壊しちゃうということで本会議で

も出ておりました。やはり私のところにも来てる

んですけども、だれが言いだしっぺかというとこ

ろが一つの疑問点が出てるんですけども、私は、

だれが言いだしっぺかというのはあえて本会議か

ら聞いてると文化協会の方なのか、それとも特定

のお茶の先生なのか、それとも市長がおっしゃる

ということなのか、その辺、いま一つ教育部長の

答弁でわからなかったんですけども、そのあたり、

ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○教育部長 

 本会議でもお話が出ました。文化会館の方でも

同じことを言って申しわけないんですけども、茶

室がないと、そういったことで受けてのあちらに



 - 63 - 

   

茶室をつくれば、一層いろんな部屋と言いますか、

ホールの利用の拡大できる、それから、いろんな

ほかにもリハーサル室だとかそういったものがあ

りますので、そういったもの拡大、それと、いろ

んな行事にも茶室を利用して拡大をできるという

中で文化会館への茶室の建設すると、そういうこ

とを受けてのそういうことなら公民館の方はとい

うことでのなくしていこうと、そういう話でござ

います。よろしくお願いします。 

○林委員 

 本会議で相当答弁をされました。私、どうして

こだわっちゃうかと言いますと、先ほどの議員報

酬の引き上げのことと同じなんですね。要は、市

長の心がどこにあるのか。要は、市長がやりたい、

これからの県民茶会もあるし、市の方針としてし

っかりと抹茶の文化を知立市になじませたい、そ

れを通して生涯学習をやりたいという強い決意が

あるとですね、非常に市民も腹に落ちる。先ほど

の報酬審と同じ構図だと思うんです。議員報酬の

引き上げのことと同じなんですけども、そういう

意思がなくて、何か今の部長の話だと、うんとい

うことで、せっかくこの4,800万円の事業が今か

ら動いていくわけですね。先ほど言ったように、

経常経費も上がってくる。そうした中で、やはり

これは知立市にとってなくてはならんもんだとい

う声が聞こえてくれば、もっと私、地域に帰って、

またお茶の先生方にもどんどんとＰＲができてい

ける、そんな思いで聞かせていただいてるんです

けども、市長に最後、答弁を聞かせていただきた

いと思います。 

○本多市長 

 先ほどのランニングコストではありませんけれ

ども、施設をつくりますと料金の問題もあります

し、ランニングコストの問題も出てきます。発想

というのは、どこで発想、だれが言いだしっぺか

というのは、どの施設やどういう施策をやっても

ですね、どこかで出てくるんですね。今回のこの

茶室の件につきましては、発想したのは私かもし

れません。しかし、職員の皆さん方が、私が発想

するまでにはその過程があるんですね。 

 本会議でも尐し申し上げましたけれども、中央

公民館のあの茶室を使っておられる、私がよく存

じ上げておる先生方が四、亓名おられますけれど

も、暗いねとかいろんな話があった中で、中央公

民館のリニューアルという話を出させていただき

ましたので、そうなると、あれをほんとのきれい

にして、もう尐し面積広げるということは多尐は

できるかもしれませんけれども、余り大きな大き

さにはならないだろうなという私は思いがありま

して、何とか茶室をもう尐しいいものを、きれい

なものを広いものがないのかなというものをです

ね、そういういわゆるお茶の先生だけじゃないん

ですけども、生徒の皆さん方も含めてね、そうい

う意見を聞いた中で発想をさせていただいたとい

うことでございます。その発想は、立派な今、林

委員おっしゃるような70億円もかけてつくったあ

の文化会館に最初から茶室をつくっておけばよか

ったなというところから私の発想が始まりまして、

じゃあ一遍庁内でもんでみようということで担当

の方に茶室の件はどうだろうかという話をさせて

いただいて、私の発想を受けて職員の皆さん方が

着々と進めてきたというふうに思っております。 

 しかし、事ここに至って設計に入るわけであり

ますけれども、それはほんとに関係者の皆さん方

によく意見を聞いて進めてほしいということも再

三私は申し上げておりますので、そのように企画

文教委員会の皆さん方や再度お茶の先生方にも集

まっていただいて相談をさせていただいたという

こともちゃんと私、聞いておりますので、そうい

う方向でやっていっていただいて、今、林委員お

っしゃるように、お茶の文化を、それでなくて知

立市は歴史文化のまちでありますので、それをよ

り一層深めるためにもこのことを重大に考えて進

めていきたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 

 先ほどですね、経常収支比率の問題についての

議論がありました。それで、この財政の硬直化と

いう問題が市民サービスを圧迫をすると、余裕が

なくなると、そんな議論でありました。 
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 そこで私、一つ聞きたいわけですけども、課長

の方は、平成14年度に89％という形で述べられま

した。そして、昨年度の決算の数値を見てみます

と、平成16年が83、平成17年が85.3、平成18年が

82.2と、この資料の中では、80％以内が健全の指

標に書いてるわけですよね。そして、80％を超え

たものについて、著しく超えたものについての指

摘がありますけれども、知立市のその健全性とい

うのは、80％を超えてるということから見れば硬

直化がしているということも言えるわけだけれど

も、この間の努力やそういうことを見たときに、

今度平成19年の決算を見なければわかりませんけ

れども、著しく超えたという認識をお持ちなのか

どうか、そのことをまず第１点伺いたいと思いま

す。 

○総務課長 

 今、委員おっしゃいますように、先ほど私も答

弁をさせていただきましたが、傾向としては下が

ってきておるのかなというふうに見ております。 

 それで、県下の市町村の平均というのが今手元

にあるわけでございますが、これが83.5という数

字が出ております。経常収支比率、愛知県の市町

村の平均が83.5、それで知立市が82.2ということ

でございます。全国の類似団体43あるようでござ

いますが、一番高いところで99.8というようなと

ころもあるようでございますし、一番低いところ

だと66.8というようなところもあるようでござい

ます。その中で知立市が82.2ということでござい

ます。およそ真ん中近所にあるということがあり

ますので、非常に高いということでないというふ

うに認識しております。 

○佐藤委員 

 もちろんこれらのこの決算の資料にもあります

けれども、この数字は一つの目安になり得るもの

で、そこの財政運営をどう判断していくかと、そ

の中で政策判断をどうしていくかということが一

つの目安だというふうに私は思っているところで

す。これを低ければ低いほどいいということでな

るのかどうかという問題もあると思うんですけど

ね。 

 それで、私は今とにかく低下傾向に今日あるよ

ということと、著しくそうした事態ではという御

認識を伺いました。今、新たに夕張ショックとい

うことがありまして、国の方は今回の議会にも下

水道の健全化計画という形で繰上償還の計画も出

されました。しかし、国が出してる新たな基準と

いうのが、これは妥当かどうかということの検証

は必要ですけれども、起債の許可団体の基準だと

か、また、早期に健全化を図るための基準だとか、

そういうことがうたわれてますよね。その中身を

見ますと、実質赤字比率ということでね、一般会

計、それから特別会計の一部ということで普通会

計のかかわる問題、そして、連結実質赤字比率と

いうことで全会計の実質的な赤字に対する問題、

さらには実質公債比率について、そして将来に負

担比率という問題についてのある程度のガイドラ

インを発表をしましてね、しかし、その計算式に

ついての詳細が出たのか出てないかわかりません

けれども、いずれにしても、今後こういうことも

一つの指標になっていくだろうというふうに思う

んですね。 

 ただ、ここのところでひっかからなければ、こ

ちらの範囲の中ということを見たときに、知立市

はどんなレベルにあるのかなと。ただ、これがて

こになって自治体が本来やるべき地方自治法で定

めているところの住民福祉がどんどん削られるこ

とがよしとするような流れがあってはいけないで

すけれども、いずれにしても、こうした法律もで

きたということで一つの指標は示されてきたのか

なというふうに思いますけども、私は、今議会、

下水道についてはああいう形で出ましたけども、

ほかのものについて出てないということは、いろ

いろ議論はあるけども、ある程度の健全性、国の

指導を受けなくてもいい範囲だというふうな認識

を持ってるんだけど、ここはどうでしょう。 

○総務課長 

 財政健全化に関する法律、こうしたものが出さ

れて、これからは今言われました四つの指標につ

いて議会にも報告し、公表していくということに

なっております。 
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 今、具体的に実質赤字比率、これは一般会計等

の実質赤字の比率でございますが、知立市黒字で

ございますので、これは知立市はゼロでございま

す。 

 それから、連結実質赤字比率、これはすべての

会計の実質赤字の比率ということになりますが、

これも知立市はゼロでございます。 

 それから、実質公債費比率、これにつきまして

は、先ほどもちょっとありましたが、知立市は

9.6という数字でございます。 

 それから、将来負担比率、これは一般会計、特

別会計だけではなくて、公社ですとか、言われる

そういう第三セクターも含めた負債の比率という

ようなことになります。これが今現在まだほんと

に詳しくこういう計算でということがちょっと下

りてきておりませんが、わかっておる範囲で試算

をしてみますと、知立市は99.3程度になるであろ

うというふうに思っております。 

 それで、財政健全化に関する法律でまいります

と、健全化の基準というものも示されております。

実質赤字比率につきましては、11.25から15％程

度というふうなことが言われております。これは

先ほど言いましたように、知立市はゼロでござい

ます。 

 それから、連結実質赤字比率で申しますと、健

全化の比率と基準といたしましては、16.25から

20％と、こういう基準が示されております。これ

も知立市はゼロでございます。 

 それから、実質公債費比率、これは健全化の基

準で申しますと25％という数字が示されておりま

して、知立市は9.6ということになりますし、将

来負担比率、これは健全化の基準が350％という

ふうになっております。それで知立市は99.3程度

だろうというふうに思っております。こんな状況

であります。 

○佐藤委員 

 そうしてみると、いわゆる夕張ショック以来、

国の方は、ああした事態にならないということで

ね、借金を減らすことを中心としながら基準を求

めてきたと。これが当てはまるところになると、

例えば、地方病院なんかはどんどんリストラや民

営化という波にあらわれる、もう既にこれがあら

われてますけども、尐なくとも今、課長に聞いた

ところでは、いずれの点もクリアしていると。な

おかつ、議論はいろいろあるけれども将来負担比

率が350という数字に対して99.3と極めて低いと。

いろいろ問題はあるけれども国の示している物差

しで見ると健全性がそこにあるのかなということ

をね、まだ十分研究してませんので、そんな感想

を持ちました。 

 ですから、経常経費比率について下げていく努

力はしなければいけませんけれども、著しい状態

ではないという実態がよくわかりました。こうし

た点を見ると、だからといって市民サービスをど

んどん拡大せよということを私は言っているわけ

ではないけれども、財政上のやりくりをしながら

可能なものは施策として打っていくと、こういう

立場で臨んでほしいというふうに一言申し上げて

おきます。 

 それで、私、先ほど質疑であったものですから、

忘れないうちに覚えてるところからひとつやって

いきたいと思うんです。 

 一つは、公民館の問題です。名称変更の問題に

ついて、本会議での市長答弁ありました。そこに

つけ加えておきたいのは、市長は、二枚看板もあ

るのかなというニュアンスのことを言われたんで

すよね。まずこのことは指摘をしておきたいとい

うふうに思うんです。 

 それと、先ほど教育長が、親しまれる呼称とい

うことを言いました。多くの人の意見を聞いてい

くことが大切ということを言いました。 

 しかし、この公民館というのは、社会教育法の

中で設置がうたわれてね、そして20条の中でその

目的がうたわれて、21条は、公民館は市町村が設

置をすると。これは県が設置するものでもないん

ですよね。社会教育の中では市町村が設置をする

ということがうたわれているんですよ。私、ちょ

っと調べてきませんでしたけれども、例えば名称

変更するということになった場合、どこで変更す

るんですか。公民館設置条例の中には、社会教育
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法に基づいて公民館という呼称が使われてると思

いますけれども、先ほどの議論の中で、変えろ変

えろという話の中で、この公民館の設置条例の中

で、生涯学習センターなりさわやか何とかセンタ

ーとかそういうふうにして変えるんですか。公民

館設置条例の中に、そういう変え方をしたら、も

う社会教育法適用の施設ではなくなるんですよ。

ということは、教育委員会の所管を離れて市長部

局になるんですよ。そこをしっかり踏まえて物を

考えないと、安易な考えで市民の意見がどうのこ

うのというこれだけでやっちゃいかんことなんで

すよ。その辺の認識どうですか。私は、そう思う

んです。そうなるんじゃないですか。 

○教育部長 

 確かに社会教育法に中に、公民館は市町村が設

置するということが書いてございます。 

 それで、先ほど言いました平成15年の公民館の

設置及び管理に関する基準の告示というのが、平

成15年の６月６日に出ておるんですけども、その

前に出たのが昭和34年の12月28日の文部省の告示

ということで、公民館の設置及び運営に関する基

準、これを全部改正しますと。その中で、先ほど

教育長が答弁させていただいたとおり、その告示

に関する通知の文書の中で一番最後の方で、その

他ということの中で、公民館の呼称については必

要に忚じて利用者である地域住民に親しまれるよ

うな呼称をつけることについても考えられること

ということがありますものですから、それを受け

て名称変更ということですけども、うちの方です

と公民館条例ですね、そういうのがあります。そ

こで二枚看板という言い方でいくとなれば。 

○佐藤委員 

 私が聞いたのは、今、呼称の問題が安易に議論

をされてるけれども、現在の公民館条例の中で、

公民館の名称をうたっているわけでしょう。それ

を名称変更規制緩和されたということで変えても

いいよと。設置基準の中で変えてもいいよと。で

も、変えるということは、結局市町村の条例の中

で、公民館の名称をうたわないわけだから公民館

でなくなるじゃないですかと。公民館じゃなくな

るということは、社会教育施設じゃないから教育

委員会の所管を外れて市長部局に移るんじゃない

ですかと、そういう問題だけども、その問題をた

だ卖に親しまれるとか、愛称がいいとか、そうい

うレベルの議論でいいのかということを私は聞い

てるんですよ。そこのところを聞きたいんです、

私は。 

○教育部長 

 社会教育法の中で公民館の規定がございます。

それを受けての私は公民館の先ほどの基準だと思

いますので、公民館の名称を市町村に公民館は設

置するということは法で決まっておりますので、

それを受けての先ほどの基準だというふうに理解

しておりますものですから、たまたま公民館のう

ちの方で公民館条例というのがございますけれど

も、その名称をですね、例えば第２条の設置及び

名称ということで、今のままですと知立市中央公

民館、もう一つは知立市猿渡公民館と、そういう

ような名称をうたっておるわけですけれども、そ

れを例えば先ほどいろいろ出ております何とかセ

ンターとか生涯学習センターに変えようが、私の

考えとしては、社会教育法でいってる公民館のそ

のものが公民館がなくなってしまうと、そういう

ふうには理解しておりませんので、よろしくお願

いいたします。 

○佐藤委員 

 それね、ほんとにそうですか。各地の自治体は、

部長が言われたような規制緩和の中で、名称が変

えれるということでそれぞれの設置条例の中で、

公民館という名称をやめて、生涯学習センターと

かいろんな名称をつけてるんですよ。もうその段

階で社会教育施設じゃないんですよ。社会教育法

の中では、公民館の設置は市町村が行うとやって

る。あくまで公民館なんですよ。設置条例の中で

公民館うたわなかったら公民館じゃなくなるんで

すよ。そしたら、部長はそう言わせるけど、十分

検討しましたか。法的なことを含めて各市を検討

して。教育委員会から、そうやってね、いやそう

なんだといって変えたと。変えたら実際には法的

根拠はどうだったといったら、あとのまつりで教
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育委員会の所管じゃありませんという問題が出て

くるんじゃないですかと私は疑問に思ってるから

聞いてるんですよ。検討されて答えるならいいん

だけど、思いつきで答えられてはこれは困る話な

んだわね。所管が変わっていくんだから。 

○教育部長 

 私の方も思いつきということではございません

ですけれども、公民館の先ほどから言っておりま

す平成15年の公民館の設置及び運営に関する基準

の告示と、それを受けてお話をさせていただいて

おりますので、佐藤委員の言われるように、他都

市において、そういった公民館でなくなってしま

う、社会教育法から外れると、そういうようなこ

とは私は今現在そういうふうにはこの基準からい

くと当らないというふうには考えますけども、そ

ういったことになっては、それこそ佐藤委員の言

われる御指摘のとおりになっちゃったじゃないか

ということになってもいけませんもので、そうい

ったことについては、私の方も県の教育委員会の

方にも、この基準の深い意味、名称を変えても構

わないということになっておるんですけども、ほ

んとにどういうような名称にすると、名称だけに

こだわっているわけじゃないんですけども、例え

ばどういう名称にしたら公民館のこの基準から外

れてしまうのか、そういうようなことがあるのか

どうかも、今、調査をさせていただいて、そうい

ったことのないように進めていきたいというふう

には思っております。 

○佐藤委員 

 部長そうやって言いましたけれども、その施設

の性格をあらわすのは、公民館でいうならば社会

教育法なんですよ。そして、自治体が設置をする

ということになってますけど、その設置には設置

をする条例があるんですよ。設置をする条例には、

その施設の名称を明記しなければいけないんです

よ。公民館という名称を条例にうたってあるから

こそ社会教育施設としてそれが所管となるじゃな

いですか、教育委員会の。同じような繰り返しに

なりますけれども、私は、法と条例との関係の中

で、そういうふうに思うんですよ。 

 教育長、先ほどね、ああいう答弁を今、部長が

されました。事務方は部長ではありますけれども、

社会教育の全般を責任持つのが教育長じゃないで

すか。私、今そういうふうにして、私の疑問とし

て、条件が安易に変えられて施設をふれあいセン

ターか何かしらんけど変えちゃったと。そしたら

これが社会教育施設じゃなくなっちゃったなんて

ことになったら大変なことじゃないですか。事実、

公民館の規制緩和の中で、高橋議員が一般質問の

中で鎌倉市の例を示しました。各地でやられてお

るんですよ。もう公民館じゃなくなるんです。た

だ卖なる生涯学習センターなんですよ、教育委員

会の所管外れるんですよ。私はそう思いますけど

も、どう思いますか。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後５時28分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時37分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育部長 

 先ほどの公民館の設置及び運営に関する基準と

いうことで、平成15年に改正されたことを受けて

名称変更ということでございます。私どもの方で、

今現在知立市公民館条例、その中で第２条及び設

置及び名称ということで、それぞれ先ほど言った

ような名称がついておるわけでございます。私ど

もの方で考えておるのは、そこのこの公民館条例

ですね、それはそのままで設置及び名称の部分で

の個別の中央公民館、位置どこどこ、猿渡公民館

位置どこどこと、そういった部分の名称というふ

うに理解はしておるわけでございますけれども、

一度この告示の通知ということでの中でのその他

の一番最後の呼称についてのどういうことを意味

して、どういうふうな条例改正をしていけば社会

教育法に定める施設のままでいけるのか。例えば

逆にこういうところを変えて条例のここを変えて

しまったらこれは消えてしまいますよとか、そう

いった部分については、私どもの方も県の方にそ
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ういった細かい御指導を仰いでいかないとちょっ

とわからない部分もございます。基準そのものの

中では、先ほど言いましたように、名称について

別に公民館の名称にはこだわらないというふうに

書いてございますものですから、それを受けて発

言をさせていただいたわけでございますので、詳

細の中身のこと細かな内容になりますと、ちょっ

と今現在、掌握できてない部分もございますので、

そういうことで御理解いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○佐藤委員 

 例えばね、新たな名称をやるということになれ

ば、条例本文の中で生涯学習センターという名称

をうたったとするならば、条例表題そのものも公

民館条例とはならないじゃないですか。そういう

ことも踏まえてね、ほんとにこの問題、卖なる名

所ということで議論してるわけじゃなくて、なぜ

この市町村が都道府県ではなくて公民館を設置す

るというふうになってるか、その背景は、やっぱ

り戦前のあの時代の教育が侵略戦争に駆り立てた

んですよ。洗脳されたんですよ。ですから、政治

とは一線を画して教育委員会というところでこの

社会教育を啓蒙していこうと、やっていこうと、

そういう背景の流れがあるんですよ。だから、こ

の公民館の名称というのは、ただ卖純な名称じゃ

ないということを踏まえてね、それを取り扱った

ときに、実際にこの教育委員会から離れてしまっ

て市長部局になっていいのかという問題なんです

よ。今の公民館活動のレベルがどうのこうのじゃ

ないですよ。理念としてそこが守らなければいけ

ないというふうに私は思っております。 

 ただ、私の疑問としてそうなるのではないかと

いう疑問を提示して、答弁は一遍そこを調べてみ

るということですので、公民館としての社会教育

施設としての機能が担保できないと、機能という

よりも内容が担保できないということであれば名

称変更は許されないことだというふうに私は思い

ます。可能だとしても、やっぱり公民館と通称な

り愛称の中でうたっていくと、そういう方法も検

討するべきじゃないかと。これが市長の言うとこ

ろの二枚看板というところだというふうに私は思

います。これは慎重にほんとに取り扱ってほしい

と思いますけれども、再度、教育長よろしくお願

いします。 

○教育長 

 名称変更によって所管が市長部局にいくのでは

ないかということであります。この辺のところは

しっかりした確認したわけではありませんけども、

この文部科学書の文書、県の教育委員会を通じて

知立市の教育長あてにきた文書であります。そこ

の中に、平成15年６月６日付をもって社会教育法

第23条の２に基づく公民館の設置及び運営に関す

る基準が告示され、同日から施行されました。こ

れが全面改正になったわけであります。 

 つまり、この改正のものは社会教育法に基づく

ものである。23条の２に基づくものであるという

ことですので、その文面の通知文の中に、県の教

育委員会に対して県内の教育委員会及び各公民館

に対して基準を周知を図るとともに、別紙の各事

項に十分御留意を得て適切な指導をお願いします

という文面で、そこの中に先ほどお話しました呼

称についてはというのが入っていると。この文章

から私どもは判断しておりまして、社会教育法に

基づく施設であるというふうに認識をしておるわ

けであります。そうすると、その呼称についても

今の市民の親しめるような名称をつけることにつ

いても考えなさいというような通知文であると認

識をしていますので、そうした答弁をしたわけで

ありますけども、一忚県の教育委員会の方に、こ

の生涯学習課の方にその文面により呼称を変える

ことによって所管がえになるのかどうか確認をし

てみたいと思っております。 

○佐藤委員 

 教育長に言われることも社会教育法の中での公

民館の基準とうたわれてその通知がきたわけで、

その範囲の中かなと思われるのも考えられるわけ

だけども、ただ、実際に各地で公民館の名称から

変えてやってるところは、もうそういうところを

離れてるんですよ、実態として。だから、その点

はしっかりと確認していただきたいということを
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申し添えておきたいというふうに思うところです。

よろしくお願いします。 

 それで、もう一つは、茶室の問題です。公民館

からなくして会議室にする。本会議質疑でもあり

ました。水屋程度のものは残して、それができる

ようにするということでありますけれども、私は、

茶室というのはどういう形でなければいけないか

ということは基本的によくわかりませんけれども、

ただ、尐なくともお湯をわかす囲炉裏というんで

しょうか、何というんでしょうかね、よくわかり

ませんけれども、あれを残すことぐらいはそう難

しいことじゃないもんだから、多目的に使っても

らう中にそれを入れるぐらいのことはできると思

うんだけども、どうでしょうか、これ。 

 例えば今の和室に水屋を残すということだと思

うんですけども、そこの中にあのスペース、あれ

がないとあるとではちょっと雰囲気が全然違うわ

けだもんで、鉄瓶なのかやかんなのかわからんけ

ど、それをやるスタイルを崩さないものが残すこ

とがそんなに難しいことなのか、私あの議論を聞

いてましてね、茶室そのものという呼称や名称は

変わるかもしれんけれども、多目的でそこに水屋

まで残すという配慮をされたのであるならば、そ

れを一つ残すことで全然話が違うんじゃないかな

と、受けとめ方が。それくらいは莫大な予算がか

かってしまうというものじゃないので、それくら

いの配慮はあってもしかるべきじゃないかと、多

目的ですので。どうでしょうか。 

○生涯学習課長 

 現在の茶室というのは会議室に改装するんです

けれども、老人研修室、婦人研修室、名称はまた

変わる予定ですけれども、この和室はお茶ができ

るように道具を残しておくつもりでございます。

電熱器と釜ですね。ただし、水屋については、そ

ちらの現在の茶室の方にございますので、その水

屋は残りませんので、大変申しわけないとは思う

んですけど、お茶場の方で湯を取ったり洗ったり

していただくということになるかと思います。毛

せん、その他道具はあるものは残していきますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○佐藤委員 

 私、ほんとに無知で申しわけありません。お釜

を残すということは、この四角いあれも残るとい

うことでしょうか。あれで質問しとっちゃほんと

にとろい話ですけども、名称を知らないものです

から、残るのかどうか。 

○生涯学習課長 

 一般のお茶は、畳のところの四角い炉が切って

ありまして、畳を外すとその下に火が、昔ですと

炭が入っておるわけなんですけれども、そういう

ものじゃなくて、その畳の上にそのままコンロを

置いて、これは公民館に三つぐらいございますの

で、それを置いて、その上に釜を乗せてできると

いうことでございます。一般の家庭でも、昔、先

生方が自宅でやってみえたと思うんですけども、

炉は切ってなくてもできたと思いますので、あそ

こは和室の方は掛け軸も床の間もございますので、

それなりの雰囲気は出ると思いますので。 

○佐藤委員 

 コンロというものについてのイメージがちっと

もわかないんですけれども、私は、その炉もすご

いお金がかかるものであればね、300万円、400万

円とかかるものであればそのとおりかなというこ

とも考えなくはないけども、尐なくともそんなに

大きいものではないし、そんな莫大な費用がかか

るものではないので、せめてお茶をやらない人た

ちが使うときにはね、ちゃんとふたをぺたっとで

きるようなね、そういうやり方で、家庭でもある

じゃないですか。台所に四角い切り込みがあって、

これを外すと中にしょうゆやみそを置くところが

あるじゃないですか。それで開けておいたら落ち

るものでふたをするわけだけども、そういう形の

ものぐらいは私はつくってほしいなというふうに

思うんですよ。 

 市長ね、お茶に私、見識がないもので大変失礼

なことも言ってるかもしれませんけれども、莫大

なお金かかるものじゃないので、この畳と床に切

り込みを入れてコンクリートで固定をして、その

炉が入るものをつくって、あとはふたをするだけ

ということであるならば、炭をたくのはだめであ
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ればそこのところに炉を置くとかね、工夫は幾ら

でもあると思うんですよ。やっぱり今回のお茶室

は、いろんな議論を呼んでることも事実でありま

す。 

 だとするならば、今、中央公民館を使っておら

れる方、もちろん文化会館の方でこれから利用を

伸ばしていくという答弁もあったわけだけども、

尐なくともこちらの方にもふただけ取り外し可能

で使える炉くらいは残しておくことが市民感情と

いうのは、すべての市民ということじゃないけれ

ども、尐なくともここを利用された方、高齢者が

多くてですね、ミニバスがあるとはいえども、な

かなか自前で行けないという人も出てくるかもし

れません。そういうことに配慮したとき、それぐ

らいはやってもらっても構わないのではないかな

と。そういう配慮の炉は現在の計画ではないわけ

だけども、その配慮の中で、お茶道具を置くとい

うことであるならば、セットで置くということで

配慮してほしいと思うんだけども、市長、どうで

すかね、これは。そんなにお金のかかる話じゃな

いと思うんですよ。ぜひひとつ、ここを前向きな

答弁をいただきたいというふうに思うんです。 

○本多市長 

 中央公民館は、今、課長が説明したとおり、電

熱で今までやっておりました。あそこがですね、

本会議でも御答弁をいたしましたけれども、たく

さんの方に多目的に利用してもらうということで

改修をさせていただくわけでありまして、今の入

って左側の和室の部分につきましては、結構広い

和室でありますけれども、今の話、私は道具を全

部持っていてね、今までどおり電熱できちっとや

れるということは想像しておりましたので、十分

対忚できると。水屋については、円卓の前のあそ

こでポットか何かで酌んでいただいておいてやる

とか、八橋のかきつばたへ行きますと、いつも大

体ポットでよく入れてくれるけども、あれがまた

それなりに味があって、お茶の作法、佐藤委員と

一緒で、私もお茶の作法は知りませんけれども、

しかし、飲むことは回数が多いものですから飲み

方はちょっと覚えてまいりましたが、そういう点

で、多目的という私も言葉を使っておりますので、

そういう点からいきますと、今の畳の部分、和室

の方のですね、予算の範囲内で勘考ができるとい

うことであれば、今ここで勘考できると私は申し

上げることはできませんけれども、一度担当と研

究をしていきたいというふうに思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひそこのところは検討をですね、せっかく改

修をされるということでありますので、従来使っ

ていた方々が不便になってはいけないと。だとす

るならば、茶室ではなくて多目的な和室になると

いうことでね、雰囲気は味わえても茶室そのもの

ではないということであるならば、その炉も検討

していただいて、可能なら予算がかからないとい

うことであれば、私はぜひつくってほしいと。ぜ

ひその点では、担当の方と検討されて、また、現

在使っておる方たちの御意見も聞いて、そういう

話だったけど、こうやって改善するよということ

で皆さんにお示しをいただきたいと、こんなふう

に思ってますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

 それと次に、給食センターの問題についてお聞

きをしたいというふうに思うんです。 

 きょう、資料が出されましたけれども、端的に

これは本会議の質疑の中でもあったわけですけれ

ども、給食センター民営化ということで、現在も

生きてる当時の文部省ですけれども、通知という

ものがありますよね、昭和60年１月21日。ここの

中で、いろいろうたわれて、そもそもの背景は臨

調行革と、こういう流れの中でこの通知が給食セ

ンターについては給食の合理化推進という流れで

出てきたわけですけども、まずここのところで、

本会議では答弁がどうも違うということで、この

通知の所管する現在は文部科学省ですけども、民

間委託の実施というところでさ３括弧があるわけ

ですよ。献立の作成は、設置者が直接責任を持っ

て実施すべきものであるから委託の対象にしない。

そしてイとして、物資の購入、調理業務等におけ

る衛生安全確保については、設置者の意向を十分

反映できるような管理体制を設けること。民間業
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者が物資の購入を前提にして、しっかりと管理を

せよということがイのところの内容なんです。こ

このところで、食材は市が調達しますよと。調理

だけ民間に委託しますよと言ってるんです。この

通知とあわせたときに、市の方針はバッティング

してやれないということになるじゃないですか。

ここのところうたってることについて、簡潔に答

えてください。文部科学省の通知は、私が今、読

み注釈を加えたところでいいと思いますけども、

どうですか。 

○教育庶務課長 

 今、質問者が言われるように、昭和60年の当時

文部省の通知につきましては、おっしゃるとおり

の表現になっております。文言はそのようになっ

ておりますが、労働者派遣と請負に関する基準、

あの関係の機材の関係で県の教育委員会、それか

ら、愛知労働局等に足を運んだ中で、県の教育委

員会が文科省をまだ調整中ということで結論は出

てないです。話しておる中で、文科省については

食材の購入までを市がやるのが本旨であるという

ような言い方を県の方から聞いております。 

 ただ、今御質問者が言われるように、この文言

が物資の購入について十分反映できるような管理

体制という文言と、そこら辺の言葉が一致してな

い部分が確かに感じております。このことについ

ては、県の教育委員会、このことだけではなくて、

機材等の有償の双務契約もあわせまして、県の方

に二、三回足を運びまして、２回ほど電話で確認

しておりますが、現段階では愛知労働局が言って

おります有償での双務契約をやれば食材について

は市で対忚していいというのが今の現段階を県の

教育委員会も確認しておる段階です。ですから、

これ以上の部分については、まだ引き続きはっき

りしない部分が国の方もありますので、今後とも

引き続いてこの今の昭和60年の物資の問題と請負

の有償契約での問題、これはさらに確認をしてい

こうという考えでおります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 いろいろ言われて、労働者派遣法というか、厚

労省の見解、各都道府県の労働基準局の考えあり

ますけれども、それは労働法制一般で包括をして

るんですよ。しかし、文部省の通知はこれなんで

すよ。方針なんです。だっていろいろ話をしたっ

ていうけれども、これに変わる通知が出てきてね、

こうしなさいというものが出ていない以上は、ど

う解釈するんですか。これをだれが読んだって、

ひねくって読んだって、民間委託の実施には献立

は対象外だけども、物資の購入、調理業務、これ

は民間に委託することが前提です。だけども、心

配があるから管理体制をも受けることということ

でなってるんですよ。 

 今、課長がまだ不透明だということで言われま

したけれども、何とかそれをこのところの解釈を

ね、解釈というか素直に読めばそのとおりなもん

だから認めたくないということで県に問い合わせ

してます、労働局に問い合わせしてます、今度は

国にも聞かないかんということを言っておるわけ

でしょう。それぐらい言い切れないんですよ、民

間委託はね、市の方針の食材確保を市が確保をし

た上で民間委託するということを言い切れないん

ですよ。どうですか。私の言ってることは間違っ

てますか。これ、文部省の方針ですよ。労働省は

包括的な問題は示してるけども、そうじゃないで

しょうか。 

○教育部長 

 私の方も昭和60年の古い通達というのか、通知

ですので、それ以降、各都市でも調理業務の民間

委託は実施されております。半田市、豊川市実施

されております。この通知を受けての実施という

ことでございますので、そういった中で、調理業

務は民間委託ということですけども、食材の購入

は市でやられております。そういったことでござ

いますので、献立作成も当然ですけど市でやって

おるわけですので、私どもの解釈しているという

のか、他市の実施の例を考えますと、まだ最終的

にどうこうというといかんかもしれませんですけ

ども、私の方の解釈としては、民間委託する場合

だったら物資の購入、調理業務等を民間委託する

場合だったら、設置者の意向が十分に反映できる
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管理体制を設けてやってくださいよというふうな

解釈して、だから、調理業務の民間委託した場合

だったらこういうことにしてくださいと。直接市

が物資の購入、献立は当然ですけども、物資の購

入は市で行うということであっても、それは民間

委託は調理業務だけということでも私の方は、こ

こに書いてあるような民間委託の実施のことにつ

いて抵触するようなことはないというふうには今

現在はそういうふうに考えております。 

○佐藤委員 

 部長ね、こうやって言い切ってますけど、これ

を担当してる課長の方は、ここが問題が部長のよ

うにすんなりと解釈ができなくて、県にも問い合

わせね、国にも聞かないかんじゃないかというこ

とを言ってるのに、言い切っていいですか。違う

でしょう、それは。ちょっと待ってください。 

 ですから、ここのところでね、やっぱりまだま

だ担当してる課長の方としては言い切れないとい

うことで先ほどの答弁になったと思いますけど、

課長どうですか。すんなりと言い切れないという

答弁だったと私は思いますけども、それでよろし

いでしょうか、そういうところで。 

○教育庶務課長 

 発言の方が尐し説明が、お話が足りなかったか

もわかりませんが、県に確認している現段階では、

文科省としては食材のこの通知は別にして、食材

の購入は市がやるのが好ましいという見解は持っ

てるという話は県の教育委員会で聞いております。 

 ただ、この60年のこの部分について、この文言

はということで私は確認しておりませんというこ

との説明です。ちょっと説明が足りなかったよう

で、申しわけありません。 

○佐藤委員 

 そうすると、部長は言い切りましたけど、課長

の言ってることが私は正解だというふうに私は思

います。ですから、本当にこれが文科省の見解は

持ってるだけでね、通知として出したものを改め

て通知が出てるなら明快な基準になるでしょうけ

ども、出てないという中で、これが撤回されてな

いわけですので、課長いわく、この解釈の幅があ

るということであるとするならば、私はこのとお

りだと思うんですけど、慎重な対忚をひとつやっ

てほしいというふうに改めて要求しておきたいと

いうふうに思います。 

 それで、きょうね、資料が出されましたけれど

も、知立市の給食の調理の方たちがね、正規の方

たちがいますけども、仕事というのは事務的なこ

とをやる市の職員がいますけれども、そのほかに

管理栄養士３名ですか、おってやるわけですよね。

そして、正規職員が11名ということでありますけ

ども、パートとの関係で食材を入ってきたそれを

洗ったり切ったりというその前処理の段階は総が

かりでやらないかんかもしれんけれども、その後、

個々の食材を献立ごとに調理をしていくという中

においては、市職員とパート職員との関係はどの

ような形でやられているのか、そこをちょっとお

聞かせください。 

○教育庶務課長 

 今、正規調理員が11名、パートが午前の調理の

方が19名、午後の洗浄が20名おります。調理の方

の19名につきましては、毎日19ローテーションで

それぞれの調理の分担を19ローテーションでやっ

ております。 

 正規職員の11人については、おおむね２人に対

して１人、特に数量チェック、各学校に配膳、配

缶する部分の数の問題、数が違うことが一番問題

がありますので、そういった数の問題、それから、

作業工程の途中各工程でのトータル的な管理とい

うか、そういうことを正規の方は分担しておりま

す。 

 先ほど委員が言われたように、最初は下処理か

ら入りますので、最初の下処理は全員で下処理を

動きながらだんだん調理の方へさっきの19ローテ

ーションの方に移行して作業をやっております。 

 現在、民間委託のことも含めまして、パートの

それぞれの業務の処理のマニュアル、それから、

正規の調理員のそれぞれのマニュアル、これは民

間委託にかかわらずお互いにお互いのことをよく

マニュアルで知っていただくということで、昨年

の11月ごろにマニュアルづくりをして、お互いに
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そのマニュアルを持ってお互いの分担の仕事をや

っております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今ね、正規調理員１名に対してパートの方が２

名、そういう配置とローテーションをやるという

中で、正規の方は数量チェック、それから工程で

の全体の管理と、工程での全体の管理というのは

どういうことですか。例えば一つの調理の何かを

つくるということを例示していただいて、その正

規の調理員はパートの調理員とのかかわり合いの

中で、どんな役割を果たすのでしょう。 

○教育庶務課長 

 正規調理員につきましては、まず一日の作業と

しては、８時半から下処理に入りまして、これは

作業の手配をします。それから、それぞれ今、12

釜だったと思いますが、釜がありますので、そう

いう釜分けした野菜の処理、それから、当日の献

立表で指定された原材料の手配、そういったこと

を下処理から入っていきます。それが８時半ごろ、

それから大体10時ごろに調理順に食材を上処理、

これは実際の調理作業の方に送るその形の一緒に

やりながら管理もしていくというような形をとっ

ております。それから、11時から大体食缶等々の

納めをしますので、そのときに各学校別の数量確

認を正規職員が責任を持って対忚しております。

そんなような流れを正規職員はしております。 

 パートにつきましては、今ちょっと手元にマニ

ュアルが正規のみしかありませんが、実際の作業

にすべて携わって、19ローテーションで対忚して

おるというふうになっております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今、昨年11月に作成したマニュアルということ

でありましたけれども、要するに、正規の果たす

役割というのが一連の調理の流れの中で全体の管

理をしながら具体的には管理をするということな

のかといったら、みずからの仕事とパートの仕事

ぶり、それが献立どおりできてるか、数量はちゃ

んといいか、そこをやってるのが正規の調理師の

仕事ですよね、今の話からみると。そのところど

うでしょうか。 

○教育庶務課長 

 質問者のおっしゃるとおりです。 

○佐藤委員 

 これはきょうの赤旗新聞にありますけども、セ

ンター給食で偽装請負かと。仙台市の民間委託の

記事が掲載をされておりました。ここでは、市が

食材を一括購入、献立も市の職員の栄養士がつく

ります。栄養士は調理場に入り、委託会社は調理

員に味の調整やなべ、釜の温度調整などを指示し

ています。栄養士と調理員が安全でおいしい給食

を届けるために力を合わせていると。でもこれは

偽装請負だと労働基準監督署が言ってるわけです

よね。人数までは書いてないですけれど、話を聞

くと、実際には民間委託をしてるけれども、栄養

士や市の関係の職員が指示をするということがや

られてるんですよ、あちこちで、実際の問題とし

ては。ほんとの話が。この近隣のところをお話し

てもね、実態としてはそういうふうですよと、こ

ういう話なんですよ。 

 ですから、大丈夫、大丈夫ということを盛んに

言ってきましたけれども、民間委託をして、よも

や文部省の通知をクリアしたと、また、双務契約

で労働法上の問題もクリアしたと。しかしながら、

実態としては、指揮命令系統が献立と食材を調達

し、献立をつくるところと分断されることを通じ

て矛盾が出てるんですよ。ここだってもう指摘を

されているからやめればいいんだけど、やめれな

くてまだこれが一緒になってつくっとるんですよ。

こういう問題がね、危険性をはらむということを

ひとつ私、紹介したいというふうに思ったんです。 

 それで、きょう出ましたこの日本給食サービス

協会中部支部というところで、これをもとにして

市の経費節減額7,757万円と。私は、民間だから

できないとは思いませんけれど、民間の業者いっ

ぱいあるわけですので。だけど、この11名の直接

指揮をする栄養士が３人おって、それを受けて作

業し、パートを管理する調理員が11名おるんです

よ。しかし、今、例示とされたところを見ると、
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県派遣の栄養士の指導は、向こうの栄養士がまた

聞きして、一人で指示するんですよ。それから、

ここの責任者という方もね、常勤で責任者、副責

任者、管理栄養士、調理師、パート、全部調理師

免許がありますとよ。この人たち、みんな調理に

も携わるんですよ、この中身でいくと。そんな中

で、知立市のようなほんとに体制が取れるのかと

いうことがね、そこで問題として出てくるんじゃ

ないでしょうか。もちろんこれは一定額の積算根

拠を持って一定額じゃなきゃ将来どれぐらい減る

かということは積算できないからこういうふうで

すけども、どうですか、こんな思いどおり各地見

るといろいろ問題出てておりますけれども、どう

でしょうか。こんな思いどおりいきますか。 

○教育庶務課長 

 この社団法人のサービス協会の見積もり内容、

こういう人数につきましては、今度の新しい新給

食センターの建設の概要をお話した中で見積もり

をされたあくまで概算ですが、そういう人数です。 

 その説明をこちらがさせていただいた中で、当

然新しいセンターになりますので、これは建物の

みでなくて厨房機器も最新の一時間当たりの処理

能力も非常に高いものに変わっていきます。それ

とあわせまして、今、細かい話になるかもわかり

ませんが、例えば学校から回収して返ってきたコ

ンテナを今手作業でコンテナについては手で洗っ

ております。食器等は食器洗浄機でやっておりま

すが、コンテナは手作業でやりまして、食器洗浄

機等で洗浄されたものを消毒保管庫に一たん入れ

て、それを翌日保管庫から取り出してアルコール

消毒をしてコンテナに入れるという今そういう作

業をしているんですが、今度の新しいセンターに

つきましては、コンテナ洗浄につきましても、手

作業ではなくて、最新の洗浄機ですべて洗うこと

ができます。 

 それから、先ほどの食器ですとか、トレーも一

たん消毒保管庫に入れて翌日にアルコール消毒を

して、その上でコンテナに入れているんですが、

今度はその前日にコンテナ洗浄機で洗浄したもの

を食器もトレーや何かも一緒にコンテナに入れて、

それでコンテナイン消毒保管庫、コンテナごとト

レーや食器も入れてですね、大きな消毒保管機じ

ゃなくて保管庫にそのまま入れて消毒等全部でき

ます。そうしますと、作業そのものも１工程、２

工程ですね、アルコール消毒も入れると２工程も

なくなります。 

 そういったこともちょっとお示しさせていただ

きながら、このサービス協会がこの正規が責任者

を除きますと調理師のみですと６名という格好で

提案されたきたと。まだこれは概要で口頭の工程

なんですが、そういう状況ですので、今は11名と

いうことですが、これで可能な形で出されたとい

うふうに理解しております。ただ、詳細について

は、その内容は、また詰めていく必要があると思

っております。 

 それから、偽装請負の問題は、最近給食センタ

ーだけでなくて、ほかも新聞に載ったケースも承

知しております。ただ、従来から言っております

ように、調理業務そのものは私としては民間の活

力導入ででき得るものだと理解しておりますので、

偽装請負にならないように、先ほどのまだ明確で

ない部分については、今後再三これも県の方も言

っております。それから、これは知立市だけの問

題じゃなくて、大きく言えば全国的な問題になり

ますので、国の方で早いこと具体的な結論を出し

ていただいて、法をクリアできるように進めてい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 今ね、課長の方は、最新の設備だから大丈夫だ

と言われたんですよ。中国のあそこ、最新の設備

でやられたんですよね、正直な話が。それと一緒

だなんてことを言っているんじゃなくて、最新の

設備で現実的に今まで人手がかかったものが減っ

て合理化されて人が減るということはある話で、

だから、最新だから万事がオーケーということで

はないと。やっぱりそこで働く人々が、ちゃんと

気持ちよく働けるということが前提じゃないです

か。そこで、民間だからできないということは僕

は思わないんですよ、はっきり言って。だけども、
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先ほど仙台市の例やその他の指摘したように、実

際的には受託業者に対して混然一体となりながら

指示をしたり仕事をしてるという実態がですね、

ならないように気をつけるということを言いまし

たけども、この内容をこのメンバーを見たときに、

ならない補償はないじゃないですか。課長のその

言葉だけでね、万全ですねとは私、思いませんよ。

指揮命令系統だって分断されるわけですので、ス

トレートに伝わるのが一番いいじゃないですか。

だけどストレートに伝わらないんですよ。それに

ね、３人の管理栄養士がおってね、今はストレー

トに伝え、調理の仕方、味の濃い薄いまでやって

るわけですよ、分担しながら。ここ１名ですよ。

調理師の管理栄養士の仕事を責任者が栄養士でも

ないのにやるんですか。問題出てくるじゃないで

すか、そうすれば。だからこそこうした問題が出

てるんじゃないですか。私は、そのことを強く言

っておきたいと。 

 それと、もう一つは、やはり民間の中で、この

間、問題になってきたのは、やっぱりそこの利潤

追求の中で、利潤に走る余り問題を起こすという

ことがいろいろあったわけですよ。民間というの

は残念ながら、そういう土壌を絶えず持ってるし、

持ってるというところをしっかり見ておかないか

んというふうに思うんですよね。民間だからでき

ないということじゃなくて、そういう土壌がある

ということだ。その業者からやるということを言

ってわけじゃなくて、そういう土壌の中で仕事を

やる、請負をやる。利幅が出なければ、うまみが

出なければ、そのうまみを出すためにどうするか

といったら、食材は市が握ってますよと。そうす

ると、パートだとか調理師の賃金を低くせないか

んじゃないですか。低い賃金の中で、ほんとに安

定したそうした給食がつくれるかということが大

変疑問に思えるところなんですよ。そんな問題も

含めてね、これからも給食の問題について検証を

していきたいなというふうに思うんです。 

 それと、もう一つは、現在7,757万円と、これ、

一定額でやってますけれども、今民間においてパ

ート労働法が施行されました。常勤の労働者と同

等の仕事をしてる者については同等の待遇を与え

なきゃいかんということなんですよ。 

 ところが、ここでいろいろあって、正規の職員

とパートとは仕事の本質が違いますよといって適

用されないかもしれない。現状の中で。だけど、

今そういうパート労働法が出てきてね、適用され

る労働者は、民間でわずかだと言われてるけれど

も、これがさらに20年もたったら、この試算で見

たときに、実質的な累積の負担がどんどんふえて、

ピークのときには２億円を平成31年、供用開始さ

れてから10年後ピークに達するんですよ。それか

ら減っていくという試算ではありますけれども、

やがてこれがふえた分と減額された分を差し引き

したときに初めて効果が出るのは平成40年ですよ。

その間にこのパートの労働者の皆さんも含めて、

そんな卖純な労働条件にあるとは思えないから、

これ自体がほんとにそうかどうかわからないと。

時代は動いてるんですよ。きょうも育児休業やそ

の他ありましたけれども、尐子化の流れの中で、

これは急速に改善されてるじゃないですか。パー

ト労働者だって、今正規化の問題を求めて出てき

たときに、この試算で私はやれるとは全然思いま

せん。もう尐しそういう点も踏まえてね、検討す

ることが必要じゃないですか。 

 最後に、これ堂々めぐりの議論になって大変恐

縮ですけれども、この点どうですか。これはあく

までも試算ですけれども、そうした背景を考えた

ときに思いどおりにはいかないというふうに私は

思いますけども。 

○教育庶務課長 

 これは、12月の委員会のときもお配りした資料、

それから、きょうのこの配付資料についても、あ

くまでこれは試算で推計であります。ですから、

必ずしもこのとおりにいくかどうかというのは、

それは補償は必ずとは言い切れないと思います。 

 ただし、一言お話させていただきますと、12月

の委員会のときにお配りした資料になりますが、

今そのお配りした資料では、一人当たりの正規の

退職者の減額分が一人当たり平均でこれは試算し

ております。これは最初、配付資料をつくるとき
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に、ほんとは実額を入れて試算というか、表とし

て出そうかなと考えておったんですが、やっぱり

人の特定という問題もありますので、平均額で出

させていただきました。 

 具体的に実額で試算してみますと、この12月の

委員会時より累積赤字というんですかね、累計の

この部分が12月の配付した資料では19年後に累積

が黒字になるというふうに出させてもらっており

ますが、実額で行っていきますと、16年後に累積

がプラスになります。これは、あくまでこれも試

算ですが、実額でやっていくと３年ぐらい早く累

積も黒字になるという数字です。 

 それから、これもあくまで試算の域は出ません

が、今の給食センターが40年後に今回改築を迎え

ております。これも今度の新しい給食センターで

委託をして、40年後にまた改築をするという考え

方をすると、40年後に委託をした場合、累積の黒

字が７億4,000万円弱の黒字になると試算はして

おります。 

 ただ、これはさっきの質問者もおっしゃいまし

たように、今の段階のあくまで推計をもとにした

試算ですので絶対とは言えませんが、こういう数

字として出てくるのは今の状況です。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 もちろん一定の数値を用いなければなかなか推

計というのはできないわけで、一定の基準ですの

で、それは理解しておきます。 

 しかしながら、今の社会情勢の中で、40年後を

見通して黒字だよと言われても、私が議員になっ

てからもで３期、２期終わって２年目ですか、社

会はどれだけ変わりましたか、本当の話。当てに

できないんですよ、はっきり言って。だから、こ

れについても参考資料にはなるけれども、必ずし

も確信を持ってこれだとは言えれんというふうに

私は思っております。 

 それで、大切なことは、そうであったとしても、

御利用いただいている子供たちの保護者の皆さん

含めて、本当に市の説明に納得ができていけるか

どうかということがこれからの問題じゃないです

か。今まだきっちりと文部省の通知を含めてね、

すっきりとした内容を今、示してるわけじゃない

ですので、この数字自体だってそうですけれども、

そういうことを見ると、今後やっぱり保護者の皆

さんが、いろんな御意見が、中島議員が私どもの

アンケートについて紹介しましたけれども、そう

したものこそ、それでもやっぱりね、市が直接や

ってほしいと、御意見がね、結局このことを決め

ていくんじゃないでしょうか。今、食材を取り巻

く環境が苦しくて、ほんとにそうした問題も含め

て、今後そうした保護者や市民の皆さんから、40

年もたてば今は子供生まれてない人も子供を産ん

で小学校に上がるかもしてませんしね、そんなこ

とを含めて、意見聴取も積極的にやってほしいな

というふうに思いますけども、いかがでしょうか。 

○教育庶務課長 

 今、御指摘のありました意見聴取につきまして

は、いろんな方法があると思いますが、なるべく

機会をとらえた形で民間委託についてお聞きをし

ていきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 それで、先ほどの文部省の通知等はいつになっ

たら、もうね、12月議会からかなりたってるんだ

けど、そこのところが一向に見えてこないという

点を見ると、ほんとに大丈夫かなという感じがし

ておるとこですけども、そんな見通しは、聞いて

ますという話じゃなくて、見通しはどうですか。 

○教育庶務課長 

 私の方しゃべり方が悪かったかわかりませんが、

聞いておるだけということではなくて、来年の９

月に供用開始ということですので、非常に切実に

県の方にも話をしております。とにかく国へ上げ

ていただいて、知立市だけの問題じゃない、知立

市もまた従来から民間委託についての実施という

ことで、この市議会で表明をしてきておる経緯が

ある。その中で、早急な結論を出していかないと、

事務方としても具体的にやっていくことがまだた

くさんあると思います。そういった面を早急に県

の教育委員会の方にも国へ持ち上げて、早いこと

結論を出していただきたい。そういうことは切実
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にお話をしております。 

 また、これも言葉としては今後になりますが、

私の方も事務方として切実な問題がありますので、

具体的に県の方へ話を直接言ってでも、また期間

を切ってでもお話をしていきたいなというふうに

思っております。 

○佐藤委員 

 議論が同じような議論に終始する側面もありま

したけれども、私は最終的にはやっぱり市民の皆

さんというよりも、保護者の皆さんを含めたそう

いう人たちの声をしっかり聞くこと、このことが

大切じゃないかというふうに思うんです。 

 それと、もう一つは、一貫して私は、なぜ直営

でやるべきかと。安全その他も含めてそうですけ

れども、学校給食は教育の一環だということを言

ってるわけですよね。この教育というのは、さま

ざまな経過をたどってるかもしれないですけれど

も、結果、憲法で保障された人権保障をここの中

で具現化をしていくということなんですよ。市は

調理部門を委託しただけで、それは放棄はしてな

いよというふうに思うかもしれないけれども、そ

このところの一貫性を削るということは問題だと、

そういう意味での。ここでは公の責任がどんどん

空洞化されてきてるわけだけども、公の責任とい

うのは何かということが一つ一つね、先ほどの名

称の問題も含めてですねども問われなきゃいかん

と、検証しなきゃならないと。また、そのことが

公で働く人たちの誇りやそういうことにつながる

問題でね、ここをどんどん掘り崩すことは大変私

は危険だと、そんなふうに感じて、申し添えてお

きたいというふうに思います。 

 それで、もう一つ聞きたいわけですけども、ま

ず、一般会計の市税についてお聞きをしたいわけ

です。 

 先ほど資料をいただきました。これは税制改正

に伴う影響ということで、本会議でいろんな補助

金やそういうことが削減されたときに、税源移譲

という形で、それは一般財源化されて充当されて

るよという議論の中でどうなんだということで資

料が出てきたというふうに思っているところです

けれども、これを見ますと、平成16年以来ですね、

たばこ税を除いて見てみると、この平成19年でト

ータルで見たときには、平成16年からのやつが継

続して同額だということで見たときには、12億円

余の増収になってるんですね。この市民税の関係、

この間の税制改正で。そして、その分だけ負担が

こうした皆さんに及んだと。平成20年度予算を見

ると、もちろん人口増もありますので、そう卖純

じゃないです。経済情勢の中で賃金が上がったと

いうこともあるかもしれませんので卖純ではあり

ませんけど、卖純に足せば14億円余がこの間、市

民に負担がかかったということなんですよ。ここ

の断面で見たときにはね、 

 そうした中身でありますけれども、そこで私が

聞きたかったのは何かということですけども、私、

一般質問の中で、固定資産税の話をさせていただ

きました。そして、生活保護基準の1.1倍の拡大

を求めたところでありますけれども、この点では、

市民税については均等割が非課税の人がございま

すよね、市税については。そして、所得税の非課

税の人、それから、住民税均等割、所得割非課税

の人と、三つのタイプで扶養家族がいる、いない

で所得があって、そこの所得の範囲内の人たちが

均等割だったり、所得割だったりが非課税になる

ということですね。 

 これで見たときに、私、例えば均等割が非課税

の人ということで見たときには、所得が卖身の人、

扶養家族がいない人は35万円だと。だけども、夫

婦２人ということに例を取ってみたときには、82

万9,000円ですよ。年金を受けておるということ

を考えて年金控除120万円足すと202万9,000円な

んですよね。固定資産税の減免は申請であります

ので、この人たちは、申請すれば、免責要件がか

なえば全部減免の対象になるんですよね。あと、

所得割非課税の人そうです。 

 そこで私が聞きたいのは、均等割非課税の人は、

確定申告でないからなかなかわからないかもしれ

ないけども、均等割非課税の人はどのぐらいおる

のかなというふうに思ってるんです。例えば、そ

れが高齢者、母子、父子というような形あります
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けれども、そんな形でそれぞれの住民税の非課税

の人はそこに未成年も加わるのでなかなか難しい

ですけども、おおよそのところ、どんなふうにつ

かんでおられるかなということが聞きたいんです。 

○税務課長 

 均等割非課税の方ということで、残念ながら数

字出したことございません。申しわけございませ

ん。 

○佐藤委員 

 確定申告でひっかかなければそういう人たちは

出てこないから、なかなかつかむの困難だなとい

うふうに私は思ってるんですよ。だけど、そうい

う制度がある以上、申請があるかないかは別にし

て、どのぐらいの人が対象者としておるのかなと

いうことは担当としてつかむ必要があるのではな

いかなというふうに思うんです。 

 それで、これはどこで具体的にそういう人たち

をつかむことができるかというと、各施策の中で、

特に福祉なんかはそうですけれども、そうした施

策の中で、こういうことを基準にしながら減免だ

とかいろいろやられてるということがありますの

で、ぜひ私は、そうしたこともつかんでほしいな

というふうに思うんですね。そんなことをしなが

ら、実際にそういう人たちがどれぐらいおるかと

いうことの推計ぐらいはしてほしいなと思います

けど、もう一度この辺、可能かどうか即答はでき

ないかもしれませんけれども、検討していただき

たいということです。 

○税務課長 

 推計的には、今現在均等割の課税が３万4,000

人の方がみえます。前年度からいえば1,334人の

方がふえたわけでございますけど、均等割の対象

の人がこれだけいるということで、あと、年齢か

らの割り出しとかそういうもので、かなりアバウ

トな部分では数字は出せるというふうに考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 なかなかまた変な仕事を押しつけるような格好

になりますけれども、均等割が非課税の人、所得

割が非課税の人、これらの人たちは卖身であれ、

扶養家族が世帯２人ぐらいならば、みんな免責用

件さえかなえば減免対象になる人たちですので、

ぜひそこのところをつかんでもらいたいなという

ふうに思います。住民税非課税の方も同じように

未成年は対象外ですけれども、身体障害者、また 

寡婦、夫、妻、こうした人たちも対象者になる得

るというふうに思いますので、そこのところよろ

しくお願いします。 

 それで次に、一つだけ、私先ほどこれを見まし

てね、平成16年度以来、平成19年度の断面、平成

20年度の断面で見たときには、12億円の税制改正

による負担増、影響が増収があったと。それから、

平成20年度は前年度との差額分を加えて14億円程

度が増収と、卖純な話ですけど、おおよそそうい

うふうになるんじゃないかということで思うんで

すけれども、この点どうでしょうか。 

○髙笠原委員長 

 ここで10分間休憩とします。 

午後６時42分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時50分再開 

○髙笠原委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 資料を提出させていただいたものを平成19年度

までの税制改正に係る影響額ということで、ここ

までこれだけ出たということで、今から影響分終

わってしまったものですから、これからは安定的

に流れていくという中で、平成20年度につきまし

ては、個人住民税でございますけど4.5％という

ことで、納税義務者の増加、それから、所得の増

加ですか、そういう部分での影響ということで、

その分の増加というものはある程度見込めるとは

思いますけど、これのあとはずっと繰り返すとい

うような形で、２％から４％程度の増加は見込め

るというふうには見ております。 

○佐藤委員 

 そこのところではね、私が先ほど言った数字が

大きい影響を与えてるなということだけは、考え

方がいろいろあるでね、私はそう認識してるとこ
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ろですけども、そこで私、今お聞きしたいことは、

利子割交付金が26ページですけれども、大幅に

2,500万円余伸びてますけども、これは増減表を

見ると地方財政計画の見込みということになって

ますけど、そもそも利子割交付金というのはどう

いうものか。たしか郵便局の預金の関係だったか

なということを覚えてますけれども、ちょっとこ

こ説明してもらいたい。 

○総務課長 

 利子割交付金でございますが、県税として県が

利子に対して課税をしております。そのうち市町

村へ交付されるものということでございますが、

今、質問者おっしゃいましたように、郵便貯金と

いうようなお話がありましたですが、いっとき郵

便貯金が満期を迎えたときには非常に大きかった

ということがあると思います。昨年よりもふえる

という格好になるわけでございますが、ここら辺

は県税の収入状況ですとか、地方財政計画の見通

し、ここら辺を参考にさせていただいて見込ませ

ていただきました。 

○佐藤委員 

 県税ということでね、そのお金の流れというの

は十分承知はしてませんけれども、郵便局は民営

化をされたわけでね、今までは公の金融機関とい

うことが集めた預金に対して利子が発生し、それ

に忚じた交付金を出すという仕組みだったのかな

というふうに思うんですけれども、これが郵政民

営化になった後は、この利子割交付金というのは、

もう既に民営化スタートしてるわけだけども、ど

んな感じになっていくのかなと思って、これが従

来どおり存続をされていくのかどうかね、その辺

のことはどうなんでしょうか。 

○総務課長 

 今、郵便貯金との関係はということでございま

すが、郵政民営化される前、後にかかわらず、郵

便貯金にかかわる利子というものは発生しておる

わけでございますので、郵政民営化になったから

どうこうということではないと思います。 

○佐藤委員 

 そうすると、郵便貯金にかかるものだというこ

とで、民営化のいかんに問わず、これが継続され

ると。私は、民営化の影響でこれが将来なくなっ

てしまうのかなということも素人考えだけれども

思ったりしたもんですから聞いたわけです。 

 存続をされるということであれば、それは結構

なことだなというふうに思いますけれども、その

ことが一点と、それから、もう一つは、これも地

方消費税が減ってるわけで、消費税そのものにつ

いてはいろいろ思いはありますけれども、これは

地方消費税の２分の１が市町村に交付されるとい

うことで、市町村の人口だとか事業所数、そうい

う結果、従業員数に基づいて案分したということ

が言われてるんだけれども、前年度に比べて

2,000万円といえども減額してるということを見

ると、知立市のそうした事業所の従業員が減って

るのかなということを、減ってないと思うけど、

結果、消費が伸びてないのかなという感じを持っ

てるんですけども、その辺の認識もちょっとお聞

かせください。 

○総務課長 

 地方消費税交付金につきまして、今、言われま

すように、前年度に比べて2,000万円減という数

字を計上させていただいております。これも地方

財政計画、こういうものを見ますと、かなり減っ

ておるということでございますが、たしかそうだ

ったというふうな回答をさせていただくんですが、

消費税を納めていただく切りのときがですね、そ

れたがたまたま土日であったりしますと、それが

翌月になってしまうというような関係がありまし

て、たしかこの地方消費税交付金につきましては、

たまたま平成20年度はそういう納める時期の関係

で減るというふうにたしかだったと思いますので、

一遍確認をさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 それと、地方特例交付金ですね、これについて

もここについては減収補てん特別交付金の増によ

るということでありますけども、去年も同じよう

な話を聞きましたけれども、それと関連しまして、

地方交付税ということで前年度に比べて8,400万

円ほど減額をされてると。たしかこれについては、
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企業に対する減税が措置ではなくて本則になって

ですね、３年間の経過措置の中でなくなるような

ことも去年あったかなというふうに思うんですけ

ども、その辺の見通しも含めて、ちょっと御説明

願いたいと。 

○総務課長 

 まず、第８款の特別交付金の件でございますが、

これにつきましては、恒久的減税に伴う減税の一

部補てんのための減税補てん特例交付金というも

のがあったわけですが、平成19年に廃止をされて

おります。しかし、経過措置として３年間、国の

ベースで各年2,000億円、こうした額が特別交付

金として交付をされるというものでございます。

したがって、平成19年、平成20年、平成21年とい

う年度までこれが交付されるものというふうに認

識をしております。 

 それから、特別交付税でございますが、かなり

8,400万円の減ということで計上させていただい

ております。ここら辺の特別交付金につきまして

は、今まで非常に財政力がよくても余り減らない

できたということがありますが、非常に地域間格

差というようなこともあろうかと思いますが、豊

かな団体に対しては減らしていくということで、

平成20年度は平成17年度の交付金の４分の１程度

というふうに聞いております。平成17年度の特別

交付金が１億8,500万円程度でございましたので、

これの４分の１程度を計上させていただいておる

ということでございます。 

○佐藤委員 

 これについては、決算の中身を読むとね、特別

の財政需要に対する補てんということが言われて

ね、基準財政需要額の中で補足をされなかったも

のについて交付するという中身ですけれども、そ

れが今の話だと平成17年度比でね、今度平成20年

度は４分の１に減額されたよということでありま

すけれども、そうした形で今の課長の話を聞くと、

地方の財政の偏在ということを見て、そうしたと

ころに手厚くしながらそういう交付団体などにつ

いては減額をすると、こういう措置かなというこ

とを今の説明で受けとめたわけですけども、今後

これがなくなるというようなことも心配されるん

ですけども、その辺の感触といいますか、見通し

といいますか、その辺はどうでしょうか。 

○総務課長 

 今、当初予算につきましては、そういうふうで

かなり減ってくるというふうに申し上げたんです

が、平成19年度の補正予算、この３月補正予算に

おきましても減額をさせていただいております。

だんだんと減ってくるというふうに思っておりま

すが、ただ、これから先につきましては、ちょっ

とわかりかねます。 

 以上であります。 

○佐藤委員 

 次に、予算の概要の111ページですね、111ペー

ジは何かというと、総合窓口設置及び総合窓口に

関してのことなんですけれども、公民館の改修の

問題だとか、事務分掌が変わり子ども課ができた

りとか、いろんなことがあって、その庁舎の取り

扱いについて、この間いろんな議論がありました

けれども、これは具体的に市役所の配置としてど

んな形になっていくのかなということですけども、

その辺、今のわかる範囲の内容をお知らせを願い

たいと。 

 それと、これは6.020万1,000円計上されて、今

年度で基本的にすべてのことが終わり、総合窓口

が開設をいくと、そんなスケジュールもお知らせ

ください。 

○企画課長 

 この件につきまして、予算につきましては総務

課の方で載ってるわけでございますが、内容的に

つきましては企画の方と総務課の方と詰めさせて

いただいたというような形になります。企画の方

から、この総合窓口と庁舎の改修については説明

をさせていただきたいと思います。 

 今回の改修につきましては、総合窓口の設置と、

それは市民課の窓口を総合窓口にしたいというこ

とと、市民サービスの向上に向けた庁舎の改善と

いうことを大きなものを二つ掲げております。 

 一つ、市民課の総合窓口の設置でございますが、

証明窓口と届け窓口の分離、これは平成21年度か
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ら待ち時間をできるだけ尐なくするように努めた

いというふうに考えております。それから、ワン

ストップサービスの推進、これは一度の手続で必

要とする関連作業すべて完了させられるというサ

ービスでございますが、これを取り入れていきた

いというふうに思っております。 

 それから、フロアマネジャーの設置ということ

で、これは平成21年度、窓口の案内、届け、申請

書の書き方の説明など来庁者の皆様の適切な案内、

説明を行いますということで一忚考えております。 

 それから、市民サービスの向上に向けた庁舎の

改善でございます。これは、各課の配置見直しを

平成20年度に行います。これは、市民の皆様がよ

く利用する窓口担当は１階または２階に配置する

ということで考えております。これは具体的に尐

しお話させていただきますと、１階の北側玄関か

ら長寿介護課、福祉課、税務課、会計課になりま

す。それから、証明窓口が市民課、国保医療課と

いうような形になります。市民課のところに外国

人の相談窓口を置きまして、市民サービスコーナ

ーを設置したい。フロアマネジャーについても、

その市民課の周辺で考えております。 

 それから、２階につきまして、北側の教育長室

の方からですけど、これは教育庶務課、学校教育

課、子ども課、下水道課、水道業務と水道工務で

ございます。この辺は変更がございません。それ

から、单側にいきまして、ここに環境課、経済課、

市民協働課が入りまして、その横に相談コーナー

というような形を設けたいと思います。それから、

互助会の事務局もこちらの方に入ります。 

 それから、３階といたしましては、事務室の改

修は予定はしておりません。４階は今の現在第７

会議室と互助会を事務室に改善しまして、そこに

土木課と建築課、監査事務局、单側には都市計画

課と区画整理課を配置するような土地を考えてお

ります。 

 それから、ＯＡフロア化の課ということで、こ

れは平成20年度に実施したいというふうに思って

おりますが、情報化の進展にあわせまして、庁舎

のＯＡ化の対忚できるように１階の事務室をＯＡ

フロアとしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それから、市民情報コーナーの設置ということ

で、これは平成21年度以降、庁舎１階に市民情報

コーナーを設置し、市が発行する刉行物の有償頒

布を行ったり、市民の皆さんの求める情報が身近

なところで手に入るようにさまざまな資料を張り

出し、利用しやすい窓口となるよう努めてまいり

ます。 

 それから、市民相談コーナーでございます。改

善でございます。これは平成20年度、相談件数の

多い外国人の相談については外国人登録等の業務

関連が図れるように市民課窓口に隣接した場所に

設置したいというふうに考えております。 

 また、市民相談、消費生活相談、多重債務相談、

高齢者職業相談などは利用者のプライバシーの保

護の配慮しながら２階の方に配置をしたいという

ふうに考えております。 

 それから、ユニバーサルデザインに配慮した改

善ということで、ユニバーサルのことについても

やるということです。 

○佐藤委員 

 大変細かく丁寧に教えていただきまして、あり

がとうございます。 

 ぜひその資料を議員の皆さんに、やはり市役所

というのは、やっぱり窓口といいますかね、１階

に入ってきたときが受ける感じというのはあるわ

けで、市民の皆さんに大きな影響を与えるという

ことを見ると、市民代表である私どもにその資料

をいただきたいなというふうに思います。ぜひそ

このところ、よろしくお願いします。 

 それでですね、予算書の方を見ると、これは庁

舎改善工事費、営繕工事費、備品購入費などを含

めてぴったりと6,020万1,000円にはならないんで

すけども、そんな形で予算が載ってますけれども、

そうすると、そうした配置というか、設計が要る

のかどうか私はわかりませんけれども、既に今、

課長が言われたように、それぞれの配置がもう明

らかになって、これを工事をやり物を移動してや

るということですので、もう既にレイアウトも決
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まっているということであれば、今の御説明の文

書もいいわけですけども、目で見てわかるやつを

ぜひ皆さんにもいただきたいと思うんですけど、

どうですか。 

○企画課長 

 議員の皆さんにわかりやすいような資料という

のは、まだ若干微調整というのが出るかと思いま

すけど、配りたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 私もね、総合窓口の設置ということで一般質問

させていただきまして、また、議員研修の中で、

佐賀県の元市長がそうした施策をやったというこ

とでありますけれども、今言ったのは、証明、交

付それぞれの窓口が別だよと。さらに外国人窓口

をつくって登録を含めてサービスをするという点

が大きなちょっと違うかなということと、ワンス

トップサービスということで、私は、例えば転入、

転出の際に、それぞれの所管のところを回らなか

えれば手続できないということよりも、佐賀市の

ように、何連カードかなってですね、一つの紙に

書いたら全部複写して、それが総合窓口の中で受

け付けて、それが各課のところで対忚できるとい

うようなシステムになったのかなというふうに思

いますけども、ここのところ特徴的なことをぜひ

お知らせください。 

○企画課長 

 市民課の取り扱いでございますが、平成21年度

以降何を考えているかというと、まず市民課に新

たに取り入れる事務といたしましては、税務課の

証明等を加えまして、それから、届けにつきまし

ては住民異動に伴う転入の学校教育の教育委員会

の関係と、住民異動に伴い児童手当に関する届け

というのを子ども課というような形で考えており

ます。 

 しかし、教育委員会とかそういった転入に伴う

ものにつきましては、今、教育委員会の方でお話

を聞く限り、父兄の方が来られたときに、中学校

と小学校があった場合のときについては、それぞ

れ父兄の名前と子供の名前を書いてもらうという

ような形になりまして、それを総合窓口にすぐ持

ってきても幾つでも何枚でも書かないけないとい

うような形になっておりますので、そういうよう

な調整をしながら、まず一番市民課の窓口といた

しましては、証明発行と届け関係を分離し、待ち

時間を尐なくすること、それから、税務関係の証

明を持ってきますので、間違いなくしっかり出せ

るようなこと、それから、フロアマネジャーを設

置し、市民サービスの向上を図ること、それから、

市民情報コーナーの市民サービスの向上を図ると

いうことで、まずます一つ一つ積み重ねていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そういうことでありますけれども、この予算の

方では、75ページに載ってるわけですね。総合窓

口委託料、窓口及び移転支援委託料ということで

296万円が載って、その下の方に庁舎の改善工事

費だとか、営繕工事費だとか、備品購入とか、こ

れがこの6,020万1,000円に該当するのかどうか、

その辺はどうですか。 

○企画課長 

 今、言われました庁舎管理費の中に載っており

まして、消耗品の115万円、そのうちの32万8,000

円というのが庁舎内のかかるものでございます。

あとは事務機器等の運搬委託料、それから、総合

窓口設置及び移転支援委託料、庁舎改善工事、庁

用備品購入費の2,380万1,000円のうち、2,360万

1,000円ということで今、議員が言われました

6.020万1,000円というのが回収の予算としてあが

っております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それでですね、ぜひ平成21年度ということであ

りまして、その間、スケジュール的には現在市民

課を含めて仕事をやってるわけですので、それを

順次これにつないでいくということになりますと、

今の仕事を遅滞なくやりながら変えていくと。１

階はもちろんですけども、２階もということにな
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りますと、どんな時期にそれはやられていくのか

という、どんな形でやられていくのかということ

ですけども。 

○企画課長 

 移動につきましては、まずうちの方が考えてい

るのは、４階から手がつけれるとこからというよ

うな形になりまして、市民課とか税務課につきま

しては、確定申告だとか今から忙しいときの時期

に入りますので、手がつけられるところがござい

ませんので、市民課、税務課というのは改修をし

てですね、一番後になるのではないかというふう

に考えております。 

 それから、いろいろ電話とかいろいろの工事の

そういうような調整が必要だというような形があ

りますので、そこで総合窓口設置及び移転支援委

託料ということで、ここに296万1,000円というこ

とで、その調整をする業者を一つ入れておきまし

て、調整を図りながら実施をしていきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 最後のところだけね、二つあるんですけど、一

つは、総合窓口ということではないですけども、

可能なところから移っていくということで４階か

ら移るということになると、そうすると、平成20

年度の途中の中で、それぞれの仕事をしてるとこ

ろが移動をしていくということで、市民の皆さん

が来るわけだけども、変わっていくということを

順次可能なところは変わっていくということです

よね、一斉にということではなくて。 

 それと、もう一つは、業者を入れてということ

でね、私も移転支援委託料というのはどういう意

味かなということを思っておって、今、課長の方

が説明されたんですけれども、ちょっといまいち

飲み込みが私は悪いものですから、いま一度です

ね、かみ砕いて御説明をお願いします。 

○企画課長 

 その支援の委託でございますが、実施のレイア

ウトの作成、それから移転計画、スケジュール作

成、業者の調整ということで電気業者とか、電話

の業者、ＬＡＮという今走っておりますので、そ

ういうような業者の工事中の調整をするというよ

うな形になります。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、そういう業者が入って工事をして

いくということになりますけれども、移転支援委

託料ということですので、それまた外に調整をす

るところを出すということですかね。 

○企画課長 

 委託をするということで、そのとおりでござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、そういうコーディネートできると

ころですので、まだこれはどういう形でそこへ委

託していくかということですけども、委託の方で

そういう業者は限られてるんだろうなというふう

に思いますけれども、その辺のことどうでしょう

か。 

○企画課長 

 その業者につきましては、まだ具体的なという

ようなことがございませんけど、うちの方が考え

ておるのは、ああいう事務機のメーカーの今そう

いうようなところというのは事務機を売るだけで

はなくて、庁舎内のレイアウトとか、そういうよ

うなことを幅広くやってるような業者があるとい

うふうに聞いておりますので、そちらの方面の業

者になるかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 それから、ミニバスについて、ちょっとお聞き

したいと。２台から４台ということで、ダイヤも

いただいたわけですけれども、そして、市民の利

便性の向上という形で名鉄バスをにらんでですね、

２コースの場合は昭和グランドが６時30分発と、

牛田駅ということなんですけども、この広報に挟

んでこれが市民のもとに届いたわけです。御意見

をいただいたのは、知立団地にお住まいの方が、

今まで、例えば秋田病院に直通で行っとったと。

ところが、このダイヤを見ると、２コースと４コ
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ースのつなぎが十分じゃなくて、例えば１便に乗

って６時55分に来たけども、６時40分には乗れな

いよと。そうすると、８時１分だということにな

りますと、１時間以上待たないかんじゃないかと

いう話だとか、さらに２便で８時８分ということ

ですけども、秋田病院行きの２便は８時１分には

出て行ってしまうと。そして、３便は９時21分で

９時22分という形で１分間同じところへ着くとい

うことで、かろうじて間に合うだろうというふう

に思いますけれども、そのほか詳細に私、見たわ

けじゃないですけども、尐なくともほかのところ

は長ければ40分ぐらいはありますけれども、30分

前後の中でつながっていくのかなというふうに見

てるんですね。 

 ダイヤを組むのはコースやそういうこともあっ

て大変な作業だなということは思ってるんですけ

ども、実は、その御意見をお寄せいただいた方は、

骨粗しょう症で歩くのも困難だとか、また、リュ

ーマチの方とかでありまして、何とかその辺の対

忚はどうなのかなというような御意見をいただい

たものですから、もちろんこれが発表されておる

わけですけれども、例えば２コースの２便なんか

を６時55分に１便がついてですね、20分間の待ち

があるんですよね。そう思うと、若干その辺の即

答はできないかと思いますけど、10分ぐらいの調

整の中で、接続が可能ではないかなというふうな

ことも感じるんです。３便については時間内の届

くわけですので、この接続ということを考えたと

きには、たしかバスが来るまで次のところは待っ

てくれるということですので可能だと思いますけ

れども、それ以降については、若干の待ち時間の

違いこそあれですね、可能なんですけれども、と

りわけ２便ですね、できないのかなと。これを配

布してしまってね、もうこれでいくよということ

になってますので、そう卖純に、はい、いいです

よということは言えないですけれども、そうした

御意見もあったということで、ちょっと御見解を

伺いたいなということです。 

○市民協働課長 

 広報の方に折り込みで入れまして、委員申され

るように、いろんな市民の方から既に問い合わせ

があります。その中で、やはりこのコースという

のは、コースの一部改正と、それから料金改正に

ついては、地域公共交通会議を経るということに

なっておりますので、このコースというのは、要

はバス停ということになりますけれども、委員お

っしゃいます時間帯については、微調整というの

は現段階ではこれが精いっぱいの調整だというこ

とで今、進んでおります。 

 やはりこの間に、例えば知立駅だとか、市役所

だとか、福祉の里、東刈谷駅等のところでは、当

然交通渋滞等が予想されますので、待機時間を取

ってはありますけれども、例えばそういうところ

で時間をずらしてしまいますと待機時間の中でお

さまらないという状態も出てまいりますので、ま

ずはことし尐し落ちついてから利用者アンケート

を取らさせていただく予定をしております。利用

者アンケートを取りまして、そのあとに、その結

果を踏まえて公共会議も開催を予定したいと思っ

ておりますので、そこら辺のところで皆様方の御

意見を集約して、今後の検討ということにさせて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 このダイヤですね、車が４台、４コースになっ

て、なおかつ便数をふやしたということでダイヤ

の接続という点では、大変御苦労をされたんだろ

うということは思います。 

 それで、既にこれはこの方向でいきますよとい

うことで市民の皆さんにも配布をして、４月１日

からいくわけですので、なかなかそれは困難だな

というふうに思っているところですけれども、尐

なくともそうした皆さんがおられるということは、

ぜひ御認識をいただいて、よりよいミニバスにし

ていただきたいなと。無理やりこの人たちも困る

でということで私、言ってるわけじゃなくて、早

速ミニバスを利用しているというかね、反忚とし

て期待が高いだけにそんな御意見もあったという

ことで、ぜひこころにとめておいてもらって、次

に生かしてほしいなというふうに思います。 
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 中身は今後利用者アンケートをし、このバスの

検討会と、これを踏まなければなかなかこれは困

難だよと。なおかつ、調整時間をこの中に盛り込

んでる中で、一部だけはできないよということで

ありました。わかりました。そんな御意見がある

ということだけは、関心が高いことのあらわれだ

なということで受けとめてほしいというふうに思

います。 

 次に、81ページをちょっとお願いしたいんです

けれども、81ページの中で、指定管理者選定等審

査会委員報酬というものが５人分ということで17

万円計上をされているんですけど、これについて

御説明を願いたいと。 

○企画課長 

 指定管理者の選定委員会のことでございますが、

５人で6,800円の５回、17万円というような形で

予算をあげさせていただきました。その内訳とい

たしまして、開催については５回予定しておりま

して、一つは、５施設の前年の評価というのがご

ざいます。それを一回７月ぐらいに予定をさせて

いただきたいというふうに思っています。 

 それから、今回、３年の文化会館と有料駐車場

の指定管理者というのが亓つの指定管理者の中に

３年というのがございまして、来年度選定委員会

を開きまして公募か、もう一回卖独かというよう

なことを決めさせていただきまして、次に、それ

が４月ぐらいに予定しております。 

 それから、候補者の選定を７月ぐらいに予定を

しておりますが、これが今の５施設の前年の評価

と一緒になれば一緒にしていきたいというふうに

考えておりますが、まずは数が多いということで

別々に開催するというふうに思っております。 

 あと２回は、指定管理者というのは、もし不備

だとかそういったことがあれば直営に直すという

ことがありますので、そういったものも一回、そ

れから、そういったものがない場合のときについ

ては新しく指定管理者をやりたいといったときに、

ものについても含めるような格好で一忚考えてお

りますが、今のところ、そういうようなところは

決定がございませんので、その不備があったとき

について選定委員会を予定しておるということで

考えていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 これはそういう形ですけれども、福祉体育館並

びに昭和グランド、ですね、この間、指定管理の

ことも一般質問で議論になりましたし、去年の12

月にもなったわけですけれども、一般質問の中で

は、３月には結論が出なかったと。たしか昨年の

９月の話の中では、３月中に結論を出して、そう

した中で、９月までに決めていきたいというよう

な話があったかというふうに思ってるんですね。 

 今、課長の方は、現在、指定管理者となってる

ものについて、期限がくると、そういうことにつ

いての対忚と評価という二本立てでやっていくよ

と。あとの２回については、不備があったときの

対忚だと。そして新しく指定をやりたいというと

きの中身だということも言われました。 

 しかしながら、話の重点は不備ですよというふ

うに言われましたけれども、これは福祉体育館の

ことは、この中では議論にはならないということ

ですか。 

○企画課長 

 今、答弁させていただいた中でございますが、

まだ福祉体育館とかそういったところについては、

どういうような形にするかということが決定して

おりませんので、そういう意味で答えたわけでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうしますと、決定にないから見通しが立って

ないからこれは予算計上はされてないんだという

ことでありました。 

 これについて福祉体育館は、３月をめどで結論

を出せなかったわけですけども、その辺の話でね、

結論が出なければいつまでも出てこないという話

ですけれども、現在の一般質問の中でも決定でき

ない内容については余りお話がなかったのかなと

いうふうに思いますけれども、その辺の内容、見

通しについてお知らせ願いたいと。 
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○スポーツ課長 

 体育施設の指定管理者につきまして、何か説明

が尐し足りないというようなお話がございました。 

 私どもの方で今、許可とか管理をしております

体育施設が市民体育館、昭和グランド、昭和テニ

スコート、本林のテニスコート、川畔テニスコー

ト、東八鳥テニスコート、それと学校の夜間開放

等の体育施設、竜北中学校、单中学校にあります

夜間照明設備、あと、都市公園の中にあります公

園グランドですね、この施設を一忚私どもで利用

許可を出させていただいておるというところでご

ざいます。 

 ただ、この中で、管理運営についてはスポーツ

課の方と、それから、それぞれの所管の方でやっ

ております。施設の利用業務につきましては、ス

ポーツ課の方が一括してやっておりますけども、

ただ、後々の維持管理に関して、それぞれ予算の

管理が多岐にわたっていると、学校の場合は、当

然学校の体育施設ですので、学校の中の予算でや

るということがございます。 

 それから、公園の管理等につきましては、当然

都市計画課の方でやるということでありますので、

この部分についても指定管理者の方に任せるとい

うことが可能かどうか、まだ全然というか、各所

管の方との調整ができておりませんので、このあ

たりが今、課題になっているということでござい

ます。 

○佐藤委員 

 そうすると、それぞれの施設が予算上の維持管

理が多岐にわたってると、そこの調整ができない

から結論が出ないということの答弁でしたけれど

も、それ以外はないですか。 

 以前ですね、グランド、福祉体育館、実質的に

は施設協会が窓口になって夜間受付等を含めてや

ってるわけで、実際的には前の話だと体育協会と

の関係だとか、その事業の関係だとか含めて、な

かなか難しさがあるということで、実質的には維

持管理だけかなという話もあったわけです。維持

管理というと、今の維持管理のお金の話にもつな

がるわけですけれども、そうしてみると、実際的

に指定管理者に出すほどのメリットがここに見出

せるのかなと。現実に施設管理協会もやってる中

で、この辺のことも含めて調整というだけではな

くて、その辺の見通しもちょっとお示し願えたら

なというふうに思います。 

○スポーツ課長 

 今、御質問者言われました施設管理協会でござ

いますが、こちらはあくまでも窓口業務だけでご

ざいますので、体育館の管理だとか、昭和グラン

ド、テニスコートの管理までやっておりません。

その経費については、すべて体育館の方がやって

おりますので、それは一部委託ということで今、

実施しております。 

 もう一点ですね、福祉体育館、御存じのように

福祉部門との複合施設でありますので、こことの

調整もまだまだ済んでないということがございま

す。それで、現実に今これを指定管理者でやろう

という話になれば、福祉部門は卖独でやっていた

だくと。市民体育館の部分、あるいは昭和グラン

ドの部分、昭和テニスコートの部分、ほかに直接

かかわりのない部分ですね、これのみでありまし

たら多分十分可能だと思いますけども、ただ、指

定管理者の本来の目的が市民サービスの提供、向

上ということがあります。それから、行政コスト

の縮減という大きな題目がございますので、これ

をその一部分だけでやっていいかどうか。そうな

りますと、今度学校の体育施設の許可の関係は、

当然教育委員会の方でやるということになります

ので、窓口が指定管理者の施設は指定管理者が許

可をする、学校体育施設は教育委員会、スポーツ

課で許可をするというような二面性を持つわけで

すので、そうなると住民サービスが低下する可能

性もあるということもございます。そういう面い

ろいろありますので、こういうものはすべて調整

が終わって、すべての体育施設の管理委託ができ

るようであれば指定管理者に移行することは可能

だと思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 すべての調整が済めば可能だということであり
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ますけれども、しかし、今の話を聞いてますと、

いましばらく可能だということと、やっていくと

いうことと、その困難さという点も含めて、内部

的に決定とするということになろうかと思うんで

すけども、これは教育委員会との関係とかそうい

う教育委員会の所管の施設ですので、教育委員会

の中でこうした議論もされていくということ、そ

の上で決定をして審議会に諮るというような流れ

になるのかなというふうに思うんですけども、当

初の３月というやつが出てこなくて、この見通し

については調整について担当としてはどれぐらい

のスパンで見てるのか、その辺、見通しをお知ら

せください。 

○スポーツ課長 

 見通しと言われましても、この１年、２年でと

いうのができるかなというのはちょっとあります

けども、積極的に指定管理の方に取り組むという

スタンスは市の方針ということもございますので

考えはみたいと思いますが、余りにも広範、多岐

にわたっておりますので、調整部分がこれがやっ

ぱり一度に片がつくというふうには思いませんの

で、一度調整をしながらやっていきたいなと、そ

んなふうに思っております。 

○佐藤委員 

 積極的であるかどうかは別にして、今の話を聞

きますと、細かな話、調整やその他ということで

ありますけども、この１年、２年でできるのかな

というぐらい難しい市民サービスの向上とコスト

削減ということが指定管理者の目的だと言われる

ならば、大変難しいことなんだなということを実

感しておるところです。現状わかりました。あり

がとうございます。 

 次に、81ページのところで指定管理の下ですけ

れども、地域情報化計画アドバイザー報償金とい

うふうにあるんですよね。同じような中身で協働

推進アドバイザー報償金というふうにありますけ

れども、これは今までなかったかなというふうに

思いますけれども、これはどういうものなのかお

知らせください。 

○企画課長 

 これにつきましては、知立市では知立市行政情

報計画、平成15年から平成20年度策定し、情報化

を推進してまいっております。 

 今後は、行政内部の情報化にとどまらず、地域

社会向上のためＩＴ活用推進である新たな地域情

報計画を策定する必要がある。そこで策定に当た

る専門部会として職員のプロジェクトを考えてお

ります。その部会のアドバイザーとして有識者を

お願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 そうすると、初めて私が知らんだけだったと思

いますけども、既に今まで平成15年から行政情報

計画というものがつくられてきて、それが行政情

報の中で、新たに地域にもＩＴのサービスという

か、そういうことを広めていこうと、どういうや

り方か知りませんけれども、そして、これは職員

の皆さんがプロジェクトチームをつくってやって

いくんだよと。しかしながら、ここには専門的な

有識者がいるということで有識者に対する報償金

という形で出しますよということですね。 

 協働推進アドバイザー報償金はどうでしょうか。 

○企画課長 

 協働推進アドバイザーは、本市につきましては

現総合計画において、輝くまちみんなの知立の実

現を掲げ、市民との協働によるまちづくりを目指

しております。そのためには、市民と行政がお互

いに理解し合い、信頼と自立によって対等なパー

トナーシップを構築することが重要でございます。 

 職員がこの取り組みを着実に進めるためには、

冊子、職員のための協働ハンドブック、これ仮称

でございますが、作成を考えております。この作

成には職員の若手を中心としたプロジェクトチー

ムを考えておりますので、そこのアドバイザーと

して有識者をお願いするというような形を考えて

おります。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 大体内容はわかりました。 

 それで、行政情報計画というのがつくられてき
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たわけですけれども、実際的には日々の仕事をや

っておられるわけで、計画はつくって、その実施

は並行してある意味で進められてきたような気も

するんですけども、その行政情報計画というのは

どういう計画なのか、ＩＴ化を進めるＬＡＮの整

備だとかそういうことも含めてだろうと思います

けれども、計画つくってこれから実施をしていく

のか、既にそれが実施されて具体化をされている

のか、その辺はどうでしょうか。 

○企画課長 

 知立市行政情報計画につきましては、平成15年

から平成20年度というような形になっておりまし

て、その内訳といたしましては、前期平成15年か

ら平成17年、後期平成18年から平成20年というよ

うな形の計画になっておりまして、平成20年で作

成をしないとこの計画が切れるということで見直

しを図るというような計画でございます。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 よくわからないんですけども、そういう前期と

後期に分けて具体的に情報の計画をつくられたわ

けですよね。情報の計画というのは、何も計画を

つくるためじゃなくて、市の行政事務の効率化、

その他を含めて具体化をし、効率的に推し進めて

いくという計画だというふうに私は話を聞いて思

うんですけれども、これが具体的にどのような形

で実施をされているのかと。今の段階では計画つ

くっただけだよという話なのか、そこの点と、も

う一つは、地域計画と、これから地域におけるＩ

Ｔの普及といいますか、よくわかりませんけれど

も、地域にも普及するという趣旨はわかりました

けれども、まだ具体的に、これということではプ

ロジェクトを立ち上げるということではこれから

の検討だということでよくわからないんですけど、

その辺はどのようなものを想定をされてるのかな

と。２点お願いします。 

○企画課長 

 行政情報化計画というのは、基本構想、基本方

針で策定がしてあります。これに基づいて、市役

所の電算のネットワークだとかセキュリティだと

か、そういったものを推進を図ってきたというよ

うな形になります。 

 それから、地域の地域情報計画とはというよう

な形で、あとはホームページにより提供される情

報の内容や提供方法の改善だとか、地域はコミュ

ニティ再生だとか、安心・安全な地域づくりとか、

地域経済の活性化など多くの課題を抱えており、

ＩＴをもっと活用して役立てるというような形を

考えております。 

 それから、今、専門部会で職員のプロジェクト

ということで考えていますのは、行政情報化、地

域情報化、セキュリティのその三つを計画の柱と

して考えております。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 一度その基本構想、基本方針、ネットセキュリ

ティ、セキュリティまではあれかもしれんけど、

基本構想と基本方針くらいはですね、ぜひプリン

トした概要があればお知らせいただきたいと。 

 それと、もう一つは、行政情報と地域情報の情

報化ということですけども、これは行政情報化と

いうことは行政の情報を市民の流す、さっきホー

ムといいましたけれども、そうしたもののより一

層の改善ということなのか、地域情報化とは何か

なということがよくわからないんだけどね、地域

情報化というのは。例えば、それは地域の公民館

だとかそういうところにパソコンを置いてネット

ワークをつくったりそういうことを想定してるの

か、その辺はどうでしょうか。 

○企画課長 

 先ほど委員が、知立市行政情報計画は配ったら

どうかというふうに言われましたけど、うちの方

のホームページを見ていただければ、これは公表

してあるものでございます。 

 それから、今のものでございますが、やはりこ

れから行政情報化から地域行政化セキュリティと

いうような特にセキュリティには重要な柱になっ

ておりますので、その部分をもう一回見直すとい

ったらおかしいんですけど、評価をするというよ

うな形で職員に三本の柱でしっかり洗い直しをし
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ながら進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 なかなかイメージのわかない話を聞いて、大変

こちらの方がイメージがわかなくてあれですけれ

ども、そうしたプロジェクトを立ち上げて、この

市の情報サービスも、また地域への普及、情報提

供、また地域からの情報が業者の方にはね返ると

いうそういうシステムを構築してるのかなという

イメージですけどね。おおよそのところはわかり

ましたけれども、つけ加える点があったらつけ加

えて訂正してください。 

 もう一つは、87ページをちょっとお願いしたい

んですけども、ついこの間、五戸水が、これ池端

ですけどね、これが有害物質が検出をされたとい

うことで１本の五戸ということですけども、五戸

水提供の家の水質検査手数料という形で34万

9,000円載ってるんですけれども、これはどうし

た形で県が調査をしてこういうふうになったのか

なということですけども、その辺はどうでしょう。 

○防災対策室長 

 五戸水の提供の家の水質検査手数料でございま

すが、現在災害時用ということで個人の家の五戸

を提供、いざというときに提供していただける形

ということで御提供いただいているところが今、

個人では74カ所ございます。それから事業所、普

通の会社等でございますが、それが19カ所、公共

施設が16カ所、合計109カ所が今提供していただ

けるということで登録がしてございます。 

 これを３年に一度ずつめどとして水質検査を民

間の水質検査の会社に委託いたしております。ち

なみに、名称が東海分析とかいう水質業者が平成

19年度は扱わさせていただいたんですが、水質を

大体109ありますから30カ所から40カ所ですね、

その個々の五戸を水質を調べるということで、採

水して調べるまで数週間かかるものですから、一

遍に毎年109カ所というのはなかなか難しいもの

ですから、３年にローリング的に一回ということ

でございますが、ちなみに、大体五戸が非常に浅

い五戸というか、昔の五戸ですが、そのまま災害

時にすぐ飲めるというのがなかなか水質的には、

煮沸すればオーケーですが、そのままオーケーと

いうのは全体の中では、やはり尐ないという格好

で、これはＢＯＤとかそうすぐに問題が起きるわ

けじゃございませんが、水質的には飲み水は煮沸

すればオーケーというような格好ですから、その

性質が非常にまずいという結果まで出てるという

のは報告は聞いておりませんが、そのままでは飲

めないというような格好ですが、年々変化するも

のですから、３年に一度ずつ調べさせていただい

ているようなわけでございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 ちなみに、これはどういうルートで県が検査を

したのか私はちょっとわかりませんけれども、こ

の五戸というのは、池端、宝町ということでね、

そのうちの１本ということでありますけれども、

これがじかに飲める五戸水は尐ないと。煮沸すれ

ば可能だと。煮沸というのは有害物質が入ってな

いことが前提ですのでね、こうした形で有害物質

が検出をされると。これは以前にも新聞記事を見

ますと出たということでありますけれども、これ

が知立市の五戸水提供の家というかね、それに該

当する五戸なのかどうかということが大切じゃな

いかなと思っておるところですけども、これは該

当する五戸でしたか、どうでしょう。 

○防災対策室長 

 私、ちょっと情報不足で申しわけございません

が、今、私どもある109カ所の中で、そういった

報告は聞いてございませんものですから、多分登

録していただいているところではないかなという

認識でございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 もちろんこの持ち主がおるわけでね、五戸水提

供の家なんかのプレートがありますわね。その方

から、異常があったよということが情報が寄せら

れればわかるけど、そうじゃなければわからない

と。ただ、そういう提供する家になってる以上は
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情報があってしかるべきだからないということは

違うんじゃないかということですけど、一度確認

だけはね、ぜひしておいてほしいなというふうに

思います。 

 それと、もう一つは、これが池端と宝の両地区

ということで、両地区は1991年にもう地下水汚染

が判明しており、そのときも検出されたトリクロ

ロエチレンの汚染原因は特定できなかったという

ことがあるんですけどね。五戸水提供の家の水が

日常的には五戸水を提供される家でも余り使われ

てなくて、飲み水や飲用には使われてなくておる

ということもあり得る話でね、一度そうした点も

３年に一遍のローリングというふうにはなってま

すけれども、検査を一度してみる必要もあるので

はないかなということを感じたので、その辺の見

解だけお願いします。 

○防災対策室長 

 ちなみに、先ほどの109カ所の中に、池端で個

人名は申し上げられませんが、登録していただい

ている方がございまして、今年度で調査もさせて

いただいて問題なかったようには聞いております

ので、多分違う件だとは思いますが、一度確認は

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 わかりました。 

 それで、次にですね、時間もきてますけれども、

一、二点聞いておきたいというふうに思います。 

 89ページの住基ネットの保守委託料ということ

で159万6,000円という形でありまして、それと公

的個人認証に係る鍵ペア生成装置保守委託料で18

万3,000円ということでありますよね。これは住

基ネットの関連だということで、私も前、質問さ

せていただいたときに、住基関係で今日まで投資

額ということで計算したりしましたけれども、今

まで平成20年度予算のうちで、うちというよりも、

平成20年度予算を積算すると住基関係の投資額は

いくらかということと、住基カードの普及枚数は

どうなってるかと。投資した金額に対して発行枚

数と、そこから見たときの一枚当たりのコストは

幾らかという点、それと、もう一点は、住基カー

ドは市民の側からいくと他市でも住民票が取れる

よということが一つの売りになってたわけです。

行政的にはいろんな４情報しかない中でも行政サ

ービスというか、リンクというか、アクセスとい

いますかそういう中で、情報を行政側が取ること

ができるということで効率化にはつながるわけだ

けども、そこはいいですけれども、住民票が実際

に知立市の市民が他市で住基カードを使い発行し

てもらった実績があるのか、また、他市の住民が

知立市に来て住民票を取得をしたのか、その実績

お知らせください。 

○企画課長 

 住基関係でございますが、これは市民課と企画

課の方で二つに分かれております。平成20年度に

ついては1,017万円の予算を計上をしております。

全体で平成12年度からその費用が始まっておりま

して、平成19年度は当初予算というような形で計

算しておりますが、１億3,231万円という費用を

使っております。 

 それから、委員が言われた個人認証票でござい

ますが、これは市民課の方が管轄しておりまして、

そこから得た情報で聞いたものでいきますと、バ

ージョンが写真とか写真なしだというのがござい

ますが、平成19年度は345ということで、これも

平成15年から始まりまして、全部で761枚が出て

おります。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 761でおおよそ１億3,000万円あれば以前よりは

若干所管じゃないということでね、そこはあれで

すけれども、いずれにしても、なかなか全国的に

もカードの普及は１％台というような形で国民生

活へのメリットは十分波及してないということで

す、実態としては。 

 電子自治体ということで、そういう流れであり

ますけれども、それと、もう一つは、このところ

住基ネットに対する裁判がいろいろありまして、

ついこの間の３月６日は住基ネットは合憲と初判

断４件の訴訟で住民敗訴が確定したということが
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言われてるんですよね。 

 しかしながら、大阪の箕面市では、その前の

2006年の11月30日に大阪高裁が違憲だということ

で住民の方が逆転勝訴したんですよね。そうした

経過をたどりながら箕面市では、住基の選択制と

いうことをとられてるようなんですけれども、相

次ぐカードの偽造等を含めた事故を考えると、ほ

んとに最高裁の判決は合憲だということを言いま

したけれども、ほんとにそれで一挙にずっとなだ

れ込むような形がほんとにいいのかどうかという

こともですね、今、知立市は合憲だという立場で

それは波及しながらやってるわけだけども、そう

いう立場であったとしても、絶えずそういうこと

を検証しながら今後も続けていくのかどうかとい

うことを見ていかないかんというその姿勢だけは

堅持してほしいなと思うんですけども、その点ぜ

ひ御見解を示してほしいと。 

○企画課長 

 今、委員が言われましたとおりにですね、この

前、裁判がございまして、合憲というような形で

出たわけでございます。それから、ほとんどの市

町村というのは、その推進というような形で進め

ていくというような形になるかと思いますけど、

当市におきましても、セキュリティのことについ

てはこの情報の今の住基ネットだけではなくて、

十分注意をはらっていく努力をしていく。そして

職員に研修とかそういったものも一生懸命してい

くというような形になるかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 あと、もう一、二点ですね、ちょっとお聞きし

たいなというふうに思うんですけど、この小学校、

中学校のパソコンの借上料、また購入ということ

で、平成20年度は75台を購入すると、小学校では。

中学校では31台、私の聞き間違いじゃなければそ

んな感じなんですけども、この議会の中でもです

ね、職員へのパソコンの普及ということが言われ

て、たしか３年計画とかいろいろ議論がありまし

たよね。これは、この台数を持って大体最終にな

るんですかね。これはどうでしょう。 

○教育庶務課長 

 今、委員が御指摘がありましたように、３年計

画ということで一忚平成20年度で終わる計画で進

んでおります。 

 ただ、職員数の方が、教員の方が尐人数学級で

すとかいろんな形でふえてきておりますので、平

成20年度で一忚全部終わる予定でおったんですが、

若干平成20年度で完結できない見込みが生じてお

ります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 卖純な話で大変恐縮ですけども、小学校は706

万4,000円ということで、75台で割り戻すと９万

4,000円余ですね。中学校は31台で割ると14万

6,000円と。もちろん小学校と中学校で違いがあ

るのかもしれませんけれども、先生の仕事という

ことを考えると、どちらも同等かなというふうに

思うわけで、私の今言ったような数字が正しいか

どうかの訂正も含めて、何でこんな小学校は９万

4,000円のパソコンで中学校は14万6,000円なのか

なという素朴な疑問をぜひお答えください。 

 それと、もう一つは、かつて私は、パソコンが

学校の中に普及しだしたときに知立市はリースと

いう形で、５年リースでしたかね、そういう形あ

りました。そうではなくて、パソコンの価格が安

くなってきたということがあって、購入したらど

うだと、そういう自治体もあるよということで提

案をさせてもらった覚えがあるわけですけども、

従来のパソコン借上料ということで、これは多分

リースなんだろうというふうに思いますけれども、

従来のリースでやってきたものと、新たに今度は

パソコンを購入すると。もちろんそこのインフラ

は整備せないかんのかもしれませんけれども、そ

の考えの違いをどこでどうそうした選択になった

のかなということをお知らせください。 

 また、これは先生個人個人がデスクの上で使わ

れる、持ち運びできると。このパソコン借上料と

いうのは、小学校5,081万3,000円、中学校2,469

万円となってますけど、その辺のこともお知らせ

いただいて、リースと購入という使い分けがある
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ものですから、その辺の考え方を教えてください。 

○教育庶務課長 

 まず、教師用パソコンにつきましては、平成17

年度はリースで行っておりました。平成18年度以

降につきましては、リースより購入した方がベタ

ーではないかという方向に考えまして、平成18年

度以降よりは購入をいたしております。 

 先ほど委員から発言のあった購入費の卖価なん

ですが、小学校、中学校とも各一台当たり13万円

ということで同じように予算化しておりますので、

小学校、中学校が卖価が違うということはないで

す。 

○佐藤委員 

 それで、平成18年度よりリースから購入に切り

かえたということで、当然それはリースを選択す

るよりも購入の方が安いということばかりじゃな

いにして、やっぱりそれが大きく影響をしてると

思うんですけれども、従来のリースで先生方にパ

ソコンを貸し与えたという前提にした場合の想定

できる金額と購入でやった場合の金額の差額とい

うのはどれくらいを見込まれて購入に移行したの

か、その辺はどうでしょうか。 

○教育庶務課長 

 申しわけありません。その平成17年度から平成

18年度に切りかわったときの経費の比較について

はちょっと掌握しておりません。 

○佐藤委員 

 大変申しわけありません、そういうことですね。 

 ひとつそんな形で、私の提案が受け入れられた

ということは思いませんけれども、かつてそうい

う議論があってですね、リースより購入がいいじ

ゃないかというね、結果としてそういうことも安

くあがるということが選択されたということです

ね。 

 以上です。 

○総務課長  

 先ほど委員の歳入のところでの質問の中で、ち

ょっとあとで調べさせていただきますというふう

に御返事をさせていただきました。 

 地方消費税交付金でございますが、やはり納期

と交付される時期によりまして、平成20年度は11

月の月末が土日に当たります。したがいまして、

11月の納期のものが12月にずれ込むということが

ございます。11月に納付されますと３月に交付さ

れるということになりますが、12月に納付された

ものが４月に入ってしまいますので年度が変わる

ということがございます。そうしたことが大きな

原因であろうというふうに思います。 

 それと、委員おっしゃられましたように、消費

の落ち込みというようなこともあろうかというふ

うに思います。 

 それから、もう一点、特別交付税の関係でござ

いますが、だんだん減ってきて最後になくなっち

ゃへんかというような御指摘をいただいたわけで

すが、特別交付税は交付税総額の６％というふう

に決まっておるわけでございますが、災害があり

ましたところですとか、合併したところですとか、

そういうところへ大きくシフトはしていくという

ことになろうと思いますが、何がしかは知立市も

交付がされるのではないかというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○髙笠原委員長 

  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第30号について挙手により採決します。 

 議案第30号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第30号 平成

20年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 
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 議案第33号 平成20年度知立市土地取得特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第33号について挙手により採決します。 

 議案第33号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○髙笠原委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第33号 平成

20年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で本委員会に付託された案件の審査は終了

しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては、正副委員長に御一任願いたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○髙笠原委員長 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で企画文教員会を閉会します。ありがとう

ございました。 

午後８時10分閉会 

――――――――――――――― 
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